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は  じ  め  に   

 

 昭 島 市 で は 、「 総 合 基 本 計 画 」 の 部 門 計 画 と な る 「 昭 島 市 男 女 共 同 参 画 プ

ラ ン 」（ 以 下 「 プ ラ ン 」 と い う ） に 基 づ き 、 男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現 に 向 け

た 施 策 の 推 進 に 努 め て い ま す 。  

こ の プ ラ ン は 、 こ れ ま で の 計 画 で あ る 「 昭 島 市 女 性 プ ラ ン 」「 あ き し ま ジ

エ ス 21」 を 引 き 継 ぎ 、 平 成 23年 度 か ら 32年 度 ま で の 10年 間 を 計 画 期 間 と し た 、

昭 島 市 と し て 第 ３ 期 の 計 画 と な り ま す 。  

市 で は 、 プ ラ ン の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 に 、 第 三 者 評 価 機 関 と な る 昭 島 市

男 女 共 同 参 画 推 進 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う ） を 設 置 し て い ま す 。  

本 委 員 会 は 、 学 識 経 験 者 、 公 共 的 団 体 の 代 表 者 、 公 募 の 市 民 委 員 を 含 め た

８ 人 の 委 員 に よ り 構 成 さ れ 、 任 期 を ２ 年 間 と し 、 平 成 28年 ３ 月 に 第 ３ 期 目 の

委 員 会 と し て 設 置 さ れ ま し た 。  

委 員 会 で は 、 プ ラ ン の 進 捗 状 況 の 確 認 及 び 評 価 を 行 い 、 そ の 結 果 を 市 長 に

報 告 す る こ と に よ り 、 男 女 共 同 参 画 に 係 る 施 策 の 推 進 を 図 っ て い ま す 。  

平 成 27年 度 の 実 施 状 況 に つ い て 、 各 担 当 課 が 取 り ま と め た 「 昭 島 市 男 女 共

同 参 画 プ ラ ン 平 成 27年 度 進 捗 状 況 報 告 書 」（ 以 下 「 進 捗 状 況 報 告 書 」 と い

う ） に 基 づ き 、 平 成 28年 ５ 月 か ら 平 成 28年 10月 ま で の 間 、 委 員 会 を ６ 回 開 催

し 、 進 捗 状 況 の 確 認 と 評 価 を 行 い ま し た 。  

ま た 、「 プ ラ ン 」 中 間 年 に あ た り 、「 プ ラ ン 」 策 定 時 に 掲 げ た 中 間 目 標 の 達

成 状 況 を 「 市 民 意 識 調 査 」 の 結 果 を も と に 評 価 し 、 計 画 の 一 層 の 推 進 に 向 け

た 検 討 を 行 い ま し た 。  

委 員 会 で は 必 要 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ の 担 当 課 に 説 明 や 資 料 の 提 出 な ど を 求

め 、 事 業 の 有 効 性 や 効 果 な ど に つ い て 、 慎 重 に 検 討 を 行 い 、 委 員 そ れ ぞ れ が

持 つ 知 識 と 経 験 に よ り 、 で き る 限 り 客 観 的 な 評 価 を 心 掛 け ま し た 。  

こ こ に 委 員 会 の 評 価 結 果 を 取 り ま と め ま し た の で 、 報 告 い た し ま す 。  

本 報 告 書 に よ り 、「 プ ラ ン 」 の 一 層 の 推 進 が 図 ら れ 、 市 民 一 人 ひ と り の 生

活 を よ り 豊 か な も の と し て い く た め の 、 一 助 と な れ ば 幸 い で す 。  

 

2016年 （ 平 成 28年 ） 11月  

 

               昭 島 市 男 女 共 同 参 画 推 進 委 員 会  

                 委  員  長   金  野  美 奈 子
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全体の評価及び提言 

平成23年度からの新たな計画として策定された「プラン」は、「男女共同参画

基本法」をはじめとする関係法令や、「プラン」の上位計画にあたる「第五次昭島

市総合基本計画」の理念を尊重し、男女共同参画社会の実現に向けて、市民との

連携と協働による施策の推進に努めることを目的としています。 

また、このプランは、市の基本的な考え方を示すとともに、施策を総合的かつ

計画的に推進するための事業計画であり、プランに定められた事業を適切に行う

ことが、男女共同参画社会の実現に直結することとなります。 

こうした点を踏まえ、委員会では、平成27年度における進捗状況を確認し、ま

た、プランの中間年にあたる27年度に実施した「市民意識調査」の結果を参考に、

客観的な評価に努めました。 

委員会としての評価及び提言を以下のとおり述べます。 

 

１．平成27年度進捗状況について 

 

平成27年度における主要施策の進捗状況についての評価結果については、｢進捗

状況報告書」に、取組内容や課題、委員会のコメントなど、詳細な記載がありま

すが、総体的な評価は下表（表１）のとおりです。 

 

（表１）主要施策ごとの評価 

 

 

 

 

目標 

 

主要施策 評価 評価のコメント 

目

 

標

 

Ⅰ

 

人

権

の

尊

重

と

男

女

平

等

を

育

む

社

会

づ

く

り

 

人権意識の育成 良 

意識育成のための講演会や各種講座などの取組は図られ

ているが、その効果の検証と周知方法などに課題があ

る。 

多文化共生社会の場での男

女共同参画の推進 

不可 

男女共同参画の推進は、文化・習慣などの違いから難し

い取組ではあるが、取組内容の点検と併せ、施策の推進

を図られたい。 

男女共同参画に関する啓発 

 

良 

 

今後、講座など開催にあたり、男女共同参画に関心を持

たない方々も参加しやすい工夫が必要。 

メディアにおける男女平等

意識の形成 

可 

男女平等の視点に立っていない言葉がどのように使われ

ているかなど、学習会などを検討し、意識啓発を図られ

たい。 

幼稚園・保育園における男

女平等教育・学習の推進 

 

良 

 

教育現場において、男女の違いを認めながらも、男女平

等意識の醸成を、引き続き、主導されたい。 

学校教育の場における男女

平等教育・学習の推進 

 

良 

 

教職員への啓発が、生徒・児童への指導に活かされてい

るのか検証し、更なる推進を図られたい。 

家庭・地域・社会における

男女平等教育・学習の推進 

 

良 

 

講座の内容も多様化し、開催日程も対象者に配慮がみら

れる。更なる充実に向けて取組を継続されたい。 
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目標 

 

主要施策 評価 評価のコメント 

目

 

標

 

Ⅱ

 

配

偶

者

等

か

ら

の

暴

力

の

防

止

及

び

被

害

者

支

援

と

男

女

の

健

康

支

援

 

配偶者等からの暴力防止の

ための意識啓発・情報提供 

 

良 

 

積極的に取り組まれており、成果も上がっている。何が

ＤＶにあたるのか具体的な広報・啓発など、更なる周知

を図られたい。 

セクシュアル・ハラスメン

ト防止の取り組み 

 

良 

 

全体として取組は進められているが、研修が取組に活か

されるよう、更なる充実を図られたい。 

配偶者等からの暴力などに

よる被害者の安全確保と自

立支援 

 

良 

 

引き続き、警察など関係機関との連携を密にし、被害者

の安全確保をはじめとする支援をお願いする。 

関係機関との連携と相談体

制の充実 

 

良 

 

相談窓口を充実させると同時に、未然防止・早期発見に

向け、対策強化を図られたい。 

互いの性の尊重 可 

まだまだ身近に感じられないリプロダクティブ・ヘルス/

ライツの概念を普及していくことは困難な課題ではある

が、取組を進められたい。 

性差や年代に応じた心と身

体の健康支援 

 

優 

 

取組が進められているものと評価できる。 

目

 

標

 

Ⅲ

 

働

く

場

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

と

ワ

ー

ク

・

ラ

イ

フ

・

バ

ラ

ン

ス

の

推

進

 

働く場における男女共同参

画 

可 

女性活躍推進法が施行され、市としても取り組まれてい

ると思うが、市内企業への働きかけを積極的に進められ

たい。 

ワーク・ライフ・バランス

を実現するための支援 

可 

事業主の意識の向上、意識改革のきっかけになるような

取組を検討されたい。 

女性の就業支援 良 

起業したい女性の意思を汲み取り、きめ細かな相談・支

援が実施されている。 

子育て・家事支援 優 

相対的によく取り組まれており、手厚い支援を継続され

たい。 

高齢者・障害者等の介護・

介助を担う男女への支援 

良 

今後、育児をしながら介護をする世帯も増えてくるもの

と思われる。ダブルケアへの対応も検討されたい。 

目

 

標

 

Ⅳ

 

男

女

共

同

参

画

の

総

合

的

推

進

 

政策・方針決定参画の拡大 

 

良 

 

市主催行事への女性参画は向上していると考えるが、引

き続き、目標指標達成に向けて取り組まれたい。 

人材育成と活用の促進 

 

不可 

 

女性の人材育成にあたっては、人材リストの作成と併

せ、活用に向けて検討されたい。 

地域活動への男女共同参画 

 

良 

 

女性リーダーの育成と活用にあたっては、女性がいきい

きと活動できる環境の整備が必要であり、取組を進めら

れたい。 

国際的取り組みとの協調 

 

可 

 

ジェンダーギャップ指数の公表など、情報の提供や広報

を充実させ、意識啓発に努められたい。 

市民との協働による計画の

推進 

 

良 

 

市発行の女性情報誌などを活用し、男女共同参画意識の

啓発と認知度を高めるための周知活動に努められたい。 

庁内推進体制の充実及び関

係機関との連携 

 

良 

 

庁内における取組は推進されているものと評価できる。

今後は、市民にも普及されることを期待する。 
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評価としては、昨年度と比べ「優（２）」が７減、「良（15）」が３増、「可

（５）」が２増、「不可（２）」が２増という結果となりました。基準を改めている

ため、一概に比較することはできませんが、評価が低かった項目については担当

課の取組状況に進捗が見受けられませんでした。特に「不可」となった「目標Ⅰ-

1(2)多文化共生社会の場での男女共同参画の推進」「目標Ⅳ-1(2)人材育成と活用

の促進」については、行政としては取り組めることにも限界があり、難しい課題

であると思いますが、先進市の事例なども参考とし、一歩一歩着実に取り組んで

いただき、目標達成に向けて取組を進めていただきたいと思います。 

 

なお、今年度の評価にあたっては、第２期委員会からの提言に基づき、委員会

評価基準について見直しを行う中で、より適切な評価の在り方について検討した

結果、内部評価（ａ･ｂ･ｃ･ｄ）との整合を図り、これまでの「秀」「優」「良」

「可」「不可」の５段階評価から「優」「良」「可」「不可」の４段階評価に改めま

した（表２）。この基準見直しに伴い、各段階の達成度を引き上げたため、過去の

評価と比較し、厳しい評価となっています。 

 

（表２）委員会評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画期間前半期における取組状況について 

 

平成 23 年度から平成 32 年度までの計画期間中間年にあたる本年度は、「プラ

ン」策定時に掲げた目標値（11 指標 16 項目）の達成状況の評価も併せて行いまし

た。各項目の値の推移については「進捗状況報告書」に記載していますが、現状

値を(a)プラン策定時と比較した場合、および(b)平成 27 年度中間目標値と比較し

た場合の状況は（表３）のとおりです。 

 

 

 

 

 

変更前 変更後 評価の目安 

秀 

優 取り組みが着実に推進されている 

優 

良 取り組みによる効果が得られている 

良 

可 これまでの取り組み内容に変化が見られない 

可 

不可 取り組みが進んでいない 

不可 
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（表３）11 の目標指標 

目標指標 

(a)プラン策定時と

現状値との比較 

(b)中間年目標値と

現状値の比較 

＊「男女共同参画社会基本法」を知って

いる人の割合 

 ○  × 

＊男女の地位について「対等になってい

る」と思う人の割合 

[女性] × [女性] × 

[男性] × [男性] × 

講座等における男性参加者率  ○  △ 

＊「ＤＶ防止法」を知っている人の割合  △  × 

＊ＤＶの被害を受けた人のうち、「相談

した」人の割合 

[女性] △ [女性] × 

[男性] ○ [男性] ○ 

健康教育事業参加者数 

[女性] × [女性] × 

[男性] × [男性] × 

＊「仕事と家庭生活をともに優先してい

る（両立）」人の割合 

[女性] × [女性] × 

[男性] × [男性] × 

保育園の定員数  ○  ○ 

学童クラブの定員数  ○  ○ 

審議会等における女性委員の割合  ×  × 

自治会長への女性の参画率  ○  ○ 

＊「昭島市男女共同参画プラン」を知っ

ている人の割合 

 ○  × 

 

(a)プラン策定時と現状値との比較 

推進が図れた項目（○） ７項目 

ほぼ横ばいの項目（△） ２項目 

推進が図れなかった項目（×） ７項目 

 

(b)平成 27 年中間目標値と現状値の比較 

目標を達成した項目（○） ４項目 

概ね目標に達した項目（△） １項目 

目標に達しなかった項目（×） 11 項目 

 

全体として、プランに位置付けられた主要事業の推進は図られてきているもの

の、中間年目標値の達成には至らなかった項目が散見されます。 

市民意識調査において、プランにおける各施策の取組実態が反映されていない

側面もあると考えられますが、結果は結果として真摯に受け止め、取り組みの更

なる推進につながるよう、目標ごとに委員会として意見を述べます。 

 

目標Ⅰ「人権の尊重と男女平等を育む社会づくり」について 

「男女平等意識の醸成」における目標指標「男女の地位について「対等になっ

ている」と思う人の割合」について、「女性の地位を改善しようと女性を優遇する

施策を行えば行うほど、「女性が優遇されている」と回答する男性が増えることが

考えられ、女性の方がいくら「対等になった」と回答するようになっても、男性

の方は対等になっていない、むしろ「女性が優遇されている」と答える事実が増

えかねない」という意見が第２期委員会でありました。男性の方もそれを受入れ
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るところまで意識が行き届くことが理想ですが、この意識の差を埋めることが今

後の課題であると考えます。 

 

目標Ⅱ「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援と男女の健康支援」について 

目標Ⅰの目標指標の一つである「「男女共同参画社会基本法」を知っている人の

割合」についても同じことが言えますが、「あらゆる暴力の防止」における目標指

標「「ＤＶ防止法」を知っている人の割合」についても、20 代あるいは 30 代女性

で「知らない」とした回答率が高く、男女共同参画という視点からみると、一番

知ってもらいたい性別、年齢層で周知が足りないという結果になったことが読み

取れます。こうした点からも啓発、特に若年層への対策が必要になってくるもの

と考えられます。 

また、ＤＶについては自分が被害者であるという認識がない方も多く、「ＤＶ防

止」という抽象的なことよりも「どのようなことがＤＶにあたるか」など、具体

的な周知、啓発を行う必要があると考えます。効果的な取組を行い、認知度を高

めていっていただきたいと思います。 

更に、目標指標の「ＤＶ被害を受けた人のうち、「相談した」人の割合」につい

て、女性はプラン策定時の指標とほぼ横ばいの 32.8％と平成 27 年目標値である

50％に届きませんでした。調査結果よりＤＶ被害者が相談した相手として「友

人・知人」(62.1％)、「親兄弟などの親族」(48.3％)が多く、「公的な専門の相談

窓口」(20.7％)が、それに比べて少ないという結果になりました。 

またＤＶ被害を相談しなかった理由として「相談できる人(ところ)がいなかっ

た」(19.4％)、「誰に(どこに)相談していいかわからなかった」(12.9％)という回

答結果と、回答者の年齢構成、男女の回答比率から判断し、まだまだ女性（特に

若い女性）が相談できる体制が整っていないことが要因と思われます。引き続き

公的な相談窓口における、より一層の相談しやすい環境づくりが求められます。

男女共同参画センターの設置を一つの契機として、配偶者暴力相談支援センター

機能を有する拠点整備について検討を深め、ＤＶ被害の相談及び支援体制の充実

を図っていただき、その周知に努めていただきたいと思います。 

 

目標Ⅲ「働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進」につ

いて 

「働く男女の就労環境の整備」における目標指標「「仕事と家庭生活をともに優

先している（両立）」人の割合」について、「両立している」と回答した人の割合

は女性も男性もプラン策定時より減少していますが、同時に「仕事を優先してい

る」人の割合も減少し、「家庭生活を優先している」と回答した人の割合が男女と

も増加しました。第２期委員会では「「両立している」という回答の減少をもって、

施策の効果が表れていないと即断はできず、実態としてのワーク・ライフ・バラ

ンスを推進していくことが重要」であるとの評価になりましたが、第３期委員会

では加えて、「仕事を優先している」「家庭生活を優先している」という現状に満

足しているか否かを見極めなければならないと考えます。今後、この視点を踏ま

えた取り組みに期待します。 
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目標Ⅳ「男女共同参画の総合的推進」について 

「政策・方針決定過程への男女の参画」における目標指標の「審議会等におけ

る女性委員の割合」について、市としては、公募市民委員枠において、男女の比

率に配意し、取り組まれていることは評価できますが、外郭団体など推薦枠にお

いて、母体となる組織の男女構成比も影響することから、全体として目標値を達

成するには至りませんでした。全体的に女性委員の比率を高めることが難しい要

因があることも理解しますが、女性参画の向上に向けて、引き続き取り組んでい

ただきたいと思います。 

また、女性人材の育成と活用の視点においても、最終構想を持ち、人材リスト

の作成も含め、一歩一歩着実に取り組んでいただきたいと思います。 

 

 

３．年次進捗状況と計画期間前半期の進捗状況を踏まえた課題の整理 

 

最後に、平成27年度における主要施策の進捗状況と計画前半期の評価を踏まえ、

今後、重点的に検討が必要と考えられる４つの課題について意見を述べます。こ

れらの意見については、将来を見据えた更なる具体的な検討をお願いします。 

 

【課題１】ワーク・ライフ・バランスの取組の強化について 

27年度から女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進

法）が施行され、市でも女性の活躍状況を把握し、改善するための取組を内容と

する「事業主行動計画」を策定し、取組が進められていますが、更には、ワー

ク・ライフ・バランスの取組が全体として進められるよう、市内の事業所に対し

ても積極的に働きかけていただきたいと考えます。 

ワーク・ライフ・バランスの実現は、男女共同参画社会の実現に直結する市の

重要課題でもあります。「仕事」も「私生活」も充実できるようなライフスタイル

（生活様式）に変えることで、育児や介護などを分担しながら、一人ひとりの市

民が、社会の一員として人間らしく生きることを可能にするとともに、女性の社

会参加の促進が図られるものと考えます。先ずは市が率先して取り組むことが、

民間企業等での取り組みを加速させることにつながります。また、今年度の「イ

クボス」をテーマとした講演会開催を手始めとして、次年度以降、「ワーク・ライ

フ・バランスに取り組む企業の認定・公表」の実現に向けて、さらに積極的な取

組に期待します。 

 

【課題２】男女共同参画センターの整備について 

「男女共同参画センター」の整備については、平成31年度開設予定で着実に進

められていることと理解しています。この整備により、現在行われている「女性

悩みごと相談」を含めた相談機能や情報提供機能の充実、男女共同参画に関する

活動や交流の場としての利用範囲が拡大するなど、当該事業の取組が大きく前進

することを期待します。 

また、先にも述べたＤＶ被害者への支援の充実に向けて、配偶者暴力相談支援
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センター機能を有する拠点整備の検討を引き続きお願いします。 

併せて、「男女共同参画センター」が、男女共同参画に関する中核施設として、

必要となる機能を十分に備える施設としていただくよう、委員会として引き続き

要望いたします。 

 

【課題３】男女共同参画への認知度を高める取り組みについて 

平成27年度に実施した市民意識調査では、11の目標指標に加え、情報誌「Hi,あ

きしま」の普及（男女全体28.1％）、男女共同参画に関する講演会やセミナーの開

催（男女全体8.7％）、男女共同参画ルーム「おあしす」（男女全体6.1％）など、

昭島市の事業の認知状況についても調査を行っています。 

全体的に男女共同参画に対しての市民意識、認知度が低いということが、今後の

取組を推進していく上での課題であると言えます。認知度が低いため、様々な取組

を行っていても、効果に繋がらないことも考えられ、今後、更なる周知・啓発に努

めていただきたいと思います。 

具体的には「Hi,あきしま」の紙面で、読んで面白い、興味の持てるような話題

を提供し、男女共同参画の普及につなげること、昭島市のホームページにコンテ

ンツの１つとして「男女共同参画」を取り上げていただくことなどが考えられま

す。こうした広報活動に今一度力を注いでいただき、男女共同参画に関する一層

の意識啓発と事業の推進に努めていただきたいと思います。全庁的な連携、取組

に期待します。 

   

【課題４】評価方法の見直しについて 

各年度の実施状況の確認、評価については、担当課の内部評価をまとめた「進

捗状況報告書」に基づき実施しています。 

これまでも、目標達成に向けて進捗状況報告書の見直しを重ねてきましたが、

市としても主要事業の達成段階が把握できるよう、また、市民にも分かりやすい

資料となるよう、今後も継続的な見直しをお願いします。 

担当課の取組状況において、その取組内容が「新規の取組」か、「継続した取

組」か、「これまでの取組内容を充実」させたものか、その区別が明確であるだけ

でも、評価の一助につながるものと考えられます。 

また、計画最終年度の目標達成に向けて、主要事業ごとに、年次目標を掲げて

取り組むなど、事業の進捗状況を確認しながら、取組を進めていただければと思

います。 

 

第３期委員会として意見を述べさせていただきましたが、計画期間最終年度を

視野に入れ、一人ひとりがいきいきと輝くまちをめざして、「プラン」が目的とす

る男女共同参画社会の実現につながることを願っています。 



平成２７年度進捗状況報告書

平成２８年６月

昭島市企画部企画政策課
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凡 例 

 

  １１１１．．．．「平成「平成「平成「平成 22227777 年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況    担当課評価担当課評価担当課評価担当課評価」」」」欄欄欄欄    

担当課評価 取 組 状 況 点数 

ａ 十分である。 ３点 

ｂ 概ね十分である。 ２点 

ｃ ある程度の成果（関連）はあったが未だ課題が残る。 １点 

ｄ 不十分である。 ０点 

 

２．２．２．２．「平成「平成「平成「平成 22227777 年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況年度担当課の取組状況    主要施策の評価」欄主要施策の評価」欄主要施策の評価」欄主要施策の評価」欄    

    主要施策ごとに数値化（a.b.c.d の合計点÷主要施策ごとの全体数×３点 ） 

し、進捗状況（達成度）を見る。 

※主要施策は全部で 24、施策における担当課事業数 256 

   

３．３．３．３．「「「「平成平成平成平成 22227777 年度の取組状況に関する委員会の評価年度の取組状況に関する委員会の評価年度の取組状況に関する委員会の評価年度の取組状況に関する委員会の評価」」」」評価欄評価欄評価欄評価欄    

「優」「良」「可」「不可」の４段階評価については、「昭島市男女共同参画 

推進委員会評価基準」（＜資料１＞、48 頁）を参照 
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男女共同参画プラン男女共同参画プラン男女共同参画プラン男女共同参画プラン    目標指標の推移目標指標の推移目標指標の推移目標指標の推移    

 

    

施策の方向施策の方向施策の方向施策の方向    目標指標目標指標目標指標目標指標    

プランプランプランプラン    

策定時策定時策定時策定時    

現状値現状値現状値現状値    

目標値目標値目標値目標値    

（平成（平成（平成（平成 27272727 年）年）年）年）    

目標値目標値目標値目標値    

（平成（平成（平成（平成 32323232 年）年）年）年）    

目

 

標

 

Ⅰ

 

１ 

人権が尊重される社

会づくり 

＊「男女共同参画社会

基本法」を知っている

人の割合 

9.3％ 16.6％ 20.0％ 30.0％ 

２ 男女平等意識の醸成 

＊男女の地位につい

て「対等になってい

る」と思う人の割合 

［女性］ 

39.9％ 

［女性］ 

33.8％ 

［女性］ 

45.0％ 

［女性］ 

50.0％ 

［男性］ 

50.0％ 

［男性］ 

45.8％ 

［男性］ 

55.0％ 

［男性］ 

60.0％ 

３ 

男女平等教育・学習の

推進 

講座等における男性

参加者率 

12.7％ 19.4％ 20.0％ 30.0％ 

目

 

標

 

Ⅱ

 

１ あらゆる暴力の防止 

＊「DV 防止法」を知

っている人の割合 

33.7％ 31.1％ 40.0％ 60.0％ 

２ 

配偶者等からの暴力

などによる被害者へ

の支援体制の確立 

＊DＶの被害を受け

た人のうち、「相談し

た」人の割合 

［女性］ 

33.0％ 

［女性］ 

32.8％ 

［女性］ 

50.0％ 

［女性］ 

70.0％ 

［男性］ 

2.9％ 

［男性］ 

27.6％ 

［男性］ 

10.0％ 

［男性］ 

30.0％ 

３ 

生涯を通じた男女の

健康支援 

健康教育事業参加者数 

［女性］ 

1,257 人 

［女性］ 

987 人 

［女性］ 

1,330 人 

［女性］ 

1,480 人 

［男性］ 

221 人 

［男性］ 

153 人 

［男性］ 

270 人 

［男性］ 

320 人 

目

 

標

 

Ⅲ

 

１ 

働く男女の就労環境

の整備 

＊「仕事と家庭生活を

ともに優先している

（両立）」人の割合 

［女性］ 

21.1％ 

［女性］ 

18.5％ 

［女性］ 

25.0％ 

［女性］ 

30.0％ 

［男性］ 

29.1％ 

［男性］ 

20.3％ 

［男性］ 

32.0％ 

［男性］ 

35.0％ 

２ 

仕事と家庭生活の両

立支援 

保育園の定員数 2,467 人 2,783 人 2,530 人 2,600 人 

学童クラブの定員数 940 人 1,359 人 1,050 人 1,070 人 

目

 

標

 

Ⅳ

 

１ 

政策・方針決定過程へ

の男女の参画 

審議会等における女

性委員の割合 

29.2％ 26.7％ 35.0％ 40.0％ 

２ 

地域社会への男女の

参画 

自治会長への女性の

参画率 

5.1％ 7.0％ 8.0％ 10.0％ 

３ 計画の推進 

＊「昭島市男女共同参

画プラン」を知ってい

る人の割合 

6.0％ 10.3％ 15.0％ 30.0％ 

  

※プラン策定時の数値は、平成 21 年度実績又は平成 22 年 4 月 1 日時点 

 ※現状値の数値は、平成 27 年度実績又は平成 28 年 4 月 1 日時点、なお目標指標の＊記号の数値は、 

  平成 27 年 8 月～9 月実施の市民意識調査による。 

 



 



目標Ⅰ　人権の尊重と男女平等意識を育む社会づくり目標Ⅰ　人権の尊重と男女平等意識を育む社会づくり目標Ⅰ　人権の尊重と男女平等意識を育む社会づくり目標Ⅰ　人権の尊重と男女平等意識を育む社会づくり

目標値（平成32年度）

30.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

1

家庭・地域等での広報

紙等による人権を尊重

する意識の普及

企画政策課

　都の人権啓発パンフレット等を

窓口で配付。広報紙（12/1号）に

人権週間（12月4日～10日みん

なで築こう 人権の世紀）等につ

いて掲載し、啓発に努めた。

b

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

市民会館・

公民館

（１）男女共同参画セミナー「自分

らしいライフ＆キャリアをデザイン

しよう」女性の人権について一部

加味し構成している。全4回。参

加者8名（女8）。決算額80千円

（2）子育てセミナー「楽しくつなが

る＋ココロが軽くなる子育て」女

性の人権について一部加味し構

成している。全8回　参加者13名

138千円

c

3

人権擁護委員等による

人権問題に関する相談

機会の提供

秘書広報課

「人権身の上相談」として、毎月

第４月曜日の午後１時30分から

午後4時30分まで相談を実施し

た。

27年度相談件数　24件

27年度予算額　237千円

【前年度実施状況】

26年度相談件数　15件

26年度予算額　237千円

a

取組に対するコメント

〇講座、セミナーを実施しており、

こういった取組には効果があるも

のと考えている。

〇テーマが前年度とあまり変わり

映えがしないようで、参加者も減

少しているため改善の必要がある

ように感じた。

〇今後の課題として産業活性課と

協力し、市内の企業に呼びかけ

「イクボス」というテーマで講演が

予定されているということで、男性

の参加は企業に呼びかけていくこ

とによって効果があると思われる

のでとても期待している。

　全戸配付の広報紙（52,000部）

や窓口等でのパンフレット配付な

どにより、一定程度の普及・啓発

は図られていると考える。

現状値

20.0%16.6%

プラン策定時

9.3％

セミナーは女性の人権を加味し構

成してあるが、全面的に人権啓発

なセミナーとまで至っていない。

目標値（平成27年度）目　標　指　標

男女共同参画プランの内容

課題と今後の予定

平成27年度 担当課の取組状況

　講演会、セミナーの実施により、

女性の人権に関する意識の普

及、啓発を図る。

両セミナーとも直接女性の人権を

テーマとした講座ではないが、人

権尊重を図ることも意識している。

家庭や地域での人権侵害に関す

る様々な問題について相談を受

け、解決に向けたアドバイスを行

う。

女性の人権についての

講座等の開催

人

権

の

尊

重

の

啓

発

家庭・地域などあらゆる

場で人権が尊重される

よう、啓発活動や相談機

会の提供を行います。

　引き続き、参加を増やす取組み

の研究が必要である。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図ってい

きたい。

現状では月1回の相談で概ね対

応できている。

今後、相隣問題の増加等により、

相談予約が取りにくくなるようであ

れば、相談日を増やすなどの対

応を検討する。

2

　定期的に講演会、セミナーを実

施している。セミナーは、直接女

性の人権に関するものと、女性の

生活支援に関するものをそれぞ

れ実施し、女性の人権に関する意

識の普及、啓発に努めているが、

結果として前年度より参加者数が

減っており、参加を呼びかける広

報の仕方等に工夫が必要であ

る。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

DV防止セミナー：＋4人

男女共同参画セミナー：－9人

施　策　の　方　向

主　要　施　策

取組の狙い

　広報紙、パンフレット等により人

権意識の普及、啓発を図る。

評価の理由・事業の効果

　（1）人権意識の育成　　　（1）人権意識の育成　　　（1）人権意識の育成　　　（1）人権意識の育成　　

　１　人権が尊重される社会づくり　１　人権が尊重される社会づくり　１　人権が尊重される社会づくり　１　人権が尊重される社会づくり

　誰もが性別にかかわりなく一人の人間として個人が尊重され、社会のさまざまな分野に参画することができるよう、男女共同参画の基本となる人権を尊重する意識を育みます。

主　要　施　策　の　狙　い

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

　引き続き普及・啓発に努める

が、その効果の検証については

今後の課題である。

相談件数も増加（前年度比+9件）

しており、悩みを抱えた相談者に

とって、市に相談できる環境があ

ることは有効である。

12/18

(66.7%)

「男女共同参画社会基本法」を知っている人の割合

〇市役所にこういった窓口があ

り、それが機能しているということ

は素晴らしい

〇相談件数がアップしているので

広報活動の成果だと思われ一定

の評価ができる。

〇件数は増加しているが、効果測

定、満足度などはどのような状況

かが不明である。

良

◆男性の参加が少なく、どのよう

に男性参加者を増やすかが課題

である。

◆参加人数だけではなく、何を学

んだか、どのような効果があった

かを検証し、今後の取組に生か

されるよう検討されたい。

◆ＤＶ被害者への対応など庁内

研修を実施することで改善につ

なげていただきたい。

◆すごく魅力のあるテーマかとい

うと今一つのように感じた。

◆意識育成のための講演会や

各種講座などの取組は図られて

いるが、その効果の検証と周知

方法などに課題がある。

主要事業の重要性は認識してい

るので、市民ニーズなどを参考に

検討したい。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

人

権

の

尊

重

の

啓

発

家庭・地域などあらゆる

場で人権が尊重される

よう、啓発活動や相談機

会の提供を行います。

4

市職員に対する人権研

修の実施

職員課

市町村職員研修所の人権啓発

研修へ職員を派遣しており、平

成27年度については、12名が受

講した。また、ＤＶ被害者への理

解を高めることを目的に庁内研

修を実施し、16名が受講した。

【前年度（H26）実施状況】

人権啓発研修受講者2名

庁内研修受講者29名

b

人

権

教

育

の

推

進

性別を問わず、一人ひと

りを大切にする人権教

育を実施します。

5 人権尊重の教育の実施 指導課

人権教育推進委員会を中心に、

年５回の人権教育研修会を実施

【H26実績】

人権教育研修会を３回実施

b

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

秘書広報課

一般の相談体制の中で対応。必

要に応じて、東京都の外国人相

談パンフレットや電話番号等を案

内する。

27年度相談件数　0件

【前年度実施状況】

26年度相談件数　0件

c

企画政策課

（1）東京都等の外国人相談パン

フレットの配付

（2）男女共同参画ルーム利用団

体で外国人支援を実施する団体

への情報の提供

(3)東京都在住外国人支援事業

助成　助成事業の募集案内を市

のホームページに掲載

b

職員課

職員課に外国語を話すことがで

きる職員を登録し、外国人の方

が窓口に来庁した際など、必要

に応じて対応した。

c

指導課

東京都の外国人相談窓口及び、

支援するＮＰＯを紹介、周知し

た。

b

7

在住外国人の児童・生

徒の日本語習得のため

の支援

指導課

日本語指導員（７名分）を必要な

学校で活用できるよう予算措置

をした。

b

8

市ホームページの多言

語化

情報推進課

平成２２年１２月よりホームペー

ジ自動翻訳サービスの利用を開

始し、英語・中国語・韓国語の３

カ国語に対応済

c

市内に住む外国人に対

して男女共同参画意識

の普及を図るとともに、

生活支援事業を推進し

ます。

　情報提供と相談体制の充実に

努め、市内に住む外国人の生活

支援を図る。

今後も増加することを考え、予算

確保を行う。

当面は現行の相談体制の中で対

応する。

相談件数が増加した場合は、他

市の動向等を参考に専門窓口の

設置等を検討する。

特定の相談窓口を設けていない

ため、各主管課で対応したものに

ついての詳細な内容、件数等は

不明である。

外国人に対する市民サービスの

向上を図る。

評価の理由・事業の効果

多様な言語に対応することが求め

られているが、登録した職員が話

せる外国語だけでは、対応が厳し

い状況もある。

〇庁内研修受講者が減少してお

り、対応について強化する必要が

あるものと考えられる。

　情報提供を充実させるために、

外国人支援団体とのネットワーク

化を検討していく。

　都が実施する在住外国人支援

事業についても、市のホームペー

ジに掲載するなどして広報の一端

を担うことで支援を進めていく。

　東京オリンピックを控え、外国人

観光客増が予想される中、おもて

なしの心と英会話能力の向上を

図るために「外国人おもてなしボ

ランティア講座」をＨ28年度に社会

教育課と連携し開催する。

主　要　施　策

人権教育推進委員会主催の公開

授業を全小・中学校の教員を参加

対象とし、効果的な取組を紹介し

た。

　相談については、外国人に特化

せず、一般と同様に対応してい

る。

　市の体制や予算面で対応が難

しい部分については、国や東京都

が実施する事業を広報することで

支援につなげている。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

市町村職員研修所の研修におい

ては、同和問題をはじめとする人

権問題について基礎的知識を習

得する。また、機会を捉えて人権

に関する研修を庁内で実施し、職

員の意識啓発を図る。

外国人相談窓口及び、支援するＮ

ＰＯを紹介するだけにとどまらず、

経過の確認も行う。

取組の狙い

平成27年度 担当課の取組状況

主管課において自動翻訳した内

容の確認が困難である。

〇昭島市も在住外国人が増えて

おり、今後必要とされる取組であ

る。

〇学習意欲があっても通訳がい

なくて学習に参加できないという

児童もいるので、市だけではなく、

ＮＰＯなど支援団体の力を借りて

でもすぐに対応できるようなシステ

ムがあれば、子どもたちが意欲的

に学習に参加できるし、保護者と

の連絡などにも使える。

必要が生じた際に予算措置をす

るとともに、人材も紹介した。

外国人を意識した情報の発信

関係するＮＰＯとの連携を図った。

6

男女共同参画プランの内容

　多様な価値観を認め合う多文化共生時代に対応し、市内に住む外国人が暮らしやすくなるよう、情報提供や相談体制の充実を図るとともに、在住外国人の男女共同参画に対する意識の普及に努めま

す。

在

住

外

国

人

に

対

す

る

情

報

提

供

と

生

活

支

援

男女共同参画プランの内容

取組の狙い

市内に住む外国人への情報提供

と生活支援を図る。

市町村職員研修所の人権啓発研

修へ職員を派遣するとともに、庁

内においても研修を実施すること

により人権に関する意識啓発が

図れた。

【前年度（H26）比較】

人権啓発研修受講者：+10名

庁内研修受講者：-13名

在住外国人に対する生

活上の情報提供と相談

体制の充実

全校の人権教育担当の教員を対

象に研修を行い、周知を図る。

　（2）多文化共生社会の場での男女共同参画の推進　　（2）多文化共生社会の場での男女共同参画の推進　　（2）多文化共生社会の場での男女共同参画の推進　　（2）多文化共生社会の場での男女共同参画の推進　

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価平成27年度 担当課の取組状況

取組に対するコメント

引き続き市町村職員研修所へ職

員を派遣するとともに、庁内研修

においても人権に関する意識啓

発に努める。

また、研修受講者が、研修内容を

職場へフィードバックすることによ

り、職場全体の人権に関する意識

啓発にも努める。

主　要　施　策　の　狙　い

パンフレット及び今までの実績を

周知する。

課題と今後の予定

〇東京都の外国人相談パンフレッ

トや電話番号等の案内をするな

ど、市独自で事業を行っていると

いうよりも、東京都やＮＰＯの施策

に頼っているという感じを受けた。

取組に対するコメント

勤務状況等により登録した職員が

対応に当たれない場合、スムーズ

な対応ができないことがある。

13/27

(48.1%)

不可

予算確保を行えたが、予想以上

の増加があった。

評価の理由・事業の効果

平成２８年度も継続していく。

課題と今後の予定

◆この項目については、ここ２年

間で全く変わり映えがなく、自己

評価も低いままである。受け身で

はなく積極的に関係団体とコンタ

クトを取っていただきたい。

◆それぞれ担当課の評価の理

由欄に「不明である」「困難であ

る」という記述が多い。実際に取

組内容を見ても何もしていない

印象を受けた。

◆昭島市では市内在住の外国

人の把握をしているのかという疑

問を感じた。昭島在住の外国人

の支援は昭島で育つ子どもの将

来にも影響があると思うので、支

援に力を入れていただきたい。

◆在住外国人への生活支援に

関して、周囲からの孤立がＤＶを

生むということもあるので、この

テーマに積極的に取り組んでい

ただきたい。

◆男女共同参画の推進は、文

化・習慣などの違いから難しい取

組ではあるが、取組内容の点検

と併せ、施策の推進を図られた

い。

利用件数について大きな伸びは

みられない。事業効果を計ること

は困難である。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

秘書広報課

「広報あきしま」及び市ホーム

ページに、男女共同参画に関す

る記事を12回掲載。

※市ホームページには、広報を

PDFにしたものを、配布と同時に

アップしている。

【前年度実施状況】

10回掲載

c

企画政策課

　東京都在住外国人支援事業助

成　助成事業の募集案内を市の

ホームページに掲載し、事業拡

大に努めた。

c

情報推進課

市ホームページに、男女共同参

画に関する記事を掲載。

b

目標値（平成32年度）

［女性］　50.0%

［男性］　60.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

男

女

平

等

・

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

講

座

・

学

習

会

等

の

開

催

各種講座・学習会等を

開催し、男女平等・男女

共同参画に関する意識

啓発を図ります。

10

男女平等・男女共同参

画に関する講座・学習会

の実施

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

46/66

(69.7%)

良

◆全体的にはまだまだ改善点が

あると考えられる。

◆今後、講座などを開催するに

あたり、男女共同参画に関心を

持たない方々も参加しやすい工

夫が必要。

在

住

外

国

人

に

対

す

る

情

報

提

供

と

生

活

支

援

どの程度普及しているかを計るこ

とは困難であるが、継続して広報

で取り上げていくことは重要であ

る。

外国人を意識した情報の発信

市内に住む外国人に対

して男女共同参画意識

の普及を図るとともに、

生活支援事業を推進し

ます。

情報推進課としての対応はなし。

　市内に居住する外国人に対し、

男女共同参画意識の普及を図

る。

9

「広報あきしま」への掲載について

は、主管課からの原稿をもとに記

事を作成しているため、主体的に

取り組むことが難しい。

在住外国人に対する多

様な媒体を通じた男女

共同参画意識の普及

ホームページの多国語対応はす

でに実施済。事業効果を計ること

は困難である。

　これまで外国人に特化した普及

事業は、実施できていないが、国

や都が実施する事業を広報する

ことで、支援団体との連携への糸

口を探る一歩となった。

　取組を進めるためには、外国人

支援団体とのネットワーク化検討

していく。

　国や都が実施する事業の広報

を行うことで、広域での事業の推

進に努める。

［男性］　50.0％

平成27年度 担当課の取組状況

　東京都が実施する在住外国人

支援事業に対しての補助事業を

広報することにより、外国人支援

団体と連携するためのきっかけを

つくり、市内に居住する外国人に

対し、男女共同参画意識の普及

を図っていく。

　男女平等意識に基づく男女共同参画について市民等の理解を深めるため、さまざまな機会や広報媒体を通じて、啓発活動や情報の提供を行います。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定

目　標　指　標

男女共同参画プランの内容

　（1）男女共同参画に関する啓発　（1）男女共同参画に関する啓発　（1）男女共同参画に関する啓発　（1）男女共同参画に関する啓発

　講演会、セミナーの実施により、

男女平等・男女共同参画に関する

意識の普及、啓発を図る。

　２　男女平等意識の醸成　２　男女平等意識の醸成　２　男女平等意識の醸成　２　男女平等意識の醸成

主　要　施　策

［男性］　55.0%

〇今後の予定欄に「イクボス」の

取組がありとても期待している。

取組に対するコメント

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

主　要　施　策　の　狙　い

　定期的に講演会、セミナーを実

施している。セミナーは、ＤＶ防止

に関するものと、女性の生活支援

に関するものをそれぞれ実施し、

男女平等・男女共同参画に関する

意識の普及、啓発に努めたが、結

果として前年度より参加者が減っ

ており、参加を呼びかける広報の

仕方等に課題が残った。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

DV防止セミナー：＋4人

男女共同参画セミナー：－9人

［男性］　45.8%

［女性］　39.9％

施　策　の　方　向

男女の地位について「対等になっている」と思う人の割合

現状値プラン策定時

　引き続き、参加を増やす取組み

の研究が必要である。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図ってい

きたい。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

目標値（平成27年度）

［女性］　45.0%［女性］　33.8%

15



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

10

男女平等・男女共同参

画に関する講座・学習会

の実施

市民会館・

公民館

（１）子育てセミナー「楽しくつなが

る＋ココロが軽くなる子育て」女

性の人権について一部加味し構

成している。全8回　参加者17人

（男5、女12人）　256千円

【H26実績】

子育てセミナー6回開催

参加者17人（男5人、女12人）

決算額236千円

(2)男女共同参画セミナー「自分

らしいライフ＆キャリアをデザイン

しよう」全4回　参加者8人（女）

　80千円

【H26実績】

男女共同参画セミナー

全4回開催　参加者8人（男）

全3回　決算額96千円

b

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

c

健康課

男性を対象にした健康教室を土

曜日に開催した。

（１）男性のための運動教室を2

回実施した

①5月9・16・23日　②1月23・30

日、2月6日

参加：62人、決算額：100,800円

（2）男性のためのウォーキング

教室　10月31日

参加：13人、決算額14,500円

【H26実績】

男性のための運動教室：6回*70

人

b

市民会館・

公民館

（1）地域公民館事業　地域課題

講座「日本の科学技術最前線」

全4回

参加者50人（男35人・女15人）

決算額89千円

【H26実績】

地域公民館事業　「地域災害か

ら身を守る」4回　参加者27人（男

18人、女9人）決算額81千円

（2）自主市民講座「暮らしに役立

つ環境講座～再生エネルギー・

下水道の再利用・自然災害・食

の安全について～」参加者33人

（男22人・女11人）　69千円

a

各種講座・学習会等を

開催し、男女平等・男女

共同参画に関する意識

啓発を図ります。

男

女

平

等

・

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

講

座

・

学

習

会

等

の

開

催

男性の参加しやすい講座、学習

会の重要性は、認識しているの

で、市民ニーズを勘案し企画検討

したい。

男性が参加しやすいテーマによる

講演会、講座の実施により男女共

同参画の意義啓発を図る。

　

　講演会、セミナーともに、全体的

に参加者が少なかったが、男女共

同参画セミナーを除き、少数では

あるが、男性の参加があり、男女

共同参画意識の普及、啓発に努

めた。今年度の男性参加者数：10

人はＨ26年度（男性参加者数：18

人）実績に比べて８人減っている。

　男性が参加しやすい講座等を実

施し、男女共同参画意識の普及、

啓発を図る。

健康教室における男性参加者を

増やす。

11

男性の参加者が7割を占め効果

があった。

【前年度（H26）比較】

地域公民館事業：+23人（男：17

人、女：６人）

男性を対象とした講座は継続して

いく。

（1）夫婦参加の回を2回設け、男

性、女性講師を招き、別室で講義

を行ったことにより、同性同士じっ

くりと話すことができ、効果はあっ

た。

（2）参加者のほとんどが仕事や家

庭で忙しくしている方々であった

が、自分の過去を振り返ったり今

後を考える事が具体的にできた。

【前年度（H26）比較】

子育てセミナー：±0

男女共同参画セミナー：±0

　今後、参加者を増加させるため

の工夫と男性が参加しやすい日

程や内容での講演会・セミナーの

開催が課題であり、引き続き検討

したい。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図るとと

もに、市内の企業にも「イクボス」

を普及させていきたい。

〇いかに男女共同参画に結びつ

けるかが課題である。

〇市民会館・公民館の事業は夫

婦で楽しく参加できるので、工夫さ

えすればうまくいくと思った。

〇男女共同参画に関する意識啓

発の項目だが、これらがそれに合

致した取組なのか、施策のねらい

と取組内容がずれていると感じ

た。

〇男性対象の講座も増えてきて

いるので改善の効果がみられる。

〇ウォーキング教室も男性のため

のとせずに、夫婦、カップル、パー

トナーと行うウォーキング教室とす

れば男女共同参画の趣旨に合っ

たものになるのではないか。

公民館主催の子育て講座に参加

したことがない人が気軽に参加で

きるよう企画したが、地域で子育

てに活躍している方の参加多かっ

た。また、平日開催であったため

参加者が少なく、今後は、保護者

のニーズに合った日程等の検討

をしたい。

（2）内閣府のキャッチフレーズに

近い内容のものを企画したが、参

加者が少ないことを考えると、

テーマ、内容を親しみやすい企画

にしていきたい。

男性の参加しやすい講

座・学習会の実施

講座に参加した男性は、女性ばか

りの講座だと参加しにくいと思って

いるひとが少なからずおり、このよ

うな企画に賛同していた。

対象を男性に限定した健康教室

に参加した数　75人（前年度比+5

人）

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

評価の理由・事業の効果

〇男性講師を招いていたり、男

性、女性講師を招き別室で講義を

行ったというのは良い取組だと

思った。ただ平日開催であったた

め参加者が少なかったとあり、日

中であっても夜間であっても託児

サービスの必要性を感じた。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い

(1)参加者同士の話を通し子育て

の悩みなどを共有しつつ、地域と

のつながり（持つ事により親自身

の気持ちが楽になる）の重要性を

狙いとし、全8回の講座で、2回男

性講師も交えて父親向けの講座

を行い、母親、父親のコミュニケー

ションが円滑に交わされ楽しく子

育てできることを狙いとした。

（2）女性の生き方や働き方をみつ

め、将来に向けた生き方や働き方

をデザインすることを目的とする。

課題と今後の予定 取組に対するコメント

〇主要事業で男性向けと掲げて

いるならばそれなりに男性の参加

を促すような対策が必要だと思

う。取組内容があるだけで男性が

参加できるような工夫、対策がな

い。

〇自治会で非常食の試食やある

もので担架を作って人を運ぶとい

うイベントでは男性がイキイキと参

加している。防災というテーマを取

り入れるなど、そういったことで男

性も参加しやすくなり、男性側も楽

しく参加しているという気になる。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　年次計画の中で27年度は男性

向けのテーマで講座の実施に至

らなかったが、男性も参加できる

講座は実施した。

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－　参

加者21人（女性19人、男性2人）

決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

市民会館・

公民館

Ｈ26年度に男性向けの料理講座

を実施したが、Ｈ27年度は実施

に至らなかった。今後、実施でき

るよう取り組んでいきたい。

d

13

成人式等を利用した男

女平等・男女共同参画

意識の啓発

社会教育課

実行委員７名中1名が女性委員

【H26実績】

8名中5名が女性委員

a

14

男女平等・男女共同参

画の意識を高める講演

会等の実施

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

a

成人式を利用した意識啓発

課題と今後の予定

女性委員が副委員長を務め、男

女委員が共同で企画運営に携

わった。

　今後、参加者を増加させるため

の工夫と男性が参加しやすい日

程や内容での講演会・セミナーの

開催が課題であり、引き続き検討

したい。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図るとと

もに、市内の企業にも「イクボス」

を普及させていきたい。

　男性向けのテーマで講座の実

施には至らなかったが、男性も参

加できる講座を実施し、少数では

あるが、男性の参加があり,男女

共同参画意識の普及、啓発に努

めた。今年度の男性参加者数：10

人はＨ26年度（男性参加者数：18

人）実績に比べて－８人。

講座等が実施できなかったため。

評価の理由・事業の効果

前年と同様に実施

〇参加者が減っているのにａとい

う評価は疑問に感じた。

　引き続き、参加を増やす取組み

の研究が必要である。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図ってい

きたい。

平成27年度 担当課の取組状況

12

市民ニーズを勘案し男性向けの

講座を企画検討したい。

男

女

平

等

・

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

講

座

・

学

習

会

等

の

開

催

男女共同参画の意義や啓発を図

る。

　講演会、セミナーの実施により、

男女平等・男女共同参画の意識

を高める。

取組の狙い

男性向けの講座・学習

会の実施

男女共同参画プランの内容

各種講座・学習会等を

開催し、男女平等・男女

共同参画に関する意識

啓発を図ります。

　男性向けの講座等を実施し、男

女共同参画意識の普及、啓発を

図る。

〇前年度実績より減っており、男

性参加者が‐8人で評価がｂでは

甘すぎる。

〇「〇〇が喜ぶお料理教室」な

ど、対象を考えて募ると参加があ

るのではないかと思うので期待し

ている。

　定期的に講演会、セミナーを実

施している。セミナーは、ＤＶ防止

に関するものと、女性の生活支援

に関するものをそれぞれ実施し、

男女平等・男女共同参画に関する

意識の普及、啓発に努めたが、結

果として前年度より参加者が減っ

ており、参加を呼びかける広報の

仕方等に課題が残った。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

DV防止セミナー：＋4人

男女共同参画セミナー：－9人

取組に対するコメント

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

〇女性委員の数が大幅に減って

いるというイメージを受けるのでそ

れでも担当課評価がａというのは

甘い気がした。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

15

男女共同参画ルーム

「おあしす」の情報コー

ナーの充実

企画政策課

　関連機関からの情報資料の提

供と、常設する図書コーナーに男

女共同参画関連図書の購入。

16冊　　決算額30千円

【前年度（H26）実績】

19冊購入　決算額31千円

b

16

男女共同参画情報誌「Ｈ

ｉ，あきしま」の発行

企画政策課

年2回(10月、3月）　各7,000部発

行

決算額

　編集委員謝礼　6人　60千円

　作成委託　273千円

a

17

広報紙等による男女共

同参画に関する取り組

みの情報提供

企画政策課

　情報誌「Ｈi，あきしま」7,000部

の発行、広報紙全戸配布52,000

部で男女共同参画について啓発

に努めた。

b

企画政策課

　ホームページで男女共同参画

の啓発、事業等の紹介及び報告

等を掲載。

・講演会1回

・セミナー2回

・情報誌Ｈｉ、あきしま

・男女共同参画ルーム

・女性悩みごと相談

・男女共同参画推進委員会6回

など

a

職員課

第四次昭島市職員次世代育成

支援プランや毎年の取組状況な

どを掲載した。

c

健康課

実習風景などの写真を掲載し、

参加事業の紹介を行った。

b

指導課

子どもの主張意見文及び英語ス

ピーチコンテストの文を広報誌で

12月に周知した。

b

市民会館・

公民館

男女共同参画セミナー「自分らし

いライフ＆キャリアをデザインし

よう」女性の人権について一部加

味し構成している。全4回。参加

者8名（女8）。決算額80千円ホー

ムページにより男女共同参画の

講座等事業の紹介を随時行っ

た。

a

19

図書館における男女共

同参画に関する図書

コーナーの常設

市民図書館

男女共同参画に関する図書の

コーナーの設置を目指したが、ス

ペースの関係でコーナーの設置

ができなかった。

d

20

市役所内における男女

共同参画に関する資料

コーナーの設置

企画政策課

　1階総合案内、2階情報資料

コーナー、3階企画政策課窓口、

7階食堂前のラックに関係する啓

発パンフレット等を配架した。ま

た、2階の行政資料コーナーは閲

覧用に男女共同参画プランを設

置している。

a

男

女

共

同

参

画

に

関

す

る

情

報

の

収

集

・

提

供

男女共同参画に関する

情報や資料等を収集し、

市民への提供に努めま

す。

ホームページによる男

女共同参画の啓発、各

種事業の紹介

昭島市職員の男女共同参画の取

組に関する情報提供を行う。

現状では、専用スペースの確保

が困難。(仮称）教育福祉総合セン

ターでは男女共同参画センターと

同じ施設内に入るので連携により

新たなサービスを検討していく。

今後も各健康教室のイメージなど

掲載し、市民に分かりやすい掲載

を取り入れていきたい。

〇実際に育児に携わっている

方々が多く立ち寄る場所や、若い

世代の方が行く場所に置くのもア

イデアだと思う。

〇一般の方にとっては「堅い」とい

うイメージがある。

〇視覚障害の方、活字では情報

を取り込めない方々のために録

音図書があるということは素晴ら

しいことだと思う。

　今後設置される男女共同参画セ

ンターを視野に入れた「おあしす」

の充実を検討していく。

　昨年度実施した市民意識調査

の結果、認知度が低いことが判明

したので、認知度を上げるような

取り組みを検討しながら、引き続

き2年に1度実施している市民意

識調査などで効果の検証を図る。

　身近で、分かりやすく、読んでみ

たくなる情報誌の作成、配布、設

置方法を検討し、紙面の作成にあ

たった。

平成27年度 担当課の取組状況

　引き続き、男女共同参画の啓

発、各種事業等の紹介及び報告

等を、市民に情報提供していきた

い。

　定例的な事業や情報の掲載に

加え、平成23年度末から、男女共

同参画推進委員会の審議状況を

ホームページで掲載し、市民に情

報提供を行っている。

　男女共同参画の啓発、各種事

業等の紹介をホームページに掲

載し、市民への情報提供を図る。

男女共同参画プランの内容

よりいっそう分かりやすく紹介でき

るよう検討していく。

〇これからの世代の子どもたちへ

の教育は大事だと思う。

男女共同参画の講座等の事業を

随時紹介できた。

男女共同参画の視点が児童・生

徒の意見文のテーマの一つで

あったため、地域社会などのテー

マなど多岐にわたった。

　男女共同参画に関する情報や

資料の「おあしす」の利用者への

提供の充実を図る。

　紙ベースと共に、音訳テープ版

の発行を行っている。平成24年度

からデイジー版(ＣＤ)の発行を行

い、引き続き利便を図った。

　また、平成27年度は女性委員4

名、男性委員2名が編集にあたっ

た。

　引き続き、男女共同参画プラン

の施策の推進が図れるよう、公募

の市民委員とともに、市民に情報

提供を行っていく。

　平成27年度登録団体は、17団

体。図書コーナーを充実すること

や関連機関からの情報資料の提

供で利便を図った。

取組に対するコメント取組の狙い

第四次昭島市職員次世代育成支

援プランなどを掲載し、情報提供

に努めた。

男女共同参画の視点を取り入れ

た啓発ができた。

市民が講座等の情報を得られる

よう掲載し紹介する

専用コーナー設置しアピールする

ことにより男女共同参画に関する

啓発を推進する。

コーナーのスペース確保ができな

かったため。

　市民への情報提供を図るため、

継続して配架場所を確保するとと

もに、2階情報資料コーナーに新

たな配架場所を確保し、その充実

に努めた。

男女共同参画の視点をテーマとし

た作品を取り上げた。

評価の理由・事業の効果

昭島市職員の男女共同参画の取

組を情報提供することの効果を計

ることは困難である。

視点の変更は行わず、意見文の

指導の中で、男女共同参画の視

点もテーマの一つであることを周

知する。

多くの市民が参加しやすいように

作成した。

　男女共同参画に関する取組み

を市民に周知する。

　市民への男女共同参画に関す

る情報や資料の提供の充実を図

る。

　男女共同参画に関する情報誌

を市民公募の編集委員により発

行し、市民への情報提供を図る。

　引き続き、配架場所の確保に努

めたい。

18

課題と今後の予定

〇専門コーナー、資料コーナーを

設置しているだけでは市民の関心

はなかなかそちらに向かないと思

うので、そういったコーナーがある

こと自体を知らない方たちにどう

知らせていくかを考える必要があ

る。資料が置いてあるというだけ

ではなく惹きつける工夫も必要と

感じた。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

〇配架するだけで評価がａになる

のはいかがなものかと思う。

18



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

21 市民意識調査の実施 企画政策課

　市民意識調査については、2年

毎に秘書広報課で実施してい

る。平成27年度に実施。

b

22

関係法令や制度改正等

に関する情報提供

企画政策課

　広報紙・情報誌等に掲載すると

ともに、関係機関からのパンフ

レット等により情報を提供する。

b

23

多様な媒体を通じた広

報・啓発活動の推進

企画政策課

　ホームページの活用、広報紙

や情報誌の配布、リーフレット等

の窓口配布、啓発用横断幕の掲

示などにより、広報、啓発に努め

ている。

a

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　情報誌の発行・セミナーの開催

等の中で機会の提供に努めてい

る。

c

市民会館・

公民館

同施策の取り組みは今年度は実

施に至らなかった。

d

企画政策課

　メディア・リテラシーに関するセ

ミナーの開催には至らなかった。

平成24年度に、情報誌「Ｈi,あきし

ま」にメディア・リテラシーの情報

を掲載したが、平成27年度は紙

面に掲載できなかった。

d

市民会館・

公民館

同施策の取り組みは今年度は実

施に至らなかった。

d

制

度

、

慣

行

の

見

直

し

に

向

け

た

啓

発

・

情

報

提

供

　（2）メディアにおける男女平等意識の形成　（2）メディアにおける男女平等意識の形成　（2）メディアにおける男女平等意識の形成　（2）メディアにおける男女平等意識の形成

〇職員がメディア・リテラシーの扱

いに困っている様子がうかがえ、

市民も自分たちの意識の向上が

実生活にどのように影響していく

のかということが分かっていない

ので難しいと感じた。

  メディアが流す情報に含まれるジェンダーに対して市民が敏感に反応できるよう、メディア・リテラシーに関する啓発を行うとともに、男女平等の視点から広報出版物の表現の見直しを行います。

24

主要事業につては専門性が高い

ので、市民ニーズなどを参考に検

討していきたい。

〇ＤＶＤを作成して図書館におい

てみたり、動画を作成してネット上

で流すなど、もっと方法があると思

う。

男女共同参画プランの内容

取組に対するコメント

主要事業につては専門性が高い

ので、市民ニーズなどを参考に検

討していきたい。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

男女平等に関する調査

分析や法律・制度の改

正等についての周知等

を行います。

　関係法令や制度の改正につい

ての情報提供については、継続し

て取組んでいる。

　できる限り多様な媒体の活用に

努めている。

　男女平等意識等に関する調査・

分析を実施し、その結果を男女共

同参画事業に反映させていく。

施策及び市民ニーズを勘案し、事

業を企画しているが、当該主要事

業に関わる取り組みはできなかっ

た。

メディア・リテラシーに関

する講座・学習会の実

施

　男女平等に関する法律・制度の

改正等について周知を図る。

　引き続き、啓発活動に努める。

評価の理由・事業の効果

市民がメディアに対して

男女平等の視点から主

体的な判断ができるよ

う、メディア・リテラシー

に関する学習機会を提

供します。

25

主　要　施　策

男女平等の視点に立っ

て言葉を見直す学習機

会の提供

男女共同参画プランの内容

男

女

平

等

の

視

点

に

立

っ

た

メ

デ

ィ

ア

・

リ

テ

ラ

シ

ー

に

関

す

る

学

習

機

会

の

提

供

主　要　施　策　の　狙　い

　言葉の見直しについては、基本

的な方向性を慎重に検討し、総合

的な見地から対応する必要があ

る。

メディア・リテラシーに関する講座・

学習会の実施を図る。

　情報誌を発行する中で機会の提

供に努めた。

　また、どの程度市民に提供でき

たかを計ることは、困難である。

　男女平等の視点から言葉を見

直す学習機会を市民に提供する。

課題と今後の予定取組の狙い

可

　分析結果を事業の見直し等に反

映させることが課題であり、27年

度実施結果をプランの施策の見

直し等に活用していく。

　引き続き、啓発活動に努める。

　２７年に成立した女性活躍推進

法についても効果的な情報提供

方法について検討を進める。

〇男女平等等に関する調査をし

ており、現状の把握を行ったこと

は評価できる。

　2年ごとに状況の把握はできて

いる。

平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　多様な媒体を活用した啓発活動

により、その充実を図る。

平成27年度 担当課の取組状況

16/33

(48.5%)

　メディア・リテラシーに関する学

習機会を提供し、市民の情報を評

価・識別する 能力の向上を計る。

施策及び市民ニーズを勘案し、事

業を企画しているが、当該主要事

業に関わる取り組みはできなかっ

た。

　メディア・リテラシーに関するセミ

ナーの開催には至らなかった。平

成24年度に、情報誌「Ｈi,あきしま」

に情報を掲載し啓発を図ったが、

平成27年度は掲載できなかった。

　まずは情報誌での啓発を含めた

メディア・リテラシーの周知を図

り、学習会等につながるよう、検

討を進める。

男女平等の視点に立って言葉を

見直す学習機会の提供を図る。

◆男女平等の視点に立っていな

い言葉がどのように使われてい

るかなど、学習会などを検討し、

意識啓発を図られたい。

◆テーマが難しいということはあ

るかもしれないが、ここ２年間で

全然変わっていないので、具体

的な目標設定をお願いしたい。

19



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

秘書広報課

男女平等の視点に立った「広報

あきしま」などの編集について、

常に意識して取り組んでいる。

a

企画政策課

　情報誌の編集などの例を挙げ

るまでもなく、常に意識して取り

組んでいる。

a

職員課

庁内研修等で、男女平等の視点

に立った表現には努めたが、資

料等の発行には至らなかった。

d

健康課

①行政資料の配布

　・母子健康手帳交付時にマタニ

ティクラスや両親学級の案内を

配布

　・父親ハンドブックを配布

②各健康教室での参加の呼び

かけ

b

指導課

平成22年度に人権教育推進委

員会で重点として取り組んだ人

権課題「女性」について平成２７

年度も研修課題の一つとして取

り組んだ。

b

社会教育課

独自資料の発行は未実施であ

るが、提供される資料配布など

を行っている。

b

市民会館・

公民館

公民館だよりやチラシ・ポスター

等男女平等の視点を配慮し発行

を行った。

a

目標値（平成32年度）

30.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

27

男女平等意識に基づい

た教育・保育の推進

子ども子育て

推進課

　保育所保育指針「性別による固

定的な役割分業意識を植え付け

ない配慮をする」の事項に基づ

き、互いを尊重する心の育成を

心掛けた保育を実施する。

b

28

教職員・保育士等に対

する男女平等に関する

研修の実施

子ども子育て

推進課

　各保育園、幼稚園へ男女平等

にかかる情報の提供を行ってい

る。

b

29

教職員・保育士等に対

する男女平等に関する

実態調査の実施

子ども子育て

推進課

　指導する側で、男女で対応の

差がないような保育を実施してい

るが、調査の実施には至ってい

ない。

d

市

の

発

行

物

な

ど

に

お

け

る

男

女

平

等

の

視

点

の

確

立

主　要　施　策

男女共同参画プランの内容

〇父親ハンドブックを配布してい

るという内容はよい取組だとは思

うが、もう一歩踏み込んでいただ

き、埼玉県では祖父母手帳が配

布されており、世代間ギャップを

解消する意味で重要である。

19.4%

　引き続き、男女平等の視点を意

識した表現に取り組む。

課題と今後の予定

　引き続き、男女平等意識の啓発

を働き掛ける。職員の男女平等意

識の状況について把握に努めた

い。

主　要　施　策　の　狙　い

　日頃から、保育園や幼稚園の職

員へ男女平等に留意した保育の

実施を働きかけており、役割分業

となる保育は行われていない。

　引き続き、男女平等意識の啓発

を働き掛けていく。

　幼少期において役割分業意識

の刷り込みが行われないよう、男

女平等にかかる意識づけに留意

した保育の実施。

　職員への男女平等意識の啓発

　実態調査による状況の把握

　（1）幼稚園・保育園の場における男女平等教育・学習の推進　（1）幼稚園・保育園の場における男女平等教育・学習の推進　（1）幼稚園・保育園の場における男女平等教育・学習の推進　（1）幼稚園・保育園の場における男女平等教育・学習の推進

幼

稚

園

・

保

育

園

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

園児に対し、男女平等

意識に基づく教育・保育

を推進します。

市が発行する出版物等

においても男女平等の

視点に立った表現に努

めます。

◆幼い子どもへの男女平等意識

に基づく教育・保育は難しいもの

があると思われるが、男女の違

いを認めながら、男女平等意識

を醸成するよう、引き続き、主導

されたい。また、職員については

その方向で、研修等で意識向上

に努めていただきたい。

◆保育園の運動会に参加する

と、若い男性の保育士が活躍し

ているのを見る機会が多くなり、

徐々にではあるが男性保育士も

増えていることが感じられる。

20.0%

現状値プラン策定時

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組に対するコメント

12.7%

〇男女の体の違いは明らかな事

実であり、それぞれに良い面があ

り、その辺りをどのように教えてい

くか、お互い一緒にいるということ

に意味があり、その辺りを保育園

や学校でしっかりと教えられるよう

な現状にあればよいと考えてい

る。

目標値（平成27年度）

取組に対するコメント

男女平等の視点に立った表現に

ついて今後も継続していく

市民から、男女平等意識について

の市の姿勢に疑問をもたれること

などがないように努めるとともに、

その意識の普及を図る。

男女平等の視点に立った意識の

啓発

平成27年度 担当課の取組状況

目　標　指　標

　幼稚園や保育園において、早い時期から男女平等意識や人権を尊重する意識を育むため、教育・保育を推進するとともに、教職員等に対する研修を充実します。

　引き続き、男女平等の視点を意

識した出版物等の発行に取り組

んでいきたい。

教員向けの人権教育の通信「子

どもの心」で啓発を図る。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果

　市が発行する出版物等について

は、男女平等の視点に立って、そ

の編集を行い、市民から市の姿

勢に疑問をもたれることなど、ない

ように努める。

平成2７年度も研修の課題の一つ

として取り組んだ。

男女平等の視点を個別的な課題

として授業で取り上げる。

引き続き男女平等の視点を意識

し、広報及び資料の発行を行う。

資料等の発行には至らなかったた

め。

男女平等の視点に立ち広報を図

る。

市立会館は、多くの市民が利用

することから、他部署からの資料

配布の依頼がある。

男女平等の視点で各種発行物の

作成に努め効果があったため。

　３　男女平等教育・学習の推進　３　男女平等教育・学習の推進　３　男女平等教育・学習の推進　３　男女平等教育・学習の推進 講座等における男性参加者率

〇その研修が生徒・児童の指導

にどう活かされているかという部

分が不明である。

　冊子の配布による、男女平等に

ついての周知、啓発に努めた。

〇具体的な研修、実態調査が実

施されていない

良

男女平等の視点による

広報や行政資料の発行

施　策　の　方　向

26

4/9

(44.4%)

男女平等の視点に立った表現に

努める。

　当課独自の実態調査は実施で

きなかったため。

　行政として当然の取組であると

認識しており、行っている。

市立会館において他部署の資料

提供を実施できたため。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果

　市民意識調査結果や、各園の

男女平等にかかる状況について

職員から情報提供をいただき、状

況把握に努めていく。

調査実施については、今後の検

討課題。

①妊娠届時を利用して、男性の参

加意欲を促すことができた。

②男性が参加しやすい健康教室

の開催ができた

今後、資料等を発行する際には、

男女平等の視点に立った表現に

努める。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

◆広報等の出版物の発行にあた

り、男女平等の視点に立った言

葉・表現の使用が前提となるた

め、不平等な言葉・表現が使用さ

れることのないように、更なる徹

底に努めていただきたい。

言葉づかいだけでなく、人物イラ

ストなどに至るまで、常に意識して

取り組んでいる。

課題と今後の予定

引き続き、市立会館において資料

提供を行い啓発に努める。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

30

男女平等意識に基づい

た教育の推進

指導課

人権課題「女性」について取り組

んだ。

b

31

男女平等の視点に立っ

た生活・進路指導の推

進

指導課

適切な生活・進路指導を各種主

任会で2回扱った。

a

32

教職員等に対する男女

平等に関する研修の実

施

指導課

人権課題「女性」について取り組

んだ。

b

33

児童生徒の男女平等に

関する意識調査の実施

指導課

11月に児童・生徒向けにアン

ケートを実施し、設問に｢家族や

社会の一員として、お互いをいた

わりあうように心がけています

か」を記載した。

b

34

学校と家庭・地域が連携

した男女平等学習の推

進

子ども育成課

子どもと親の家庭教育講座とし

て3回講座を開催したが男女平

等に関しての講座はしていませ

ん。

b

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

家

庭

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

家庭における男女平等

を推進するための学習

機会を提供します。

35

家庭において、男女平

等の意識を育てるため

の講座・学習会の実施

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

19/27

(70.4%)

良

◆講座の内容も多様化し、開催

日程も対象者に配慮がみられ

る。更なる充実に向けて取組を

継続されたい。

男女平等の視点を個別的な課題

として授業で取り上げる。

学

校

教

育

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

アンケートを実施し、経年変化を

確認する。

取組の狙い

周知・徹底ができたため。

　定期的に講演会、セミナーを実

施している。セミナーは、直接女

性の人権に関するものと、女性の

生活支援に関するものをそれぞ

れ実施し、家庭における男女平等

の意識を育む機会を提供したが、

前年度より参加者数が減ってお

り、広報の仕方に課題が残った。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

DV防止セミナー：＋4人

男女共同参画セミナー：－9人

平成22年度の資料を各種会議で

周知した。

評価の理由・事業の効果

男女平等を全面に出した調査で

はないため。

　さまざまな機会を通して家庭や地域における男女平等教育の重要性を啓発するとともに、社会のあらゆる分野に男女がともに参画することができるよう、多様な学習機会を提供します。

課題と今後の予定

取組に対するコメント

主　要　施　策

研修での実施が不十分のため。

児童生徒に対し、男女

平等意識に基づく教育

を推進します。

キャリア教育推進委員会で進路

指導主任に周知する。

研修での取り組みを充実してい

く。

人権教育推進委員会及び各種研

修で周知する。

年8回を予定していたが、3回しか

実施できなかった。また、男女平

等に関してのテーマで、講座を開

催していない。

講座及び講演の内容は、地域団

体やＰＴＡが決定するので男女平

等をテーマにするには事前協議

が必要になる。

継続していく。

人権教育推進委員会で周知す

る。

　今後の課題としては、直接、家

庭における男女平等意識などを

テーマとした、セミナー開催を検討

したい。

11/15

(73.3%)

　（3）家庭・地域・社会における男女平等教育・学習の推進　（3）家庭・地域・社会における男女平等教育・学習の推進　（3）家庭・地域・社会における男女平等教育・学習の推進　（3）家庭・地域・社会における男女平等教育・学習の推進

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

評価の理由・事業の効果

◆児童・生徒に対する周知方法

やその効果の検証については、

まだ課題がある。

◆男女平等に特化した教育学習

というのは難しいように感じられ

る。

◆高学年になると異性への関心

が高くなり、デートＤＶについて知

るのも決して早くない時期である

と感じる。この年代から男女平等

意識や人権意識を育むための教

育を進めていただきたい。

◆学校教育の現場では以前から

男女平等教育は進められてお

り、性に関することは養護教諭に

より授業の中で指導がなされて

いると認識している。

◆教職員への啓発が、児童・生

徒への指導に活かされているの

か検証し、更なる推進を図られた

い。

平成27年度 担当課の取組状況

　学校教育をはじめとするあらゆる教育活動を通し、児童生徒に対し、男女平等意識や人権を尊重する意識を育むための教育を推進するとともに、教職員等に対する研修を充実します。

社会の急速な変化に伴い、育児

不安の増大やしつけへの自信喪

失など、家庭や地域の教育力の

低下を心配する声が大きくなって

いる。市では、子どもを取り巻くこ

のような状況に「対処するため、

家庭、学校、地域と連携して、「子

どもと親の家庭教育講座」を開設

した。

取組に対するコメント

男女共同参画プランの内容

〇具体的な研修、実態調査が実

施されていない

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

良

主　要　施　策

　（2）学校教育の場における男女平等教育・学習の推進　（2）学校教育の場における男女平等教育・学習の推進　（2）学校教育の場における男女平等教育・学習の推進　（2）学校教育の場における男女平等教育・学習の推進

課題と今後の予定

　講演会、セミナーの実施により、

家庭における男女平等の意識を

育む機会を提供する。

主　要　施　策　の　狙　い

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

主　要　施　策　の　狙　い

調査項目の見直しは経年のため

難しい。

取組の狙い
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

35

家庭において、男女平

等の意識を育てるため

の講座・学習会の実施

市民会館・

公民館

（１）子育てセミナー「楽しくつなが

る＋ココロが軽くなる子育て」女

性の人権について一部加味し構

成している。全8回　参加者17名

（男5人、女12人）　256千円

【H26実績】

子育てセミナー6回開催

参加者17人（男5人、女12人）

決算額236千円

(2)男女共同参画セミナー「自分

らしいライフ＆キャリアをデザイン

しよう」全4回　参加者8人（女）

80千円

【H26実績】

男女共同参画セミナー

全4回開催　参加者8人（男）

全3回　決算額96千円

b

36

男女平等の視点に立っ

た子育て講座の実施

健康課

（1）フレッシュパパママ学級　年6

回実施　参加：286人

【H26実績】

　　5回実施　参加：228人

b

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

健康課

男性を対象にした健康教室を土

曜日に開催した。

（１）男性のための運動教室を2

回実施した

①5月9・16・23日　②1月23・30

日、2月6日

参加：62人、決算額：100,800円

（2）男性のためのウォーキング

教室　10月31日

参加：13人、決算額14,500円

【H26実績】

男性のための運動教室：6回*70

人

ｂ

家

庭

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

家庭における男女平等

を推進するための学習

機会を提供します。

37

講座等の開催における

男性参加の促進

〇男性が参加しやすいように具体

的にはどう取り組んだか、納得し

づらいところもあった。

〇取組内容に男性の参加をどの

ように増やすかという工夫が見ら

れない。

〇健康課の取組内容も良い

〇フレッシュパパママ学級につい

て、最近、若いお父さんが普通に

子どもを連れている姿が見られる

ようになってきたので、その現状

は良いと感じている。

〇「先輩パパママの協力も得ら

れ」とあるが、どういった方にお声

掛けしたのかなと思ったが、とても

人気があったようでよい取組だと

思った。

〇取組は工夫されている

〇夫婦参加の会を設け、男性講

師、女性講師を招き、それぞれ別

室で講義を行ったというのはすご

く良いと思った。

〇夫婦一緒のセミナー開催など工

夫がなされている。

〇取組のねらいは良いが、その

取組みの内容について周知方法

の表現や対象者が参加しやすい

日程で実施する等、工夫も必要だ

と感じた。

男性対象の教室なので気兼ねな

く参加できたと好評だった。

対象を男性に限定した健康教室

に参加した数　75人（前年度比+5

人）

男性が参加しやすいように土曜日

の午前中に実施し、健康づくりが

できるようにする。

〇運動教室やウォーキング教室

が施策の目的にあっているのか

どうか疑問である。

〇取組のねらいと内容が施策の

趣旨とずれていると感じた。

（1）夫婦参加の回を2回設け、男

性、女性講師を招き、別室で講義

を行ったことにより、同性同士じっ

くりと話すことができ、効果はあっ

た。

（2）参加者のほとんどが仕事や家

庭で忙しくしている方々であった

が、自分の過去を振り返ったり今

後を考える事が具体的にできた。

【前年度（H26）比較】

子育てセミナー：±0

男女共同参画セミナー：±0

教室への応募は多く、参加した父

親の反応も良かった。先輩パパマ

マの協力も得られ、具体的なイ

メージづくりができた。

【前年度（H26）比較】

実施回数：+１回

参加人数+58人

妊娠期からの父親としての自覚を

向上し、子育ては母親だけでなく

夫婦で力を合わせで行っていくと

いうことを動機づける。

　男性が参加しやすい講座等を実

施し、男性に対する男女共同参画

意識の普及、啓発を図る。

（1）公民館主催の子育て講座に

参加したことがない人が気軽に参

加できるよう企画したが、地域で

子育てに活躍している方の参加

多かった。また、平日開催であっ

たため参加者が少なく、今後は、

保護者のニーズに合った日程等

の検討をしたい。

（2））内閣府のキャッチフレーズに

近い内容のものを企画したが、参

加者が少ないことを考えると、

テーマ、内容を親しみやすい企画

にしていきたい。

教材が時代に合ったものを、今後

検討していく。

　男性向けのテーマで講座は実

施することはなかったが、男性も

参加できる講座を実施し、少数で

はあるが、男性の参加があり,男

女共同参画意識の普及、啓発に

努めた。今年度の男性参加者数：

10人はＨ26年度（男性参加者数：

18人）実績に比べて－８人。

　今後、参加者を増加させるため

の工夫と男性が参加しやすい日

程や内容での講演会・セミナーの

開催が課題であり、引き続き検討

したい。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図るとと

もに、市内の企業にも「イクボス」

を普及させていきたい。

(1)参加者同士の話を通し子育て

の悩みなどを共有しつつ、地域と

のつながり（持つ事により親自身

の気持ちが楽になる）の重要性を

狙いとし、全8回の講座で、2回男

性講師も交えて父親向けの講座

を行い、母親、父親のコミュニケー

ションが円滑に交わされ楽しく子

育てできることを狙いとした。

（2）女性の生き方や働き方をみつ

め、将来に向けた生き方や働き方

をデザインすることを目的とする。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

◆取組内容に男性が参加しやす

い工夫が必要。

◆この項目については施策のね

らいに沿った取組とそうでないも

のが混在しており、担当課の記

載方法に改善の余地がある。

◆子育て世代に向けての取組は

充実しているようなので、シニア

向けの男女平等をテーマにした

ものを開催するのも一つの方法

であると考えられる。

今後も男性が参加しやすい健康

教室を実施していく。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

家

庭

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

家庭における男女平等

を推進するための学習

機会を提供します。

37

講座等の開催における

男性参加の促進

市民会館・

公民館

講座の多くは男女の区別なく参

加できるようになっているが、男

性が参加しやすい内容の講座を

実施した。

（1）地域公民館事業　地域課題

講座「日本の科学技術最前線」

全4回　参加者50人（男35人・女

15人）

決算額89千円

【H26実績】

地域公民館事業　「地域災害か

ら身を守る」4回　参加者27人（男

18人、女9人）決算額81千円

（2）自主市民講座「暮らしに役立

つ環境講座～再生エネルギー・

下水道の再利用・自然災害・食

の安全について～」参加者33人

（男22人・女11人）　68.5千円

a

38

男女共同参画ルーム

「おあしす」の周知及び

機能の充実

企画政策課

　男女共同参画ルーム「おあし

す」について、広報紙(6/15号)に

掲載し啓発に努めた。

　また、関連図書の購入で施設

の充実を図った。

　男女共同参画関連図書の購

入。

　　16冊　　決算額30千円

b

企画政策課

（1）男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

（2）男女共同参画セミナーの開

催

①DV防止セミナー

期日：11月25日（水）

テーマ：ＤＶ被害からの自由　－

自分らしく生きるということ－

参加者21人（女性19人、男性2

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

②男女共同参画セミナー

期日：2月22日（月）

テーマ：もう一人でがんばらない

家事半分術

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

b

市民会館・

公民館

（１）子育てセミナー「楽しくつなが

る＋ココロが軽くなる子育て」女

性の人権について一部加味し構

成している。全8回　参加者17名

（男5人、女12人）　256千円

【H26実績】

子育てセミナー6回開催

参加者17人（、男5人、女12人）

決算額236千円

b

地

域

・

社

会

に

お

け

る

男

女

平

等

教

育

・

学

習

の

推

進

市民が生涯にわたり男

女平等の意識を育むこ

とができるよう、学習機

会を提供します。

39

男女平等・男女共同参

画に関する講座・学習会

の実施（№10再掲）

　「おあしす」の周知と充実を図る

ことに努めているが、施設の規模

や老朽化が進む現状から、利用

の拡大には至っていない。

　なお、資料の購入等、機能の充

実には努めている。

　定期的に講演会、セミナーを実

施している。セミナーは、ＤＶ防止

に関するものと、女性の生活支援

に関するものをそれぞれ実施し、

男女平等・男女共同参画に関する

意識の普及、啓発に努めたが、結

果として前年度より参加者数が

減っており、参加を呼びかける広

報の仕方等に課題が残った。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

DV防止セミナー：＋4人

男女共同参画セミナー：－9人

　講演会、セミナーの実施により、

男女平等・男女共同参画に関する

意識の普及、啓発を図る。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果

講座の多くは、男女区別なく参加

できるようになっているが結果とし

て男性の参加が多く見受けられ

た。

【前年度（H26）比較】

地域公民館事業：+23人（男：17

人、女：６人）

夫婦参加の回を2回設け、男性、

女性講師を招き、別室で講義を

行ったことにより、同性同士じっく

りと話すことができ、効果はあっ

た。

【前年度（H26）比較】

子育てセミナー：±0

講座のテーマ、内容、開催日時等

を勘案し男性参加の促進を図る。

　今後設置される男女共同参画セ

ンターを視野に入れ、「おあしす」

の充実を検討する。

　男女平等の意識を育むことがで

きるよう、情報提供を図るととも

に、学習の場を提供する。

〇講演会「家事ハラから考える男

も女も幸せになれる働き方」という

テーマで、このタイトルなら周りに

声をかけやすいので、このような

テーマが増えるといいなと感じた。

　引き続き、参加を増やす取組み

の研究が必要である。

　H28年度はイクボス（部下の能

力を活かし仕事で成果を上げさせ

るとともに、部下の私生活にも配

慮できる上司）をテーマに講演が

予定されており、産業活性課と協

力し、市内の企業にも参加を呼び

掛け、参加者数の増加を図ってい

きたい。

(1)参加者同士の話を通し子育て

の悩みなどを共有しつつ、地域と

のつながり（持つ事により親自身

の気持ちが楽になる）の重要性を

狙いとし、全8回の講座で、2回男

性講師も交えて父親向けの講座

を行い、母親、父親のコミュニケー

ションが円滑に交わされ楽しく子

育てできることを狙いとした。

〇施策のねらいとずれている。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

課題と今後の予定 取組に対するコメント

〇おあしすの周知はあまり図れて

いないと感じている。借りたい本も

あるが借りづらい。もっとおあしす

の周知を図り、利用を促すような

工夫をした方が良いと感じた。

公民館主催の子育て講座に参加

したことがない人が気軽に参加で

きるよう企画したが、地域で子育

てに活躍している方の参加多かっ

た。また、平日開催であったため

参加者が少なく、今後は、保護者

のニーズに合った日程等の検討

をしたい。

引き続き男性参加の促進が図れ

るよう講座の内容等を工夫してい

く。
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目標Ⅱ　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援と男女の健康支援目標Ⅱ　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援と男女の健康支援目標Ⅱ　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援と男女の健康支援目標Ⅱ　配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援と男女の健康支援

目標値（平成32年度）

60.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　広報紙（11/1号）に「女性に対

する暴力をなくす運動」を掲載。

  DV防止セミナー「ＤＶ被害から

の自由　－自分らしく生きるとい

うこと－」11/25実施　参加者21

人（女性19人、男性2人）　決算

額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

a

生活コミュニ

ティ課

各課との連携により、自治会を通

じて情報を発信し、市民への啓

発に努めている。

c

子ども子育て

支援課

母子生活支援施設及び女性相

談センター等の利用により、対応

b

41

性犯罪及びストーカー被

害防止の啓発

生活コミュニ

ティ課

不審者情報の提供があった場

合、安全・安心まちづくり広報車

による啓発を実施

c

企画政策課

　DV防止セミナー「ＤＶ被害から

の自由　－自分らしく生きるとい

うこと－」11/25実施　参加者21

人（女性19人、男性2人）　決算

額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：17人（女性16人、男性1

人）、決算額：28千円

b

指導課

平成26年度から学校に相談窓口

（担当者）を設置した。

平成27年度は学校における相談

件数０

a

43

民生委員等へのあらゆ

る暴力の防止について

の研修の実施

生活福祉課

東京都や各関係機関で実施され

る研修について地区の各会長に

案内し、出席について会員への

周知依頼をした。

c

44

性暴力に対する認識を

深める教育の推進

指導課

児童・生徒に各教科等を通した

性教育の中で家族の大切さや自

分の心身の健康等について指導

していくとともに相談できる環境

づくりを行う。

a

45

教職員に対する研修の

実施

指導課

子ども家庭支援センターの職員

から教員に対しての講義を行っ

た。

a

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

　１　あらゆる暴力の防止　１　あらゆる暴力の防止　１　あらゆる暴力の防止　１　あらゆる暴力の防止 「ＤＶ防止法」を知っている人の割合 33.7% 31.1% 40.0%

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）配偶者等からの暴力防止のための意識啓発・情報提供　（1）配偶者等からの暴力防止のための意識啓発・情報提供　（1）配偶者等からの暴力防止のための意識啓発・情報提供　（1）配偶者等からの暴力防止のための意識啓発・情報提供 　ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）等の男女間の暴力は、人権侵害であるという認識を広め、啓発活動などによる意識づくりや情報提供の充実に努めます。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

配

偶

者

等

か

ら

の

暴

力

防

止

の

た

め

の

広

報

・

啓

発

配偶者等からの暴力の

防止に向けた、情報提

供等による意識啓発を

行います。

40

配偶者等からの暴力根

絶の広報・啓発

　配偶者等からの暴力の防止に

向けた情報提供等により、配偶者

等からの暴力の根絶を図る。

19/27

(70.4%)

42

デートＤＶ防止啓発の推

進

　デートＤＶ防止に関する情報の

提供や啓発により、デートＤＶの防

止を図る。

学

校

・

地

域

等

で

の

教

育

や

研

修

の

実

施

　広報紙の全戸配付（52,000部）

やセミナーを開催し啓発に努め

た。前年より受講者が増え（＋3

人）、参加者アンケートからも評価

が高かったことから、推進が図ら

れていると考えている。

　引き続き、広報紙掲載、セミナー

の開催等啓発に努めていきたい。

全校に設置したため。

この取り組みを継続し、相談体制

の周知を図っていく。

全校の教員が参加できた。

さらに、多くの教員の意識啓発を

図る。

〇全戸配布の広報誌はよく読ま

れているので、『Hi,あきしま』も全

戸配布できればいいと感じてい

る。

〇届けたい人に届いていないとい

う印象がぬぐえない。

〇自分から伝えるのはデリケート

なことで難しいため『Hi,あきしま』

がポストに入っていれば、嫌でも

目に付くので市の取組として進め

てほしい。

良

◆活字による広報啓発によって、

被害者にも加害者にも気づいて

もらうことが大事である。

◆積極的に取り組まれており、

成果も上がっている。何がＤＶに

あたるのか具体的な広報・啓発

など、更なる周知を図られたい。

配偶者等からの暴力の根絶のた

めの情報提供と啓発

被害者からの相談には、警察等

関係機関を案内し、対応に努めて

いる。

被害を防ぐために他部署と連携

し、意識啓発の一助を担う。

被害者の安全確保

被害者の安全確保を第一に考え

ている。被害者支援に必要な情報

の共有を関係機関と連携し対応し

ている。

継続。。相談者との対応の中で助

言啓発する。

情報提供による啓発

被害者からの相談には、警察等

関係機関を案内し、対応に努めて

いる。

より効果的な広報・啓発方法を検

討する。

〇昨年不審者情報などの件数を

お示ししたが、今年は統計をとっ

ていないが、明らかに情報量が増

えている。近隣自治体からの情報

も含め昭島市の情報が増えてお

り、改善が見られた。

全校から教員が参加できるように

した。

　デートDVに特化した取組は行っ

ていないが、ＤＶ防止セミナーを実

施し、啓発に努めた。

　また、ＤＶ防止啓発カードを市内

公共施設に配置し、啓発に努め

た。

　今後の課題としては、市内の中

学校、高校に協力いただき、若者

を対象とした事業の実施や啓発ポ

スターの作成による周知を検討し

ていく。

担当者を各校に設置する。

〇指導課の取組は各校に相談窓

口を設置とあり、素晴らしい取組

だと思った。

〇相談件数が０ということは、デー

トＤＶがなかったということなの

か、周知不足なのか、相談しにく

い環境なのか実際には分からな

いが、周知不足という印象を受け

る。

〇窓口を設置したということだが、

利用方法が知らされているのか

疑問である。取組みを継続し周知

を図ることが重要である。

日々、活動に追われる民生委員

の研修参加はなかなか困難であ

るが、各関係機関から届く研修に

ついてはもれなく周知を図り、受

講の支援をし、日頃の活動の充

実に繋げる。

〇よい取組だと思った。

　子ども家庭支援センターと情報

共有しながら、家庭の状況を把握

し、保護者や児童・生徒の相談に

適切にのっていく。

性教育を教科等の指導計画に位

置付け取り組んだ。

この取り組みを継続し、相談体制

の充実を検討する。

〇講義内容がどのように意識啓

発につながったかというような効

果測定ができない状況なので、こ

の文面だけでは判断できない。

学校や地域においても、

配偶者等からの暴力防

止に対して、認識を深め

るよう教育や研修を充実

します。

共通した理解・認識を持ち、市民

からの相談に対応することができ

る。

東京都主催の人権研修等の参加

者17名。暴力や人権侵害に対す

る認識を深めた。市民からの相談

に対しても、警察や関係機関への

相談を促す等適切な対応、助言

ができている。

【H26実績】

人権研修参加者数：16名
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

46

セクシュアル・ハラスメン

ト防止に関する広報・啓

発の推進

企画政策課

　関連情報が掲載されている労

働関係の手引書、情報誌をおあ

しすに配架し、広報啓発に努め

た。

b

47

事業所に対するセクシュ

アル・ハラスメント防止

の普及・啓発

産業活性課

街頭労働相談時及び本庁１階と

勤労商工市民センターのラックに

パンフレット等を配布

c

職員課

「より良い職場環境をつくるため

に」をテーマとした研修会を開催

し、採用職員をはじめ２４名の職

員が受講した。

【前年度（H26）実施状況】

受講者数17名

b

生活福祉課

東京都や各関係機関で実施され

る各種研修について地区の各会

長に案内し、地区の会員への周

知依頼をした。

c

指導課

全校に担当者を設置し、常に情

報が入る環境を設定した。

a

目標値（平成32年度）

［女性］　70.0%

［男性］　30.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

49

被害者の安全確保のた

めの施設等の確保

子ども子育て

支援課

母子生活支援施設や及び女性

相談センター等の施設を利用し

対応

a

50

民間シェルターへの支

援

子ども子育て

支援課

多摩地域民間シェルター連絡会

に対し１０万円の補助金を支出。

a

企画政策課

　庁内の連絡会として、「ＤＶ被害

者支援部会」を実施し、情報交換

を行い連携を深めた。（H27年度

は2回実施）

　また実務に携わっている課が

連携して関係者会議を開催する

などして、被害者保護にあたって

いる。

b

子ども子育て

支援課

健康課（保健指導係）、子ども家

庭支援センター、生活福祉課、市

民課（住民基本台帳）等連携す

る。

b

指導課

平成26年度から学校に相談窓口

（担当者）を設置した。平成27年

度の相談件数は10件。

a

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み　（2）セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み　（2）セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み　（2）セクシュアル・ハラスメント防止の取り組み 　職場等におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する取り組みを強化するため、セクシュアル・ハラスメントに関する啓発・研修等を推進します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

セ

ク

シ

ュ

ア

ル

・

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

の

た

め

の

広

報

・

啓

発

職場等におけるセクシュ

アル・ハラスメントを防止

するための啓発活動を

行います。

　セクシュアル・ハラスメントに関

する情報の提供や啓発により、セ

クシュアル・ハラスメントの防止を

図る。

9/15

(60.0%)

　特にセクシュアル・ハラスメント

に特化した取組はなかった。セク

シュアル・ハラスメントについて

は、一定程度社会で認知されてお

り、その対応は図られていると考

える。

　セクシュアル・ハラスメントについ

ては、機会をとらえ、啓発に努め

たい。

庁

内

や

関

係

機

関

に

お

け

る

セ

ク

シ

ュ

ア

ル

・

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

対

策

の

推

進

市職員や関係職員に対

し、セクシュアル・ハラス

メント防止対策を進めま

す。

48

市職員、教職員、民生

委員等に対するセクシュ

アル・ハラスメント防止

研修の実施

〇取組がなされていない。

〇この言葉自体は確かに認知さ

れてきていると思うが、具体的に

どのような言動がハラスメントにあ

たるのかというのは実はあまり知

られておらず、どの程度までなの

かというのを広報していく必要が

ある。

良

◆ハラスメントもセクシュアル・ハ

ラスメントだけではなくマタハラ、

家事ハラなどもあるので総合的

な対策が必要になると思われ

る。

◆研修の結果、それらが実際に

どう意識啓発に役立ち具体的に

生かされているか、研修の効果

について、検証が必要である。

◆全体として取組は進められて

いるが、研修が取組に活かされ

るよう、更なる充実を図られた

い。

広報紙、パンフレット等の情報提

供による啓発

パンフットの配布等、情報提供に

努めた。

事業者や管理職に対する啓発活

動について検討する必要がある。

〇取組がなされていない。

セクシュアル・ハラスメントやパ

ワー・ハラスメントの問題を理解

し、その発生を防止し、快適な職

場環境の形成を図る。

前年度より受講者数も増え(前年

度比+7名)、セクシュアル・ハラスメ

ント防止に向け、職員の意識の高

揚が図られた。

引き続き、研修等を通じて職員の

意識の高揚を図り、快適な職場環

境の形成に努める。

共通した理解・認識を持つことで、

その発生を防止し、快適な活動環

境の形成を図ることができる。

東京都主催の人権研修等の参加

者17名。セクシャル・ハラスメント

に対する認識を深めた。市民から

の相談の対応に活かすだけでな

く、民生委員の快適な組織内活動

の環境づくりの意識付けができ

た。

【H26実績】

人権研修参加者数：16名

日々、活動に追われる民生委員

の研修参加はなかなか困難であ

るが、各関係機関から届く研修に

ついてはもれなく周知を図り、受

講の支援をし、日頃の活動の充

実、快適な組織内活動の環境づく

りに繋げる。

担当者を各校に設置する。 全校に設置したため。 この取り組みを継続する。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

　２　配偶者等からの暴力などによる被害者への支援体制の確立　２　配偶者等からの暴力などによる被害者への支援体制の確立　２　配偶者等からの暴力などによる被害者への支援体制の確立　２　配偶者等からの暴力などによる被害者への支援体制の確立 ＤＶの被害を受けた人のうち、「相談した」人の割合

［女性］　33.0％ ［女性］　32.8% ［女性］　50.0%

［男性］　 2.9％ ［男性］　27.6% ［男性］　10.0%

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）配偶者等からの暴力などによる被害者の安全確保と自立支援　（1）配偶者等からの暴力などによる被害者の安全確保と自立支援　（1）配偶者等からの暴力などによる被害者の安全確保と自立支援　（1）配偶者等からの暴力などによる被害者の安全確保と自立支援 　関係機関等との連携を図り、配偶者等からの暴力などによる被害者の安全確保と自立に向けた支援を行うとともに、加害者の再発防止に向けた対策についても検討します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　引き続き、定期的な　DV被害者

支援部会の開催で、情報交換を

行い、庁内の連携強化を図る。

被

害

者

の

安

全

確

保

国や都、関係機関等と

連携し、被害者とその家

族が安全かつ安心して

避難できるようにしま

す。

被害者の安全確保

17/21

(81.0%)

被害者の安全確保を第一に努め

ている。№４０に関連

継続

51

被害者の安全確保のた

めの庁内各部署の連携

良

◆被害者の安全確保について、

できる範囲で実績の記載を検討

されたい。

◆警察と市で速やかに連絡が届

くような体制づくりについて、さら

なる取組の強化を図られたい。

◆被害者のシェルター等への保

護、職業支援、子どもの処遇、そ

ういったものを一つの流れとし

て、市として本気で取り組んでい

ただきたい。被害にあっている方

たちに寄り添う姿勢で対応してい

ただきたい。

◆引き続き、警察など関係機関

との連携を密にし、被害者の安

全確保をはじめとする支援をお

願いする。

シェルターの安定的運用とその利

用

必要に応じて利用することは被害

者の救済に必須。

継続

　ＤＶ被害者支援に向けた庁内各

部署の連携。

　ＤＶ被害者支援部会を定期的に

開催することで、連携が必要な

ケースの発生に備え、関係部署

間で体制づくりを行っている。

被害者の安全確保と個人情報の

管理

個別ケースの事案発生時におい

て関係機関の連携はおおかた取

れている。

緊密な連携や共通認識について

の遺漏がないか徹底したい。

担当者を各校に設置する。 全校に設置したため。 この取り組みを継続する。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

被

害

者

の

自

立

支

援

の

推

進

被害者が落ち着いた生

活を取り戻せるよう、自

立に向けたさまざまな支

援を行います。

52

被害者の自立に関する

支援の実施

子ども子育て

支援課

他市・他機関との連携を図り、被

害者支援おこなう

b

加

害

者

の

再

発

防

止

に

向

け

た

取

り

組

み

の

検

討

加害者の再発防止に向

けた取り組みを検討しま

す。

53

「加害者更生プログラ

ム」策定の都への要請

企画政策課

　都の28年度予算編成に対する

要望の中で　「加害者更正プログ

ラム」の策定への早期の取組を

要望した。

b

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　女性悩みごと相談（毎週水曜

日・27年度：47回）を通し、庁内

の相談窓口等の連携を図ってい

る。

　相談者数　96人（うちＤＶ相談

16人）　決算額762千円

b

生活コミュニ

ティ課

安全・安心まちづくり推進協議会

(年1回開催、出席者15人)、連絡

会(年２回開催、出席者14人)を

開催し、関係機関と連携を図って

いる。

【前年度実施状況】

H27年度と同様

b

子ども子育て

支援課

女性被害者の状況に対応した連

携を行っている。

a

指導課

平成26年度から学校に相談窓口

（担当者）を設置済みである。平

成27年度の相談件数は10件。

a

企画政策課

(仮称)教育福祉総合センターに

整備を予定している「男女共同

参画センター」の検討にあたっ

て、配暴センター機能を有する拠

点の検討を行った。

a

子ども子育て

支援課

企画政策課と連携し配暴セン

ター機能を有する拠点整備の検

討を行った。

a

生活コミュニ

ティ課

安全・安心まちづくり推進協議会

(年1回開催、出席者15人)、連絡

会(年２回開催、出席者14人)を

開催し、関係機関と連携を図って

いる。

【前年度実施状況】

H27年度と同様

b

子ども子育て

支援課

被害者の状況に対応した連携を

行っている。状況に応じ警察等

関係機関との連携をとり相談業

務を実施した。

a

企画政策課

　東京都女性相談センターを中

心に、所轄の警察と市役所関係

者との連絡会議を開催している。

b

子ども子育て

支援課

東京都女性相談センター及び警

察等との連絡会義に参加した。

b

　東京都に対し、加害者の再発防

止に向けた取組を要請する。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　平成27年度も東京都に市長会

を通じて要請を行った。

　引き続き、「加害者更生プログラ

ム」が策定されるよう、市長会を通

じて要請を行っていきたい。

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

被害者の自立支援

同行支援等被害者の安全確保の

のちに自立を促している。

相談や対応が漸増し、複雑化する

中相談者の安全面の確保のため

にも人的な対応に苦慮している。

〇具体的内容に乏しい

　（2）関係機関との連携と相談体制の充実　（2）関係機関との連携と相談体制の充実　（2）関係機関との連携と相談体制の充実　（2）関係機関との連携と相談体制の充実 　被害者が相談しやすい環境づくりのための相談体制の充実や相談窓口の周知を図るとともに、国や都、関係機関等による連携の強化を推進します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

あ

ら

ゆ

る

暴

力

に

対

す

る

相

談

体

制

の

充

実

あらゆる暴力に対する

相談体制の充実と、窓

口の連携を図ります。

54

あらゆる暴力について

の相談窓口の連携

　相談窓口の連携により、相談業

務の充実を図る。

25/36

(69.4%)

55

配偶者暴力相談支援セ

ンター機能を有する拠点

の検討

　配偶者暴力相談支援センター機

能を有する拠点の検討。

関

係

機

関

と

の

連

携

◆ＤＶの問題がきっかけとなり家

庭が崩壊し、貧困に陥るという

ケースが増えている。子どもの貧

困に対して今後対策が必要に

なってくるものと思われ、具体的

な支援について検討されたい。

◆相談窓口を充実させると同時

に、未然防止・早期発見に向け、

連携強化を図られたい。

情報提供による啓発 一定の連携が取れている

関係機関との連携による効果的

な広報・啓発方法の検討に努め

る。

適切な連携により避難、救済、自

立等を支援する。

この取り組みを継続し、相談体制

の周知を図っていく。

〇相談体制が整っているというこ

とは素晴らしいことだが、このあた

りはもっと強化していただいて、広

報活動も含めてアピールし、市と

してきちんと取組んでいるというこ

とを示してほしい。

　平成25年度に「ＤＶ被害者支援

部会」を設置し、以降毎年関連部

署との連携を図るべく情報交換等

を行っている。

　引き続き、定期的な「DV被害者

支援部会」での情報交換で、庁内

の連携強化を図る。

良

被害者の減少、意識づけや連携

の向上

対応力の向上

現状は母子相談女性相談の中で

対応している。

組織の見直しも必要になるため、

拠点については関係部署と連携し

検討する。

効果の可視化は難しい面もある

が、連携して有益な相談を実施で

きている。

取組を継続し、さらなる充実を図

る。

担当者を各校に設置する。 全校に設置したため。

あらゆる暴力について

警察等関係機関との連

携

情報提供による啓発 一定の連携が取れている

関係機関との連携による効果的

な広報・啓発方法の検討に努める

　(仮称)教育福祉総合センター内

に配暴センター機能を有する拠点

整備を視野に入れた男女共同参

画センター整備の検討を行った。

　ＤＶに関わる関連部署と連携し、

教育福祉総合センターに整備を

予定している「男女共同参画セン

ター」開設に合わせ、配偶者暴力

相談支援センターの機能を有する

拠点整備の検討に努める。

被害者の減少、意識づけや連携

の向上

対応力の向上

関係機関との連携体制は取れて

おり、被害者の救済につなげてい

る。庁内では要保護児童対策地

域協議会もあり、児童虐待への対

応等について、関係部署間で連

携してあたっている。

今後もこの取り組みを継続し、関

係機関との連携を図る。

57

東京都女性相談セン

ター及び警察等とのＤＶ

に関する連絡協議会の

設置

　東京都女性相談センター、警察

等とのＤＶに関する連携の強化を

図る。

　庁内における関連部署との情報

交換等を行ったが、連絡協議会の

設置には至っていない。

　平成25年度に、庁内における関

連部署との情報交換等の場の設

置を行ったが、これを発展させ、

対外的な連携の場として位置づけ

ることを、引き続き検討する。

各機関との調整、情報交換等現

場対応へ反映させる。

連絡会等に参加し、情報収集、

ケーススタデイを行い通常の相談

業務に生かしている。

事案により警察とも緊密な連携を

とっている。

今後もこの取り組みを継続する。

国や都、関係機関等と

の連携体制の確立を推

進します。

56

26



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　要請は実施していない。

　ＤＶ防止法は既に制定されてお

り、同法による取組の進展を見

定めていきたい。

d

子ども子育て

支援課

現段階では情報収集にとどまっ

ている。

d

目標値（平成32年度）

［女性］　1,480人

 ［男性］  　 320人

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

59

学校教育における性教

育の推進

指導課

体育健康に関する年間指導計画

年度初めまでに立案し、計画に

基づいて適切に指導した。

b

企画政策課

　性の尊重に関する学習機会の

提供は出来なかった。

　今後の課題として、検討した

い。

d

市民会館・

公民館

同施策の取り組みはできなかっ

た。

d

健康課

女性医師による健康相談の実施

・毎月第4木曜日の午後予約制

　　実績21名

【H26実績】

11名

b

子ども子育て

支援課

母子・女性相談の中で事案によ

り対応。

b

62

学校内における性に関

する相談の充実

指導課

スクールカウンセラーを全校に引

き続き配置した。

b

企画政策課

　平成25年度に情報誌「Hi,あきし

ま」に、リプロダクティブ・ヘルス

／ライツに関する情報を掲載した

が、27年度はこの取組での情報

提供はできなかった。

d

健康課 窓口にパンフレットを配布 b

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

関

係

機

関

と

の

連

携

国や都、関係機関等と

の連携体制の確立を推

進します。

58

暴力防止に関する法律・

制度整備についての国

への要請

　暴力防止に関する法律・制度整

備についての国への要請。

　要請は実施していない。

　今後の国の動向を注視し、要請

内容等について、関連部署との情

報交換の場で検討して行きたい。

暴力防止についての意識の向上

情報収集のみで特段の行動を

とっていない。

企画部門との連携

〇情報収集に留まるという記載内

容で、このあたりはなぜこの段階

で主要事業に含まれているのか。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

　３　生涯を通じた男女の健康支援　３　生涯を通じた男女の健康支援　３　生涯を通じた男女の健康支援　３　生涯を通じた男女の健康支援 健康教育事業参加者数

［女性］　1,257人 ［女性］  　987人 ［女性］　1,330人

［男性］　  221人 ［男性］　  153人 ［男性］　   270人

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）互いの性の尊重　（1）互いの性の尊重　（1）互いの性の尊重　（1）互いの性の尊重 　男女がともに性と生殖に関して正しい知識をもち、互いの性を尊重し、理解を深めるための啓発や学習機会の提供を行います。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

年

齢

に

応

じ

た

性

に

関

す

る

学

習

機

会

の

提

供

男女の性についての理

解を図るため、年齢に応

じた学習機会の提供を

行います。

年間指導計画に基づき、発達段

階に応じた指導を行う。

16/30

(53.3%)

小学校では計画を見直し、中学校

でも計画の見直しをする必要が生

じたため。

中学校は、新しい教科書の内容

に合わせた指導を実践する。

直接、性の尊重に関する学習機

会の提供はしていないが、子育て

セミナーや教育文化セミナーに一

部関連する内容も含まれている

が、効果が出るまではない。

性の尊重に関する学習機会の提

供の重要性は認識しているので、

講座のあり方について検討してい

きたい。

通常複合的な相談となるがその

中でアドバイスを行い対応してい

る。

性に対する相談体制はないが相

談の一環としての対応はしてい

る。

可

◆全体として取組が進められて

いない印象である。LGBT、リプロ

ダクティブ・ヘルス/ライツについ

て、啓発活動を積極的に行えば

理解が進むものと考えられる。

◆性差をなくそうという社会の流

れの中で、男女の違い、差を教

えなければならない性教育に取

組の難しさが感じられる。

◆正しい知識を持つことで性的

被害を防ぐことが可能となる。大

人として子どもを守るという観点

から取組を進めていただきたい。

◆28年度にＤＶ防止支援カードを

作るという記載もあり、こういった

部分で進捗を期待している。

◆委員会の評価としては条件付

きの可となったが、半数に近い委

員が不可としか認められないと

いう意見を持っていることを担当

課職員にも認識していただきた

い。

◆まだまだ身近に感じられないリ

プロダクティブ・ヘルス/ライツの

概念を普及していくことは困難な

課題ではあるが、取組を進めら

れたい。

60

性の尊重に関する学習

機会の提供

　性についての理解を図るため、

年齢に応じた学習機会を提供す

る。

　性の尊重に関する学習機会の

提供は出来なかった。24年度デー

トＤＶ防止支援カードを中学3年生

に配布したが、27年度は作成でき

ず、市の施設への補充に留まっ

た。

　今後、講演会やセミナーにおい

て、どのようなことができるか検討

していきたい。

　28年度にＤＶ防止支援カードを

作成し、市内公共施設に配布を予

定している。

性の尊重に関する学習機会の提

供を図る。

性

に

関

す

る

相

談

体

制

の

充

実

性に関する相談窓口の

明確化を図るとともに、

相談体制の充実を図り

ます。

61 性に関する相談の充実

女性特有の悩みや健康上の悩み

を気軽に相談できるよう配慮し実

施

利用は少なめだが、相談後に大

変よかったと感想を述べていくこと

から市民の反応も好評であると考

える。

今後も女性が気軽に医師に相談

できるよう広報活動を実施してい

きたい。

女性の健康・不安の解消等不利

益の防止や軽減

スクールカウンセラーが相談内容

の一つとして受ける。

性に関する相談に特化していない

ため。

毎年数件は相談がある状況にあ

るため継続して話を聞くようにす

る。

リ

プ

ロ

ダ

ク

テ

ィ

ブ

・

ヘ

ル

ス

／

ラ

イ

ツ

に

つ

い

て

の

理

解

の

促

進

性と生殖に関する健康

／権利（リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツ）の考

え方の定着を図るととも

に、それを阻害する環境

の是正に努めます。

63

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツに関する情報提

供

性と生殖に関する健康／権利（リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ）に

ついての理解と促進。

　平成25年度は、情報誌「Hi,あき

しま」に、リプロダクティブ・ヘルス

／ライツに関する情報を掲載し、

啓発に努めたが、27年度は紙面

に掲載することができなかった。

　日本においては、かなり認知度

が低いと考えるが、その柱の一つ

である「安心して安全な妊娠、出

産ができる」については、ある程

度実現できていると認識してい

る。今後どのような情報提供が必

要か、効果的な情報提供の手法

について検討課題となる。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

に関する周知を図る。

市民が多く利用するエントランス

ホールやロビーにパンフレットを設

置し配布できた。

パンフレット置き場が適切か、利

用状況を確認し、配置など工夫し

ていきたい。

27



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

64

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツの視点に立った

子育て学級、健康学習

の推進

健康課

・リフレッシュお母さん教室

8回ひとコースを年間6コース実

施などに開催

実績：32回*548人参加

【H26実績】

32回*534人参加

・わくわく親子体操教室

3歳未満：年18回　138組

3歳以上：年18回　143組

a

65

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツの視点に立った

相談体制の充実

健康課

女性医師による健康相談の実施

・毎月第4木曜日の午後予約制

　　実績21名

【H26実績】

11名

a

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

健康課

1）妊娠届用紙にアンケート項目

を設けている

Ｈ27年度実績：妊娠届894件

妊娠届場所：あいぽっく・本庁・東

部出張所

２）妊婦健康診査14回分の健診

費用助成を実施：10,717件、超音

波検査の年齢撤廃を実施：759

件

3）妊婦健康診査償還払実施：

130人

4）妊産婦・新生児訪問指導：

1766件

【Ｈ26年度実績】

１）妊娠届948件

２）妊婦健康診査１４回分の健診

費要助成を実施：10,576件、超音

波検査の年齢撤廃を実施：629

件

３）妊婦健康診査補助実施：130

件

４）妊産婦・新生児訪問指導：

1003件

・すくすくマタニティ教室

年18回　129名

a

子ども子育て

支援課

経済的事情により、出産費用が

用意できない世帯に援助を行う。

ほかの健康相談は専門の担当

部署へつなぐ。

a

67

更年期を理解するため

の情報提供

健康課

更年期障害のパンフレットをロ

ビーやパネル展示などの際配布

した

b

68

女性に対する検診事業

の充実

健康課

乳がん検診受診者1437人

子宮頸がん検診受診者2862人

【H26実績】

乳がん検診受診者1,292人

子宮がん検診受診者2,752人

b

生

涯

に

わ

た

る

心

身

の

健

康

の

保

持

・

増

進

各ライフステージに応じ

た、男女の生涯を通じた

健康づくりを支援しま

す。

69 健康づくり支援の推進 健康課

健康教室・健康相談の開催

保健栄養相談：12回*50人

【H26実績】

保健栄養相談：12回*38人（男性

１3人、女性25人）

b

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

リ

プ

ロ

ダ

ク

テ

ィ

ブ

・

ヘ

ル

ス

／

ラ

イ

ツ

に

つ

い

て

の

理

解

の

促

進

性と生殖に関する健康／権利

（リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ）の考え方の定着を図るとと

もに、それを阻害する環境の是

正に努めます。

・リフレッシュお母さん教室

（1）育児中でストレスを抱えた母

に対し、ヨガやリラクゼーションな

ど心の健康を取り戻し、自身の健

康回復を促す

（2）参加者同士の交流をはかり、

孤立化を防ぐ

・わくわく親子体操教室

親子で遊びの中に健康増進の要

素を取り入れた体操を行い、健康

増進を図ると共に、子育て世代家

庭同志の交流を支援する。

開催時には保育をつけ、育児中

の母親が参加し易い教室を計画・

実施できている。

母親同士の交流が図れるように

運営上できている。

【前年度（H26）比較】

参加者数：+14人

？わくわく親子体操教室は平成27

年度より新規事業

委託にて実施している。

駐車場スペースを確保し参加しや

すい環境設定で実施ができた。

初回参加希望者を優先している

が、リピーターもいる。地域でも育

児中の母親が参加しやすい教室

を普及したい

・今後も子育て世代の交流を図り

ながら、親子の健康増進を促進す

る。

女性医師2名が交替で健康相談

を担当している。女性医師の専門

性をいかし、相談者の問題解決を

はかる

相談者が十分に相談できるような

配慮ができている。

【前年度（H26）比較】

相談人数：+8人

今後も女性が気軽に医師に相談

できるよう広報活動を実施してい

きたい

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）性差や年代に応じた心と身体の健康支援　（2）性差や年代に応じた心と身体の健康支援　（2）性差や年代に応じた心と身体の健康支援　（2）性差や年代に応じた心と身体の健康支援 　男女がともに生涯を通じて心身ともに健康に過ごすため、年代の個々に応じたきめ細やかな健康支援を実施します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

女

性

の

健

康

の

保

持

・

増

進

女性固有の病気や身体

機能を考慮した、生涯に

わたる健康づくりを支援

します。

66

妊娠・出産等に関する支

援の推進

1）妊娠・出産・出産後の育児不安

など早期に把握し相談・支援体制

の確立を図る

2）3）経済的負担を軽減し妊婦健

診の受診率の向上

4）妊娠期を安全に乗り越え母子

共に無事に出産を迎えるように支

援

新生児時期の母親の抱える不安

の早期解決と支援体制の確立に

より母親が育児を自信をもって行

えるように支援する

・すくすくマタニティ教室

専門の講師により、妊婦にヨガや

エアロビクス、軽体操などの場を

提供し、健康相談も受けられるこ

とで、不安を解消し、安心して出

産が迎えられるように妊娠中の健

康増進を支援する。

27/33

(81.8%)

1)妊娠届の改定を実施しハイリス

ク妊婦の把握につとめ、早期の支

援体制の確立を図ることができ

た。

【前年度（H26）比較】

１）妊娠届：-54件

２）妊婦健康診査：+141件

　   超音波検査：+130件

３）妊婦健康診査補助実施：±0件

４）妊産婦・新生児訪問指導：＋

763件

・すくすくマタニティ教室は平成27

年度より委託事業

駐車スペースが確保できる場でか

つバリアフリーで妊婦の安全が確

保できる場で開催できた。

子育て世代包括支援センターを設

置し、さらなる充実を図る

優

◆取組が進められているものと

評価できる。

母体保護。安全性、衛生面の確

保

出産にかかわる費用の課題やそ

の後の母子の健康や家族構成の

変化などを通し適切な機関へつな

ぐ必要がある。

継続。ケースの状況により他課と

連携し健康づくりを支援する。

あらゆる機会をとらえて、更年期

を理解するための情報提供を行う

H26年度はあいぽっくのエントラン

スホールでパネル展示を数回実

施した。

パンフレット置き場も設置し、情報

提供を行うことができた。

今後も情報提供は継続していく。

乳がんは40～50代の女性のがん

死亡率のトップであり、子宮頸が

んは近年若い女性の罹患率が上

昇している。

健診定員数を増やし、乳がん、子

宮頸がん検診とも希望する方全

員が受診できている。そのため、

早期発見、早期治療が期待でき

る。

【前年度（H26）比較】

乳がん検診受診者：+145人

子宮がん検診受診者+110人

今後も健診の効果などの知識の

普及も充実し、自ら進んで、健診

が受けられるように実施していき

たい。

管理栄養士、保健師による病態

別健康相談を実施、生涯にわたり

心身の健康の保持増進を支援す

る。また健康づくり関連の教室の

情報提供を行い、行動変容への

意欲を向上する

健康相談は予約制で実施し、改

善の効果を確認、継続指導がで

きている

保健師、管理栄養士のスキルアッ

プのための研修参加ができた。

【前年度（H26）比較】

相談人数：+12人

新しい医療や保健情報を入手し、

時代のニーズにあった情報提供

ができるように研修の機会を増や

していく
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

介護福祉課

高齢者福祉センター(朝日町、松

原町、拝島町）の運営。

（延べ利用者数　88,472人/年）

いきいきルームの運営。

（サークル数７　利用回数146回/

年）

【H26実績】

高齢者福祉センター延べ利用者

数　87,737人/年

いきいきルームの運営

（サークル数７　利用回数256回/

年）

a

スポーツ振興

課

●「健康さわやか教室」の開催

・対象は50歳以上

・４月～12月、市内4会場で実施

（原則週１回、各会場とも27回）

・延べ5,547人が受講

【H26実績】

・延べ6,862人が受講

●「中高年のためのアクアエクサ

サイズ教室」の開催

・対象は40歳以上

・各7回を3回実施

・延べ716人が受講

【H26実績】

・延べ648人が受講

a

健康課

特定健康診査、面接相談：212人

骨密度測定：965人

動脈硬化測定：781人

生活習慣病予防教室１０回：106

人

糖尿病予防教室１１回：119人

【H26実績】

特定健康診査、面接相談：262人

骨密度測定：715人

動脈硬化測定：933人

生活習慣病予防教室１１回：206

人

糖尿病予防教室１１回：160人

b

介護福祉課

イキイキ・ニコニコ介護予防教

室、元気歯つらつ健口講座

（教室参加者延べ人数1,342人/

年）

【H26実績】

（教室参加者延べ人数　1,362人

/年）

a

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

69 健康づくり支援の推進

高齢者が、いつまでも生まれ育っ

た地域で元気に暮らせるよう、社

会参加の促進、仲間作りの機会、

活動場所の提供

高齢者福祉センターは、個人利

用、団体利用とも順調であり、事

業目的に即した成果が得られてい

るともに、老人クラブの活動拠点と

なっている。

いきいきルームは、介護予防教室

の開催の他、教室卒業生による

サークル活動の場としても機能し

ている。

【前年度（H26）比較】

高齢者福祉センター延べ利用者

数：+735人

いきいきルームの運営

利用回数：-110

高齢者福祉センターが３か所、い

きいきルームが1か所の中で、事

業を拡大することが難しい。今後

は、サロン活動等も利用できる場

所の確保を図っていきたい。

70

生活習慣病、介護予防

対策の充実

検診や測定により、自身の健康を

再確認することができる。

生活習慣病予防教室や糖尿病予

防教室では講義、運動、栄養、調

理、個別相談体制をとりよりよい

保健行動が実践できることを狙い

としている

動脈硬化や骨密度は女性の健康

に密接に関係している。骨密度測

定や動脈硬化測定の結果による

アドバイスは生活習慣を見直す良

い機会となるため、人気も非常に

高い。

生活習慣病予防教室や糖尿病予

防教室では重症化を防ぐための

知識の普及や運動指導、栄養指

導などきめ細やかな指導を行って

いる。

【前年度（H26）比較】

特定健康診査、面接相談：-50人

骨密度測定：+250人

動脈硬化測定：-152人

生活習慣病予防教室１１回：-100

人

糖尿病予防教室１１回：-41人

今後も質の高い指導を実施してい

くようスタッフの人材育成に努める

生

涯

に

わ

た

る

心

身

の

健

康

の

保

持

・

増

進

各ライフステージに応じ

た、男女の生涯を通じた

健康づくりを支援しま

す。

●「健康さわやか教室」

　日頃、運動不足になりがちな方

を対象に、軽体操で体を動かす、

健康づくりの場を提供すると共

に、心と体のリフレッシュを図る。

●「中高年のためのアクアエクサ

サイズ教室」

　日頃、運動不足になりがちな方

を対象に、体の負担が少なく、運

動の効果が大きい水の特性を生

かした運動で健康づくりの場を提

供するとともに、心と体のリフレッ

シュを図る。

●「健康さわやか教室」

　毎年各会場延べ参加者が1,000

人を超える人気のある教室であ

る。多くの人と交流しながら軽体

操で体を動かし、参加者に体力作

りの場を提供することができた。

（前年度比：-1315人）

●「中高年のためのアクアエクサ

サイズ教室」

　定員数を超える申し込みがあっ

たが、講師と調整などを行い、お

断りする方を出さずに申込者全員

を受講させることができた。

　申込者全員に対し、健康づくり

の場の提供と心と体のリフレッ

シュが図られた。（前年度比：+68

人）

　どちらも、各種スポーツ教室の

中で安定した人気を持つ教室であ

り、引き続き開催していきたい。

イキイキ・ニコニコ介護予防教室

は、受講者の健康づくりや仲間づ

くり

元気歯つらつ健口講座は、虫歯、

歯周病、口臭、誤嚥性肺炎の予

防

介護予防やそのきっかけづくりと

して開催している、イキイキ・ニコ

ニコ介護予防教室、元気歯つらつ

健口講座は、教室終了後にサー

クルが立ち上がり、仲間づくりや

高齢者の健康づくりに寄与してい

る。（前年度比：-20人）

定員割れしている教室の内容の

見直しを図り、多くの方の参加を

促進していく。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　女性悩みごと相談（毎週水曜

日・年47回）を通し、事例に応じ、

必要な場合は他の部署と連携を

図り、医療機関や保健所等へ、

相談をつなげている。

b

健康課

1）がん検診要精密者に対し適切

な受診勧奨・相談を実施

胃がん：326人　大腸がん：384人

乳がん：146人　子宮頚がん：17

人

肺がん：98人　前立腺がん：201

人

2）母子保健事業に関して（妊娠・

出産・乳児健診・経過観察健診・

発達健診など）ハイリスク妊婦

（精神疾患等）・発達障害児とそ

の親の相談に対し医療機関・保

健所などと連携を行っている

3）アルコール相談や精神疾患の

相談など保健所保健師との連携

を実施

【H26実績】

胃がん：356人　大腸がん：379人

乳がん：103人　子宮頚がん:21人

肺がん：108人　前立腺がん：154

人

b

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果

男女共同参画プランの内容

　今後、セミナー等において、どの

ようなことができるか検討していき

たい。

1）がん検診受診後の適切なフォ

ローを促進する

2）母子の心身の健康を保持し、

母と子及びその家族が健やかに

家庭生活や社会生活を送れるこ

とを目的としている。

3）適切な相談ができることの支援

1）検診の有効性を高めるため、

保健師による医療機関の紹介な

ど実施できている

2）母子事業に関しては都・26市の

母子保健事業の確立ができてい

る。

3）市と保健所保健師業務連絡会

を開催し情報交換を実施している

【前年度（H26）比較】

胃がん：-30人　大腸がん：+5人

乳がん：+43人　子宮頚がん:-4人

肺がん：-10人　前立腺がん：+47

人

1）要精密者が受診につながった

か確認が不十分

2）3）今後も連携を密にし、より良

いサービスの提供ができるように

する

課題と今後の予定

平成27年度 担当課の取組状況

生

涯

に

わ

た

る

心

身

の

健

康

の

保

持

・

増

進

各ライフステージに応じ

た、男女の生涯を通じた

健康づくりを支援しま

す。

取組に対するコメント

71

医療機関や保健所等と

の連携による相談体制

の充実

　男女の生涯を通じた健康づくり

の支援を図る。

　生涯にわたる心身の健康につい

て特化した相談体制は確立できて

いない。女性悩みごと相談の中で

対応している。
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目標Ⅲ　働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と生活の調和）目標Ⅲ　働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と生活の調和）目標Ⅲ　働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と生活の調和）目標Ⅲ　働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と生活の調和）

目標値（平成32年度）

［女性］　30.0%

［男性］　35.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　就労について、ちらし等の配付

はしているが、男女雇用機会均

等法や労働基準法等に関連する

講演会、セミナーの開催には至

らなかった。

c

産業活性課

ポケット労働法を市内公共施設

で配布。

c

企画政策課

　商工会に対し、情報誌の提供

を年2回行った。

2,700部（各1,350部）

c

産業活性課

ポケット労働法を市内公共施設

で配布。

c

企画政策課

　関連パンフレットの配布を行っ

た。

d

産業活性課

街頭労働相談時及び本庁１階と

勤労商工市民センターのラックに

パンフレット等を配布

c

企画政策課

　関連パンフレットの配布を行っ

た。

d

産業活性課

街頭労働相談時及び本庁１階と

勤労商工市民センターのラックに

パンフレット等を配布

c

企画政策課

　直接の連携までには至ってい

ないが、情報誌「Ｈｉ,あきしま」の

配布を年2回実施している。

　2,700部(各1,350部）

c

産業活性課

商工会会員へのパンフレット等

配布依頼

c

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）働く場における男女共同参画　（1）働く場における男女共同参画　（1）働く場における男女共同参画　（1）働く場における男女共同参画 　個人の能力を十分に発揮できるよう、また、男女の均等な雇用機会と待遇が確保されるよう、企業・事業所などに働きかけます。

目標値（平成27年度）

　１　働く男女の就労環境の整備　１　働く男女の就労環境の整備　１　働く男女の就労環境の整備　１　働く男女の就労環境の整備 「仕事と家庭生活をともに優先している（両立）」人の割合

［女性］　21.1％ ［女性］　18.5％ ［女性］　25.0%

［男性］　29.1％ ［男性］　20.3％ ［男性］　32.0%

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

職

場

に

お

け

る

男

女

平

等

に

関

す

る

法

制

度

等

の

普

及

・

啓

発

雇用や待遇など、職場

における男女平等に関

する法制度等の普及・

啓発を行います。

72

男女雇用機会均等法・

労働基準法等について

の広報及びセミナーの

開催

　雇用や待遇など、職場における

男女平等に関する法制度等の普

及・啓発を図る。

8/30

(26.7%)

73

事業所に対する男女平

等の啓発

ポ

ジ

テ

ィ

ブ

・

ア

ク

シ

ョ

ン

に

向

け

た

啓

発

企業や事業所などに対

して、ポジティブ・アク

ションに向けた啓発を行

います。

　取組は進められたが、セミナー

開催には至らなかったため、更な

る啓発活動が必要である。

　今後、産業活性課と連携し講演

会やセミナーの開催を検討する。

〇取組が進められていない。

可

◆職場、企業に働きかける項目

なので、企業の担当者を集めて

要請や指導、啓発的な学習会を

行い、外部に積極的に働きかけ

ることで、取組が進められると考

えられる。

◆女性活躍推進法は、大企業は

計画策定の義務があるが、中小

企業は作らなくても良いのかとい

うとそうではなく、むしろ推奨され

ている。中小企業にも目が届くと

いうのが基礎自治体の強みであ

り、この機を逃せば残りの５年間

も変わらない可能性もあるので、

このタイミングで対策を講じてい

ただきたい。

◆女性活躍推進法が施行され、

市としても取り組まれていると思

うが、市内企業への働きかけを

積極的に進められたい。

制度の周知や共催セミナー実施

による啓発

制度の周知には取り組んだが、セ

ミナーの開催には至らなかった。

担当課単独でのセミナー開催は

困難である。今後、関係機関と連

携した開催を検討する。

　雇用や待遇など、職場における

男女平等に関する法制度等の普

及・啓発を図る。

　企画政策課では、情報誌「「Ｈｉ,

あきしま」の配布による情報提供

に留まり、直接事業所に啓発は

行っていない。

H28年3月に女性活躍推進法が施

行され、一定規模の事業主には

行動計画の策定等が義務付けら

れた。今後は法制度の実施状況

等、国や都の動向にも注視しなが

らさらなる制度の周知を図ってい

く。

〇取組が進められていない。

法制度等の普及・啓発

ポケット労働法以外にも、ハロー

ワークや東京都が作成しているパ

ンフレットを展示し、来庁者に対す

る配付を行った。

H28年3月に女性活躍推進法が施

行され、一定規模の事業主には

行動計画の策定等が義務付けら

れた。今後は法制度の実施状況

等、国や都の動向にも注視しなが

らさらなる制度の周知を図り、事

業者や管理職に対する啓発方法

についても検討する。

74 関連法の周知・啓発

　雇用機会均等法などポジティブ・

アクションの関連法の周知・啓発

を図る。

　関連パンフレットの配布に留まっ

た。

　今後、情報誌に特集を組むなど

の対応を検討したい。

広報紙、パンフレット等の情報提

供による啓発

10月中旬に開催した街頭労働相

談では、パンフレットの配付に併

せて、臨時相談窓口（昭島駅北

口）を開設した。

相談者は市民が主であったが、勤

務先等に対する周知につなげて

いきたい。

75

ポジティブ・アクションの

啓発

ポジティブ・アクションの啓発を図

る。

　関連パンフレットの配布に留まっ

た。

　今後、情報誌に特集を組むなど

の対応を検討したい。

広報紙、パンフレット等の情報提

供による啓発

10月中旬に開催した街頭労働相

談では、パンフレットの配付に併

せて、臨時相談窓口（昭島駅北

口）を開設した。

相談者は市民が主であったが、勤

務先等に対する周知につなげて

いきたい。

76 商工会等との連携

　商工会等との連携により、ポジ

ティブ・アクションの周知を図る。

　企画政策課では、情報誌「「Ｈｉ,

あきしま」の配布による情報提供

を行っている。また、男女共同参

画推進委員会の委員1名は商工

会女性部から選出されている。

　今後、情報誌に特集を組むなど

の対応を検討したい。

ポジティブ・アクションに向けた啓

発

商工会の活動は経営指導が中心

であり、中小企業、個人事業者へ

は啓発の浸透が難しい状況であ

る。

商工会等と連携した啓発活動に

ついて検討する。

〇なぜ啓発の浸透が難しいのか

理由が分からない。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

　情報誌にイクメンを紹介する特

集記事を掲載した。

a

産業活性課

Ｈ26年度は労働相談情報セン

ター国分寺事務所と共催で市内

でセミナーを開催したがＨ27年度

はセミナー開催には至らなかっ

た。

c

子ども子育て

推進課

　未実施。他組織で実施される

講演やセミナーへの参加を勧め

る。

d

産業活性課

取組み企業の調査、認定、公表

など市独自の取り組みには至ら

なかった。

ｃ

子ども子育て

推進課

保育園、幼稚園の取組状況につ

いて、調査、認定、公表などの取

組には至らなかった。

d

企画政策課

　男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

　参画ルーム「おあしす」に関連

図書を購入し、情報誌で紹介し

た。

a

産業活性課

街頭労働相談時及び本庁１階と

勤労商工市民センターで「ポケッ

ト労働法」、「パートタイム労働ガ

イドブック」、「働く女性と労働法」

を配布

c

企画政策課

　参画ルーム「おあしす」に関連

図書を購入し、情報誌で紹介し

た。

c

産業活性課

街頭労働相談時及び本庁１階と

勤労商工市民センターでポケット

労働法・パートタイム労働ガイド

ブックを配布

b

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するための　（2）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するための　（2）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するための　（2）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するための

      支援      支援      支援      支援

　男女がともに仕事と家庭生活、地域生活等とバランスをとり、生涯を通じて充実した生活を送ることができるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて市民・事業所に支援や啓発を行います。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

ワ

ー

ク

・

ラ

イ

フ

・

バ

ラ

ン

ス

の

啓

発

ワーク・ライフ・バランス

の普及のための啓発活

動を実施します。

77

ワーク・ライフ・バランス

の啓発及びセミナーの

開催

　ワーク・ライフ・バランスの普及

のための啓発活動。

12/27

(44.4%)

　講演会の実施や情報誌に特集

記事を掲載して、ワーク・ライフ・

バランスの啓発の推進を図った。

アンケートでは「家事労働を軽視

している日本社会の現状がよくわ

かってよかった」という意見が多数

あり、ワーク・ライフ・バランスの啓

発につながったと考えられる。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

　今後も引き続き、啓発の推進を

図っていきたい。

可

◆「職場における」と謳っている

からには、企業に対して何らかの

取組がなされてしかるべきであ

る。

◆ワーク・ライフ・バランスはワー

クシェアリングの問題でもあり、こ

の意味では専業の職員に仕事や

責任が固まりすぎているという問

題もある。働き方という問題を啓

発も含めて周知していくというこ

とは大事だと考えられる。

◆女性活躍推進法の計画策定

の義務がない事業所について

も、男女差別が許されるわけで

はないので、その点で行政の指

導・監督の責任もあると考えら

る。そういった部分に届くような施

策、アイデアの提供を検討された

い。

◆実態を知った上で啓発を進め

る必要があると考えられる。

◆事業主の意識の向上、意識改

革のきっかけになるような取組を

検討されたい。

セミナー開催によるワーク・ライフ・

バランスの普及、啓発

前年度は労働相談情報センター

国分寺事務所と共催でセミナーを

実施したが、H27年度は近隣市で

の開催となったため、チラシの配

布等で周知に努めた。

H28年度は企画政策課と連携し

「イクボス」をテーマに講演会を実

施し、啓発に努める。

　講演会やセミナーへの参加を促

し、ワーク・ライフ・バランスについ

ての理解を深め、各園における

ワーク・ライフ・バランスを推進す

る。

　各団体への情報提供にとどまっ

ている。

　関連部署との連携により、職員

の意識啓発に努めたい。

78

ワーク・ライフ・バランス

に取り組む企業の認定・

公表

ワーク・ライフ・バランスの推進

実施には至っていないが、情報収

集に努め、取組に向けての検討を

した。

企業の取組み事例を市のホーム

ページ等で紹介できるよう、調査

に向けた検討を続ける。H28年度

は企画政策課と連携し「イクボス」

をテーマに講演会を開催し、ワー

ク・ライフ・バランスの啓発に努め

る。

〇認定・公表に取り組むと事業に

掲げた以上は、それに対する情報

収集や調査は必要だと思うので、

そこから取り組んでいただくしかな

いと思う。

　保育園、幼稚園におけるワーク・

ライフ・バランス推進

　保育園など関係団体への情報

提供にとどまっている。

　保育園等関係する団体へ、さら

に広報啓発に努める。

働

き

や

す

い

職

場

づ

く

り

の

促

進

職場におけるワーク・ラ

イフ・バランスが推進さ

れるよう、働きやすい職

場環境づくりのための啓

発を行います。

79

育児・介護休業制度の

普及啓発

　職場におけるワーク・ライフ・バ

ランスが推進されるよう、育児・介

護休業制度の普及、啓発に努め

る。

　講演会の開催、講演会の内容を

情報誌に特集として組み、また参

画ルーム「おあしす」に関連図書

を購入し、情報誌で紹介。普及、

啓発に努めた。

　引き続き、情報誌に特集を組む

などの対応を検討したい。

広報紙、パンフレット等情報提供

による啓発

ハローワークや東京都が作成した

パンフレットの配付、ポスターの掲

示を行った。

市内企業や事業所等への配付に

ついて検討が必要である。

〇まず実態調査をし、それに対し

て対策をという運びになると思う

ので、そこから取り掛かっていた

だきたい。

80

多様な就労形態の普及

啓発

　職場におけるワーク・ライフ・バ

ランスが推進されるよう、多様な

就労形態の普及、啓発に努める。

　参画ルーム「おあしす」に関連図

書を購入し、情報誌で紹介し、啓

発に努めた。

　今後、情報誌に特集を組むなど

の対応を検討したい。

広報紙、パンフレット等情報提供

による啓発

ハローワークや東京都が作成した

パンフレットの配付、ポスターの掲

示を行った。

市内企業や事業所等への配付に

ついて検討が必要である。

32



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

81

女性のための労働関連

セミナーの開催

産業活性課

Ｈ26年度は労働相談情報セン

ター国分寺事務所と共催で市内

でセミナーを開催したがＨ27年度

はセミナー開催には至らなかっ

た。

c

企画政策課

　女性悩みごと相談（毎週水曜

日・年47回）を通し、事例に応じ、

必要な場合は他の部署と連携を

図り、相談をつなげている。

　参画ルーム「おあしす」に関連

図書を購入し、情報誌で紹介し

た。

b

産業活性課

①あきしま雇用労働相談（毎月

第２土曜日実施）②街頭労働相

談（年１回、１１月実施）③あきし

ま就職情報室（勤労商工市民セ

ンター内、月～金）

【26年度は27年度と同様の取組

を実施】

a

83

女性の起業に対する育

成・支援のための情報

提供

産業活性課

①開業セミナー②開業スクール

③空き店舗活用補助金の創設④

ワンストップ創業相談窓口（毎月

第3木曜）

【H26実施状況】

近隣自治体や金融機関と連携し

起業塾の開催や個別企業相談

を実施した。

a

84

自営業等で働く女性の

就労環境の改善に向け

た啓発

産業活性課 取組には至らなかった d

85

農業にたずさわる女性

への支援

産業活性課

次世代の農業を担う意欲的な農

業者を育成する目的で認定農業

者制度を実施しており、その中

で、家族で農業経営に携わる場

合、経営方針や一人ひとりの役

割、就業条件等について家族の

話合いを基に取り決める家族協

定の締結を提唱している。

b

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（3）女性の就業支援　（3）女性の就業支援　（3）女性の就業支援　（3）女性の就業支援 　女性の能力と意欲を生かすため、起業や再就職をめざす女性の支援を行うとともに、自営業や農業分野において男女がともに快適に働くための支援を行います。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

女

性

の

起

業

・

再

就

職

に

関

す

る

支

援

の

推

進

起業や再就職等を希望

する女性に対して、情報

提供や相談体制の充実

などを推進します。

セミナー開催による啓発

11/18

(61.1%)

前年度は労働相談情報センター

国分寺事務所と共催でセミナーを

実施したが、H27年度は近隣市で

の開催となったため、チラシの配

布等で周知に努めた。

セミナー開催について検討を行

う。

身近な施設で専門家への就労相

談が可能。

継続して取り組んでいく。

良

◆産業活性課の取組について、

施策のねらいの達成に向け取組

が進められており、その点におい

て評価できる。

◆起業したい女性の意思を汲み

取り、きめ細かな相談・支援が実

施されている。

82

雇用・労働に関する情

報・相談体制の充実

　起業や再就職等を希望する女

性に対して、情報提供や相談体制

の充実を図る。

　女性に特化したものではない

が、昭島市総合戦略の中では創

業に関する相談窓口を設置するこ

とを計画に定めた。現状では女性

悩みごと相談の中で対応し、必要

に応じて東京都の労働相談情報

センター国分寺事務所を紹介して

いる。

　参画ルーム「おあしす」に関連図

書を購入し、情報誌で紹介した。

相談体制の充実について検討す

る。

〇女性悩みごと相談で起業や再

就職に関する相談があったのなら

ばその件数を入れなければ、ただ

この欄を埋めるために記入してい

ると受け取られても仕方がない。

専門家への相談機会の確保

創業希望者の発掘、育成。広報

紙による情報提供。

①あきしま開業セミナー17名6名

②昭島・福生開業スクール12名中

8名③補助金活用5名中2名④ワ

ンストップ相談窓口25名中8名、ほ

かミニブルーム交流カフェ14名中

8名、アイデアトークあきしま9名中

3名

継続して取り組んでいく。

自

営

業

・

農

業

分

野

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

自営業や農業分野にお

いて、女性の参画を促

進するとともに、就労環

境の改善に向けた啓発

を行います。

自営業における男女共同参画

自営業等で働く女性に特化した支

援は行っていない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発を

併せた取組みが重要である。ま

た、対象者が置かれている環境

の分析、理解が必要である。

〇家族経営で行われている農家

に家族協定の普及・推進を図って

いるということで、この項目は一歩

も二歩も取組が進められていると

感じた。

相互に責任ある経営への参加を

通じて、近代的な農業経営を確立

するとともに、健康で明るい家庭

を築くことを目的とする。

H27年度末時点で、昭島市で認定

農業者として認定している22経営

体のうち、家族協定を結んでいる

のは5経営体である。これらの経

営体では経営方針、労働時間・休

日、役割分担や労働報酬などを

家族の話合いの基に取決めてお

り、家事時間を労働時間とみなす

など、農業分野で働く女性の就労

環境の改善に貢献している。

意欲的な農業者育成を進め、農

業者の経営の改善を図ると共に、

今後も家族経営協定の普及・推

進を図る。
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目標値（平成32年度）

2,600人

1,070人

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

子ども子育て

推進課

・　新園の開設や、既にある保育

園の改修工事を行い、定員人数

の枠を拡大し、待機児童の解消

を図る。

b

子ども子育て

支援課

・一時預かり全園（21園）

・障害児保育全園（地域型を除

く）

・休日保育１園

・時間外保育（延長）22園

・病児保育１か所、病後児保育１

園

・子どもトワイライトステイ1か所

b

子ども育成課

平成26年度までは4か所のみの

19時までの延長保育実施場所を

平成27年度は21か所全学童クラ

ブで行う。

a

87 学童保育の充実 子ども育成課

定員数増に向け、平成27年度に

つつじが丘学童クラブと第二昭

和学童クラブを新築した。

a

88

子ども家庭支援センター

事業の推進

子ども育成課

子育てに関する相談、情報の提

供、各種サービスの提供、及び

子育てひろば、子育てグループ、

子育て家庭の支援や先駆型（児

童虐待に係る見守りサポートや

虐待防止支援訪問などを行う）

の対応を行った。虐待対策コー

デネィーターを配置し、関係機関

との連携の強化に努めた。また、

被虐待対応マニュアルや「189」

ダイヤルの周知を図った。

相談件数：6,169件

【H26実績】

相談件数：6772件(年間延べ)

a

89

ファミリーサポートセン

ター事業の充実

子ども子育て

支援課

実施主体である社会福祉協議会

との連携を密にし、事業を推進す

る。

協力会員263人、利用会員359人

両会員17人、活動件数5155回

【H26実績】

協力会員245人、利用会員350人

両会員20人、活動件数4795回

a

90

子育てグループやサー

クルの育成

子ども育成課

定期的に会議を開催。各グルー

プ間で活動内容の情報交換や交

流を行った。また、子どもまつり

やホームページ等で周知に努め

た。

会議開催数　4回、参加グループ

数　10団体

【H26実績】

会議開催数　4回、参加グループ

数　9団体

b

地

域

で

支

え

る

子

育

て

環

境

の

整

備

地域で子育てを支える

ため、地域における子育

て環境の充実に努めま

す。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

　２　仕事と家庭生活の両立支援　２　仕事と家庭生活の両立支援　２　仕事と家庭生活の両立支援　２　仕事と家庭生活の両立支援

保育園の定員数 2,467人 2,783人 2,530人

学度クラブの定員数 　940人 1,359人 1,050人

各

種

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

推

進

待機児童の解消を図る

とともに、多様化する保

育のニーズに対応でき

るよう、各種保育サービ

スを提供します。

86

各種保育サービスの推

進

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）子育て・家事支援　（1）子育て・家事支援　（1）子育て・家事支援　（1）子育て・家事支援

　男女がともに子育てや家事等を担えるよう、さまざまなニーズに応じた保育サービスや地域における子育て支援を充実するとともに、男性の子育て・家事への参画を促す啓発を行います。また、ひとり親

家庭の自立支援のための支援にも努めます。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

保護者の諸事情に対応した保育

サービスを実施。男女共同参画に

資する。

保護者のニーズに応じた保育

サービスを提供している。男女共

同参画につながるものである。

新設園の増設に伴い、新設園で

の事業実施をすすめ、より保護者

のニーズに対応できるように体制

を整える。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　保育施設の整備を図り、安心し

て子どもを産み、育てる環境を整

え、男女が社会参画できる支援を

行う。

放課後子ども総合プランに基づ

き、学童クラブと放課後子ども教

室との連携をしていく。

〇大変だと思うが頑張っていただ

きたい。

学童クラブ待機児童の解消に努

める。

つつじが丘学童クラブは１階と２

階合わせて、150名の児童が入会

可能となった。

学童クラブ入会児童の学年の引

き上げについて、国や東京都の指

針等をみて、各市の動向もみなが

ら、検証していく。

さまざまな勤務形態や勤務時間に

対応するために、安心して働ける

環境を整える。

地域における子ども家庭システム

の中核として、ケースマネジメント

の手法により子どもと家庭に関す

るあらゆる相談に応じ、関係機関

と連携しながら、子どもと家庭を支

援するネットワークを構築する。

１８歳までのお子さんと家庭のあ

らゆる相談を受け付け、サービス

の提供やケースワークを行った。

【前年度（H26）比較】

相談件数：-603件

さらなる関係機関との連携を強化

し、子ども家庭支援センターの役

割、虐待対応についての周知に

努める。

〇ひとり親家庭の支援について、

経済的にも厳しいケースで、ぜひ

見に行っていただきたいとお願い

したことがある。その際に福祉と

の連携もしていただきたい。その

辺りに力を入れて、経済的に困難

なケースにも支援の手を差し伸べ

ていただける機会を多く持ってい

ただきたい。

市内に居住する労働者等の仕事

と育児の両立のための環境を整

備し、併せて地域の子育て支援及

び児童の福祉の向上を図る。

利用会員に対する登録会員から

の子育て支援が有効に行われて

いる。

【前年度（H26）比較】

活動件数：＋360件

受託業者との連絡会を実施し、事

業の促進を図る。利用者のニーズ

を把握し、事業の取り組みを推進

する。

84/96

(87.5%)

安心して働けるとの声が保護者か

ら上がり、一定の効果はあった

が、延長料金の滞納者の問題も

発生してしまった。

市内で子育て支援を行うグループ

及び支援機関並びに行政が協働

し、子育て支援活動を展開する

会議においてグループ間の有効

な情報交換が行われ、加入グ

ループの増加（前年度比+1）が

あった。

さらなる周知に努め、ネットワーク

が広がるように周知し、加入グ

ループの増加を図る。

　毎年、施設整備を行い待機児童

の解消に努めている。その結果、

現在、待機児童は21名となってお

り、徐々に待機児童の解消が推

進されている。

　今後も 引き続き、保育施設の新

設や、改修を行い、待機児童の解

消と保護者や児童の安心、安全

に留意した施設整備を行う。

優

◆相対的によく取り組まれてお

り、手厚い支援を継続されたい。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

91

児童センター等の施設

の充実

子ども育成課

未就学児から幅広い年齢層の子

ども及び保護者が参加しやすい

事業を行うことに努めた。

b

企画政策課

　情報誌に特集記事「イクメンを

探せ！」を掲載し、家庭内での家

事の分担方法や子育てなど、育

児に関する情報を紹介した。

b

健康課

1）各種相談の実施

育児相談の実施：年12回*1523

人（内：個別相談542人）

２）子育てに関する講座の開催

離乳食講座・幼児食教室・初め

ての歯みがき教室・２歳児すこや

か教室・５歳児歯科健康教室な

どを実施し、27年度は568組の親

子が参加した。

【H26実績】

育児相談：年12回*1454人（内：

個別相談508人）

ｂ

子ども子育て

推進課

　各保育園において、園庭開放、

育児相談等を実施する中で、併

せて情報提供を行っている。

a

子ども子育て

支援課

乳幼児支援制度案内等で子育て

に関する情報提供をしたり、地域

子育て支援拠点事業（子育てひ

ろばなしのき、つどいのひろば（3

か所）、各幼稚園（７園）・保育園

（21園））を実施し、育児講座や伝

承行事、育児相談、サークル支

援等を実施。

a

子ども育成課

あきしま子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸを刷新し

た。子ども家庭支援センターでは

常時、電話や来所での問合わせ

受付。

はじめて赤ちゃん講座　404人

子育て講座　147人

【H26実績】

はじめて赤ちゃん講座　398人

子育て講座　161人

b

企画政策課

　講演会、セミナー等開催時には

一時保育で対応している。

　他の事業についても、必要に応

じて対応している。

　27年度実績はセミナー2人の保

育を実施した。

a

健康課

子育て中の市民が参加できる健

康教室には、希望者には保育（。

生後３ヶ月からの未就学児）をつ

けている。

H27年度実績827人

【H26実績】

1089人

a

子ども子育て

推進課

　保育園で実施する事業は親子

で参加するため設置なし。

その他の事業については、必要

に応じた対応を行っている。

a

子ども育成課

子どもと親の家庭教育講座実施

時に保護者が安心して講座に参

加できるように努めた。

b

産業活性課

市主催のイベントで、授乳室やお

むつ替え、休憩ができるスペー

スを確保した。

a

地

域

で

支

え

る

子

育

て

環

境

の

整

備

地域で子育てを支える

ため、地域における子育

て環境の充実に努めま

す。

男女共同参画プランの内容

93

市の事業における保育

室の設置

放課後に児童や未就学児を持つ

保護者等の居場所・交流の場所と

して、子育て環境に寄与する。

子どもたちの憩いの場、保護者の

交流の場として健全な遊びを通し

て情操豊かな人間関係をつくる。

引き続き、より効果的な運営に努

める

平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

92

子育てに関する情報提

供及び講座等の実施

子育て環境の整備に向けた、情

報の提供に努める。

必要な人が適切な支援を利用し

たり、子育てに関する情報を得る

ことで、より、楽しく子育てができ

るようになる。

託児所等の整備をした。

　子育てに関するセミナーの開催

はなかったが、育児に関する情報

を情報誌に掲載し啓発を図った。

　引き続き、情報提供に努め、子

育てに関するセミナーの実施も検

討していきたい。

1）子育てに関する相談を保健師・

助産師・管理栄養士・歯科衛生な

どが対応し問題解決ができるよう

支援している

2）子育てに関する正しい情報を保

護者へ伝えるとともに、講座に参

加した保護者同士が交流できる

場とする。

1）子育てに関する相談体制がで

きている

2）開催時期により応募が多いとき

とそうでないときがあるが、おおむ

ね盛況である。

【前年度（H26）比較】

育児相談：+69件（うち個別相談：

＋60人）

子育て世代包括支援センターを設

置し、さらなる充実を図る

　全保育園で地域行事への参加

や、子育て相談を実施している。

幼稚園においても教育相談、保育

相談を実施している。

　家庭内で育児に悩み、戸外との

関わりや相談につながらず孤立

する世帯の掘り起しと支援の手立

てが課題。

育児への同じ悩みを抱える保護

者が集い合える魅力ある講座の

開催。

子育てに関する不安の解消。孤

立の防止。子どもの健全育成等

乳幼児支援制度案内について

は、好評をいただいており、当初

予定部数より増刷して発行してい

るほど浸透し活用されている。

（1245部発行）

ひろば事業では、各実施場所でそ

れぞれの特色を生かし子育て支

援に従事しているため、利用者が

選び参加できるため好評である。

新設園の増設に伴い、新設園で

の事業実施をすすめ、より保護者

のニーズに対応できるように体制

を整える。

また、つどいのひろばの増設に向

け検討していく。

　子育てに関する不安の解消、孤

立の防止を図る。子どもの健全育

成にかかわる保護者への支援。

　講座開催に伴う保育実施のＰＲ

と、その利用者や利用者を通じた

子育て仲間への、子育てひろば

や相談事業などの子育て事業の

周知を図る。

保育付きの事業にすることで子育

て中の母親の外出や交流を促す

ことができる。

あきしま子育てﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの内容を

見直し、子育て中の人に必要な情

報を提供をする。はじめて赤ちゃ

ん講座については、応募者多数

により、抽選となる。

【前年度（H26）比較】

はじめて赤ちゃん講座：+6人

子育て講座：-14人

講座について、さらに参加者が増

えるよう、人気講座の回数を増や

したり、実施の時間帯や内容を検

討するとともに啓発に努める。

　市の事業実施時における一時

保育の実施に努める。

　事業の実施にあたり、安心して

参加してもらうためには不可欠な

取組である。

　今後も事業実施にあたり、安心

して参加してもらうために、継続し

ていきたい。

利用する参加者が５名いた。

【H26実績】

託児利用0件

引き続き、保護者が安心して参加

できる運営に努める。

育児中の市民に対するイベント参

加を支援

利用者があり有効であった。

子育て世代が参加できる講座に

は保育を付けるように事業を組ん

でいる。利用者からは、安心して

事業に参加できると好評であっ

た。

【前年度（H26）比較】

参加者数：-262人

保育の充実を今後も実施予定

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　講座開催中の子どもの安全確

保を行い、保護者が安心してさま

ざまな講座へ積極的に参加できる

よう支援する。

　各種講座の開催場所に応じた適

切な、保育対応を実施した。

継続して行う。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

環境課

環境学習講座（年５回実施）にお

いて、実施回の内容によっては、

保育サービスを用意した。（市の

登録保育士による保育室での預

かり。原則、２歳児まで）

a

社会教育課

保育が必要となる取り組みはな

かった。

b

市民会館・

公民館

保育室は設置されているので環

境整備の充実を図る。主催講座

4回、延べ23回対応。

a

健康課

1）各種相談の実施

育児相談の実施：年12回*1523

人（内：個別相談542人）

助産師相談：月4回**49回*105

人（来所相談・80人、電話相談・

31人）

２）家庭訪問の実施

27年度の実績は、妊産婦：890

件、新生児（未熟児含む）：876

件、乳幼児211件、小学生以上

117件　合計2132件

３）業務担当と地区担当保健師

による相談・連携体制の確立

【H26実績】

1）育児相談：年12回*1454人

（内：個別相談508人）

助産師相談：月4回**49回*105

人（来所相談・80人、電話相談・

31人）

２）妊産婦訪問：507件、新生児

訪問：446件、未熟児訪問：14

件、乳幼児・小学生307件

b

子ども子育て

支援課

地域子育て支援拠点事業（子育

てひろばなしのき、つどいのひろ

ば（3か所）、各幼稚園（７園）・保

育園（21園））において子育て相

談を受付実施。子ども子育て利

用者支援員を市窓口に配置し、

保護者のニーズに合わせた施設

等の情報提供や相談を実施。

a

子ども育成課

子ども家庭支援センターでの電

話・面接相談受付。心理相談に

も対応した。相談件数：6,169件

【H26実績】

相談件数：6772件

a

95

男性が参加しやすい子

育て講座・親学級等の

推進

健康課

（1）フレッシュパパママ学級　年6

回実施

27年度は143組のペアが参加し

た。

【H26実績】

両親学級：開催数5回*228人（男

性114人参加）

b

管理課

公園や駅において、父子等が利

用しやすい「誰でもトイレ」の整備

に努めている。

a

社会教育課

市立会館に湯沸し室及び誰でも

トイレの設置。授乳等の必要が

あれば空室を提供。

a

市民会館・

公民館

父子等が利用しやすいよう「誰で

もトイレ」「給湯室」等の施設整備

に努める。

a

男

性

の

子

育

て

・

家

事

参

画

の

促

進

男性の子育て・家事へ

の参画を促進するため、

学習機会の提供や啓発

活動を行います。

環境学習講座への、子育て世代

の参加促進

93

市の事業における保育

室の設置

子どもはほかの子供と接すること

により社会性をはぐくみ、親は学

習に専念できることを狙いとして

いる。

男女共同参画プランの内容

市立会館に保育室が設置されて

いるので必要に応じて活用できる

状況にある。

市立会館での保育室の活用は可

能であるが事業がなかった。

保育が必要となる事業を実施した

時は、保育を行う。

地

域

で

支

え

る

子

育

て

環

境

の

整

備

地域で子育てを支える

ため、地域における子育

て環境の充実に努めま

す。

電話・面接での相談に9：00～19：

00まで対応し、相談件数も増加

【H26職員1人当たり100件増】して

いる。心理面で不安を抱える親へ

の対応として心理相談も対応し

た。

【前年度（H26）比較】

相談件数：-603件

相談場所が周知され、件数も増加

の傾向にあるが、より専門性が高

まってきている。

27年度は、実際に保育サービスを

利用する参加者はいなかったが、

子育て世代の男女が参加しやす

い事業とするため、保育体制の充

実そのものは評価に値する。

保育サービスの用意がある旨を

今後も参加募者集段階でＰＲして

いく。

子育て世代包括支援センターを設

置し、さらなる充実を図る

評価の理由・事業の効果

比較的簡単な子育ての悩みにつ

いては、気軽に相談し解決策を見

つけたり、同じ悩みを持つ者どうし

で共感することにより安心した気

持ちで育児に取り組む。

必要な人が適切な支援を利用し

たり、子育てに関する情報を得る

ことで、より、楽しく子育てができ

るようになる。

比較的簡単な子育ての悩みにつ

いては、気軽に相談し解決策を見

つけたり、同じ悩みを持つ者どお

しで共感することにより安心した気

持ちで育児にとりくむ。虐待相談

などの相談については、機関と連

携し適切な対応を図る。

保育室は設置されているし、保育

士の研修等実施しているので、子

育て支援の環境に対応している。

保育室管理及び保育士の更なる

充実が課題と言える。

子育て相談については、子育てひ

ろばなしのきはじめ、ひろば事業

実施施設での相談対応に取り組

んでいる。同じ年齢の子どもを持

つ者どうしで共感できるよう、「ﾍﾞ

ﾋﾞｰタイム」等を設け相談しやすい

環境づくりをし参加人数も増加し

ている。

子育て支援情報などの相談窓口

を一本化したことで丁寧なサービ

ス提供を実施できた。（１７６５件）

子ども子育て利用者支援窓口の

さらなる周知に努める。また、窓口

相談だけではなく、出張相談も増

やすことでより多くの人が相談で

きるように検討していく。

96

父子等で利用しやすい

施設の整備

父子等でも利用しやすい施設の

整備により、男性の子育て・家事

参画の促進を図る。

公園の規模や周辺環境等の制約

がある中で、「誰でもトイレ」の整

備を推進している。

開発行為に伴う公園整備が行わ

れる場合には、「誰でもトイレ」の

設置を開発者に対し指導してい

く。

94

子育てに関する相談体

制の充実

1）子育てに関する相談を保健師・

助産師・管理栄養士・歯科衛生な

どが対応し問題解決ができるよう

支援している

2）新生児期に外出が困難な母親

に対しニーズに添った相談ができ

る

3）相談体制の充実をはかり、漏

れのない支援を目指している。

1）子育てに関する相談体制がで

きている

2）家庭訪問ではリラックスした雰

囲気で相談ができている。

【前年度（H26）比較】

1）育児相談：+69人

助産師相談：±0人

２）家庭訪問件数：＋858件

市立会館には、給湯設備、誰でも

トイレを整備しており、父子等での

活用がしやすい。

引き続き、必要に応じ場所の提供

や案内を行う。

父子等でも利用しやすい施設整

備により男性の子育て・家事参画

の促進を図る

父子等に利用しやすい施設整備

ができている。

引き続き父子等が利用しやすい

施設整備に努める。

平成27年度 担当課の取組状況

課題と今後の予定 取組に対するコメント

今後も継続する

取組の狙い

男性が参加し易い、土曜日に開

催し参加を促している。

主に新米パパが育児への参加が

し易いプログラムになっている。

【前年度（H26）比較】

両親学級参加：+29組

イクメンなど父親の育児参加が見

られる中、市立会館の利用の際

にミルク作りやトイレの使用が可

能な状態にある。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　情報誌に特集記事「イクメンを

探せ！」を掲載し、家庭内での家

事の分担方法や子育てなど、育

児に関する情報を紹介した。

　男女共同参画セミナー「もう一

人でがんばらない家事半分術」

を開催。男性の参加はなかった

が、家庭における家事への協力

体制づくりについての話もあり、

男性の家事参加に向けて啓発を

図った。

参加者18人（女性18人、男性0

人）　決算額24千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：27人（女性25人、男性2

人）、決算額：24千円

a

生活コミュニ

ティ課

消費生活講座において、子育て・

家事に関する講座を実施する

a

98

ひとり親家庭に対する支

援体制の整備

子ども子育て

支援課

ひとり親・女性支援担当2名及び

貸付担当1名を配置し、相談及び

貸付を実施している。児童扶養

手当・医療費助成制度。

a

99 関係機関との連携

子ども子育て

支援課

東京都ひとり親家庭支援セン

ター、マザーズハローワークの利

用

b

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

100

昭島市介護保険事業計

画の推進

介護福祉課

平成２６年度に策定した第６期介

護保険事業計画に基づく各施策

の展開と介護保険制度の安定的

な運営。（事業計画期間は平成

27年度から平成29年度。）

a

101

男性の介護参加の啓発

及び講座の実施

介護福祉課

家族介護教室の実施（３回）。

（延べ参加者数30人　うち男性11

人）

在宅介護リフレッシュ事業の実施

（８回）

（８回うち男性を対象とした事業

を５回実施し43人参加）

【H26実績】

家族介護教室の実施（２回）。

（延べ参加者数28人　うち男性6

人）

在宅介護リフレッシュ事業の実施

（７回）

（７回うち男性を対象とした事業

を４回実施し44人参加）

b

企画政策課

　女性悩みごと相談の相談者

で、関係する部署の支援を必要

な場合など、支援につながる連

携が図られた。

c

指導課

（福祉部署との連携）子どもの主

張意見文のテーマの中に福祉の

視点を入れている。

b

男

性

の

子

育

て

・

家

事

参

画

の

促

進

男性の子育て・家事へ

の参画を促進するため、

学習機会の提供や啓発

活動を行います。

97

男性の家事参加促進の

ための啓発

　男性の家事への参加の促進に

向け、啓発に努める。

　情報誌の特集記事「イクメンを探

せ！」については読者からの反響

もあり、こういった取組の継続に

よって読者の意識改革につながる

と考えている。

　セミナーについては男性参加が

なかったが、家事における家族の

協力体制づくりの話もあり、一定

程度の啓発は進められた。

【前年度（H26）比較】

参加者数:－9人

　引き続き、情報誌に男性の子育

て・家事参加関連記事の掲載へ

の取組を進めるとともに、男性が

参加しやすいセミナーの実施につ

いても検討したい。

男性の子育て・家事への参加に

ついての啓発

夏休み親子消費生活講座へ男性

の参加があった（参加者数27名

中、男性8名）

【26実績】

整理収納術講座（参加者数38名

中、男性9名）

男性も取り組みやすく関心の持て

る講座を開催していく

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）高齢者・障害者等の介護・介助を担う男女への支援　（2）高齢者・障害者等の介護・介助を担う男女への支援　（2）高齢者・障害者等の介護・介助を担う男女への支援　（2）高齢者・障害者等の介護・介助を担う男女への支援 　高齢者・障害者等の介護・介助を必要とする人やその家族が、仕事や家庭生活、地域活動などを両立することができるよう、関連計画に基づき支援を行います。

被害拡大防止、自立支援、不安

感の軽減、経済的支援等

チラシ等資料配布、案内、アドバ

イス等通常の相談業務の中で情

報提供している。

ひ

と

り

親

家

庭

へ

の

自

立

支

援

ひとり親家庭の生活の

安定に向け、関係機関

と連携した支援体制を

整備します。

ひとり親家庭等に対する経済的支

援。

ひとり親家庭等の経済的支援に

とって有益である。（大学等への

修学費貸付、１３２件）

【26実績】

修学費貸付　151件

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

〇このような情報交換は市に仲介

してもらえれば連携が進むと考え

られる。

〇男性介護者も増えており、この

ような教室やセミナーは助けにな

ると思うし、これからも続けていた

だきたい。

〇女性よりも男性の方が一人で

抱えこんでしまう傾向がある。女

性の方がコミュニケーションを取ろ

うとしたり、人に聞こうとするが、男

性はどちらかというと寡黙に頑張

りすぎてしまう傾向があると思うの

で、体力的にも精神的にも負担が

軽くなるよう、地域での支援に力

を入れていただければと思う。

介

護

サ

ー

ビ

ス

の

周

知

と

介

護

負

担

の

軽

減

介護が必要な高齢者と

その家族が地域で安心

して生活できるよう、関

連計画に基づいたサー

ビスの提供を充実しま

す。

高齢者の増加に対応した介護保

険制度の適正かつ安定的な運営

を図る。

高齢化に伴い増加している介護

サービス利用と保険給付に対して

適正な運営に努めるとともに、介

護保険料の収納率向上を図るこ

となどにより安定的な事業運営が

できた。

平成26年度に策定した平成27年

度から29年度までの３か年を計画

期間とする第6期介護保険事業計

画に基づき、さらなる高齢者の増

加に対応した適正かつ安定的な

運営を図る。

　引き続き、女性悩みごと相談時

の対応を図るとともに、介護事業

を実施する中で、男女共同参画の

視点を持ってもらうよう連携を図っ

た。

テーマとして設定しているが、数

名の児童・生徒しか取り組んでい

ないため。

102 関係機関との連携

敬老大会での連携を行うため。

　介護が必要な高齢者とその家族

が地域で安心して生活できるよ

う、関係機関と連携を図る。

視点の変更は行わず、意見文の

指導の中で、福祉の視点をテーマ

に取り組むように促す。

〇手厚い支援を続けていただきた

い。

継続する。

課題と今後の予定評価の理由・事業の効果 取組に対するコメント

〇十分な対応がなさされているの

かと心配である。

継続。平成26年度から父子家庭

も対象となっている。今後、相談

や対応の増加・複雑化が予想され

る。人的配置も検討課題。

　関係する部署の支援が必要な

場合の連携の充実。

介護者の負担軽減のため、介護

の知識と技術に関する教室を実

施するとともに、介護者の交流も

図る。

「家族介護教室」は、対象者を男

性に限定はしていないが、前年度

と比べて男性参加者が6人から11

人と若干の増ができている。

「在宅介護リフレッシュ事業」は、

男性介護者を対象とした事業を実

施し、男性介護者の学習及び交

流を図った。

　今後もケアマネジャーや介護事

業者等に依頼し、男性介護者に

対して事業の周知をしていく。

取組の狙い

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

〇タイトルも女性目線のような感じ

がする。男性の参加について、意

識の高い男性なら参加できるかも

しれないが、そうじゃない場合は

参加しないように思える。男性が

もっと積極的に参加できるようなタ

イトルを考えるといいと思った。

23/33

(70.0%)

良

◆今後、育児をしながら介護をす

る世帯も増えてくるものと思われ

る。ダブルケアへの対応も検討さ

れたい。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

103

昭島市障害者福祉計画

の推進

障害福祉課

平成26年度に策定した第４期障

害福祉計画(27年度～29年度）に

基づく各施策の展開

c

企画政策課

　女性悩みごと相談の相談者

で、関係する部署の支援を必要

な場合など、支援につながる連

携が図られた。

c

障害福祉課

障害当事者や障害福祉サービス

事業者、障害者団体等で構成す

る障害者(児)ネットワーク及び障

害福祉関係者で構成する地域支

援会議等との情報交換や情報共

有等を行い連携を図っている。

a

企画政策課

　女性悩みごと相談（毎週水曜

日・年47回）を通し、事例に応じ、

必要な場合は他の部署と連携を

図り、相談をつなげている。

b

障害福祉課

障害福祉課に保健師を配置する

とともに、市内３か所の事業所で

一般相談支援体制の整備を図っ

ている。

また、サービス等利用計画を作

成する指定特定相談支援事業所

との連携を図る。

a

介護福祉課

介護福祉課及び地域包括支援

センターでの相談受付を行った。

（延べ相談件数30,057件/年）

【H26実績】

（延べ相談件数23,202件/年）

a

106

高齢者・障害者等の雇

用に関する情報提供

産業活性課

本庁１階と勤労商工市民セン

ターのラックにパンフレット等を配

布する。また、シルバー人材セン

ターへ補助金を支給することで

高齢者の雇用機会を確保し、セ

ンターは情報誌で情報を提供し

た。

b

生

活

安

定

と

自

立

支

援

高齢者・障害者等が自

立した生活が送れるよ

う、相談体制や社会参

加への支援を充実しま

す。

105

高齢者・障害者等の相

談体制の充実

　高齢者・障害者等が自立した生

活が送れるよう、相談体制の充実

を図る。

障

害

者

サ

ー

ビ

ス

の

周

知

と

介

護

・

介

助

負

担

の

軽

減

介護・介助が必要な障

害者とその家族が地域

で安心して生活できるよ

う、関連計画に基づいた

ｻｰﾋﾞｽの提供を充実しま

す。

障害のある人の新たなニーズや

取り巻く環境変化を受け止め、障

害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実

現を目指す。

104 関係機関との連携

障害者総合支援法や児童福祉法

に基づく障害福祉サービスについ

ては取り組めており、一定の効果

は挙げているが、取り組めていな

い施策もあることから、取り組める

よう課題解決を図っていきたい。

計画期間（27年度～29年度)内に

各施策のうち、取り組めていない

施策については、関係機関等と調

整を行いながら進めていく。

男女共同参画プランの内容

障害のある人が主体的に社会参

加し、自助・共助・公助を基本とし

て、みんなで支えあう共生の地域

社会の構築を図る。

障害者(児)ネットワークとは懇談

会を実施し、要望等については、

できるものについては対応してい

る。

また、地域支援会議においては新

たな会議体を設置するため協議を

重ね、平成28年度より障害者支

援協議会や専門部会を設置し、

地域の実情に応じた支援体制の

整備を図る。

懇談会の実施や障害者地域支援

協議会などにより、地域の実情に

応じた支援体制の整備を図るとと

もに、引き続き、関係機関との連

携を図る。

　関連部署の支援が必要な場合

の連携体制の整備。

障害福祉サービス、就労相談、障

害者虐待、精神障害等に関する

一般相談など様々な障害のある

人に関する相談体制の充実を図

る。

障害福祉サービスの利用に関し

ては一般相談支援事業所ととも

に、指定特定相談支援事業所とも

連携を図り、計画的な障害福祉

サービスの提供が図られている。

　介護・介助が必要な障害者とそ

の家族が地域で安心して生活で

きるよう、関係機関と連携を図る。

高齢者の就業を促進するため、補

助金の支給やパンフレットの配

布、ポスターの掲示を行った。

介護サービス、権利擁護、虐待等

の様々な高齢者に関する相談の

受付体制の充実を図る。

今後も増加する高齢者人口に対

応した相談体制の充実を図るた

め、平成27年4月より地域包括支

援センターを現行の3箇所から4箇

所に増設することとした。

　高齢者・障害者等に特化した、

相談体制は確立できていない。女

性悩みごと相談の中で対応してい

る。

困難ケースなどでは、介護福祉課

と地域包括支援センターが連携

し、必要に応じて地域包括支援セ

ンターによる訪問相談を実施して

いる。

広報紙、パンフレット等による情報

提供

引き続き、円滑なサービス利用が

図られるよう適切な相談支援・計

画相談支援を実施する。

　引き続き、女性悩みごと相談時

の対応を図るとともに、介護事業

を実施する中で、男女共同参画の

視点を持ってもらうよう連携を図っ

た。

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

商工会やシルバー人材センターと

連携し、高齢者の就業と相談体制

を充実させていく。

　引き続き女性悩みごと相談の中

で支援体制を整備していく。

〇相談員は多種多様な相談に対

応されているということで、大変だ

とは感じるが、こういう問題に対し

ても十分な対応がなさされている

のかと心配である。

平成27年度 担当課の取組状況

38



目標Ⅳ　男女共同参画の総合的推進目標Ⅳ　男女共同参画の総合的推進目標Ⅳ　男女共同参画の総合的推進目標Ⅳ　男女共同参画の総合的推進

目標値（平成32年度）

40.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

107

審議会等における女性

委員比率の向上

企画政策課

昭島市においては、附属機関等

の委員の男女の構成比率は、一

方が委員定数の30％未満になら

ないよう努めることとし、計画目

標達成に向け取り組んでいる。

　・女性委員の比率　25.1％

（H27.4.1現在）　←集計中

b

企画政策課

昭島市においては、附属機関等

の委員の男女の構成比率は、一

方が委員定数の30％未満になら

ないよう努めることとしている。

　事業の実行委員会等について

もこうしたことを踏まえて対応して

いる。

b

生活コミュニ

ティ課

消費生活展では、女性が実行委

員を務め活動している

a

健康課

健康フェスティバルの企画に対

する女性の意見の反映：年2回開

催

b

子ども育成課

青少年フェスティバルでは実行

委員が４６人中、２４人が女性で

あり、意見等は充分に反映され

ている。

【H26実績】

委員39人中、女性委員数22人

a

社会教育課

社会教育団体指導者及び子ども

会担当者育成等研修会、中高年

のためのパソコン教室、文化財

めぐり

a

指導課 性差関係なく行事を実施した。 a

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）政策・方針決定参画の拡大　（1）政策・方針決定参画の拡大　（1）政策・方針決定参画の拡大　（1）政策・方針決定参画の拡大 　政策や方針決定過程の場において、男女双方の意見が反映され、多様な価値観と発想が取り入れられるよう、市政への女性の参画を促進します。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

　１　政策・方針決定過程への男女の参画　１　政策・方針決定過程への男女の参画　１　政策・方針決定過程への男女の参画　１　政策・方針決定過程への男女の参画

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

29.2% 26.7％ 35.0%審議会等における女性委員の割合

公募委員の選定等では、女性委

員の比率が30％を超えるよう、ま

た目標値40％に近づくよう、意識

して各課に呼びかけ、女性委員を

増やすよう取り組む。

女性の視点での身近な生活に即

した行事にできる

実行委員の構成が女性中心のた

め、多くの男性が関心を持って参

加できる工夫をし、男女協働での

参画を図る

各種学校行事で性差関係なく行

事を進めていく。

行事を行う前に徹底をする。教育

委員会事業でも徹底する。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

市主催行事への女性の参画の推

進により女性の意見を取り入れる

女

性

の

市

政

参

画

の

促

進

性別に偏らない多様な

市民の意見を市政に反

映するため、積極的に

市の審議会等における

女性の参画を促します。

　性別に偏らない多様な市民の意

見を市政に反映する。

18/21

(85.7%)

一定の職にあるものを委員とする

などとしている場合もあり、男女の

構成比率は一方が委員定数の

30％未満にならないよう、選定等

で取り組んでいるが、審議会等全

体数57のうち目標35％を超えたも

のは18（32％）で要綱上の30％以

上では23（40％）となっている。今

後、男女構成に偏りのある審議会

等において選出団体への働きか

けを行うなど拡大させたい。

性別に偏らない講習会等を実施

する。

いずれの講習会等も女性の参加

者は多い。参加者129名中77名が

女性　59.68％

引き続き、性別に偏らない講習会

等を実施する。

男女参画の意識の向上。

実行委員会の運営及び役割等に

おいて男女区別なく実施されてい

る。

【前年度（H26）比較】

実行委員数：＋7人（うち女性委員

数：＋2人）

新たな実行委員の確保

徹底を継続する。

〇非常任の委員を作るなどして、

市民の声を拾い上げるような、パ

ブリックコメントのような工夫をして

はいかがか。おそらくこういう会議

には参加できないような方、子育

て等で忙しいという方もいろいろ

意見があるということを勘案する

と、そういった制度を設けて少しで

も声を拾い上げていくことが必要

である。

良

◆審議会について、選出団体に

おける男女比率など構造的な問

題があるので改善が難しいが、

市が目標値を掲げることにより、

女性委員を各組織で選んでいく

ことに有効に働くことを期待す

る。

◆市主催行事への女性参画は

向上していると考えるが、引き続

き、目標指標達成に向けて取り

組まれたい。

　性別に偏らない多様な市民の意

見を市政に反映する。

一定の職にあるものを委員とする

などとしている場合もあるが、事

業の実行委員会等についても女

性の参画を推進するよう対応して

いる。

更に、女性の参画を推進するよ

う、各課に呼びかけ、女性が事業

等に参加できるよう取り組んでい

きたい。

1)多数の市民が集まる場を利用

し、女性の市政参加の促進が期

待できる。

1時代のニーズに即した、具体的

な実施方法の確立をしていくこと

が課題

今後も女性の参加が増えるよう推

進していきたい。

108

市主催行事への女性の

参画の推進

39



施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

109

女性のための政策決定

能力向上に関する講座

の実施

市民会館・

公民館

男女共同参画セミナー「自分らし

いライフ＆キャリアをデザインし

よう」

4回実施。参加者8人。（全員女

性）80千円

a

企画政策課

各審議会の構成員の情報収集

はしているが、女性人材に特化し

たリストは作成に至らなかった。

d

職員課

H28年3月に女性活躍推進法に

基づく特定事業主行動計画を策

定し女性の活躍推進に努めてい

るが、人材リストの作成には至ら

なかった。

d

目標値（平成32年度）

10.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンター、社会

教育課、公民館と定期的に市民

団体支援のため意見交換会を開

催し、支援体制の推進に努め

た。

b

社会教育課

既存団体への支援を継続的に

行った。また、生涯学習サポー

ター養成講座を実施した。さらに

養成講座を修了した市民による

団体を立ち上げた。

b

生活コミュニ

ティ課

市民活動団体情報コーナーで、

地域団体、市民団体の情報を掲

示・配布した。

b

社会教育課

あきしま学びｶﾞｲﾄﾞによる情報発

信のほか、ホームページを活用

し生涯学習に関する情報提供に

努めた。

a

113

関係機関との連携によ

るボランティア活動への

支援

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンター運営委

員会に参画することにより、セン

ターとの連携を図った。

a

114 ＮＰＯに関する情報提供

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンターと連携

し、ＮＰＯ法人連絡会へ参加（年4

回）した。

a

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）人材育成と活用の促進　　（2）人材育成と活用の促進　　（2）人材育成と活用の促進　　（2）人材育成と活用の促進　 　女性自身の意欲を向上し、能力を政策決定等に生かせるよう、学習機会の提供を行うとともに、女性の人材に関する情報を幅広く収集し活用します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

関連部署が人材を把握するため

の登録制度（人材バンク）の策定

に向けた調査・研究を行っている

が、今後関連部署と連携を図りな

がら対応していきたい。

女性職員の人材育成を推進す

る。

リストは作成していないが、人事

評価や研修などを通じて、職員の

人材育成に取り組んでいる。

引き続き女性職員の人材育成に

努める。

女

性

の

人

材

育

成

と

活

用

の

促

進

女性のエンパワーメント

等を目的として、講座等

を開催し、女性の人材育

成と活用を促進します。

女性の生き方や働き方を見つめ、

将来に向けた生き方や働き方を

デザインする。

3/9

(33.3%)

これまでのライフキャリアを振り返

りながら、将来に向けての生き方

をイメージすることができた。

引き続き、女性のための性格決定

能力向上に関する講座の実施を

進めて行きたい。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値

〇リストについては現状でひとま

ず作ってみて、そこから広げていく

ことを考えるなど、毎年「作成に至

らなかった」と記載するのではな

く、「ここまではできたのでそこから

広げていく」というような取組が必

要だと思う。

目標値（平27度）

不可

110

女性人材リストの作成と

活用

　女性の人材育成とその活用を図

る。

　２　地域社会への男女の参画　２　地域社会への男女の参画　２　地域社会への男女の参画　２　地域社会への男女の参画 自治会長への女性の参画率 5.1% 7.0％ 8.0%

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）地域活動への男女共同参画　（1）地域活動への男女共同参画　（1）地域活動への男女共同参画　（1）地域活動への男女共同参画

　男女がともに地域におけるさまざまな活動に参加し、暮らしやすい地域をつくるため、地域ボランティア等に積極的・主体的に参画できる環境づくりを支援します。また、防災、防犯やまちづくり、環境など

新たな分野における男女共同参画を推進します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

地

域

団

体

・

社

会

団

体

等

へ

の

活

動

支

援

さまざまな地域団体・ボ

ランティア等への活動支

援と参加促進を図りま

す。

111

地域団体のネットワーク

づくりや支援体制の推進

地域団体、市民団体についての

情報をもつ複数部署の情報共有

を行うことで、支援体制の推進を

図る。

情報共有することで、市民団体へ

対する横断的な支援、相談体制

が可能となった。

112

地域活動に関する情報

提供

地域団体、市民団体の情報提供

の場として利用されている。

団体の活性化を図る。

生涯学習推進のための活動をし

てくれる人を養成する。

継続的に既存団体への支援は行

い、必要に応じ新規団体の立ち上

げ等の相談体制は整っている。生

涯学習サポーター養成講座の受

講者を、今後ネットワークづくりな

どにも活用する準備をしている段

階である。

現在行っている支援を引き続き行

い、生涯学習サポーター養成講座

受講者の活用と増加を図り、ネッ

トワークづくりを推進する。

昭島ボランティアセンターと連携す

ることにより、ボランティア活動へ

の支援を図る。

昭島ボランティアセンターの「夏の

ボランティア体験」で、シニア向け

メニューを追加した。また、ボラン

ティアセンター登録団体間のつな

がりをつくるため、ボランティアフェ

スティバルを開催した。

引き続き、情報コーナーを提供す

る。

国や都などの生涯学習に関する

情報を広く発信していく。

地域団体、市民団体の情報提供

の場を設置することで、団体の活

動支援と参加促進を図る。

引き続き、情報共有を行い、支援

体制の充実を図る。

あきしま学びｶﾞｲﾄﾞによる情報提供

のほか、積極的にホームページ、

ツイッターを活用した。

引き続き積極的に情報提供を行

う。

引き続き、昭島ボランティアセン

ターと連携を図る。

ＮＰＯ法人連絡会へ参加すること

により、情報交換を実施。

ＮＰＯ法人連絡会へ参加し、情報

交換を行った。また、新しくＮＰＯ

法人申請をしている団体に連絡

会を紹介し、長年活動しているＮＰ

Ｏ法人から情報を聞く機会を提供

した。

引き続き、ＮＰＯ法人連絡会へ参

加する。

〇受講者が８名と少ないのは何ら

かの原因があるのではないか。

〇開催日程や周知方法に課題が

あると思われる。改善の余地があ

ると思われる。

55/78

(70.5%)

良

◆ボランティア活動への支援に

ついては一定程度なされている

ものと考えている。

◆ボランティア団体等の情報に

ついて、公開可能な情報は公開

し、提供することで、市民の利便

性も高まるものと考えられる。

◆自治会などでは会長は男性が

多いが、実際に活動しているの

は女性が多い。上に立って周り

を率いるだけではなく、積極的に

活動するという意味でリーダーと

して捉えることができると思う。こ

の視点を持ち、女性リーダーの

育成にあたっていただきたい。

◆イクメンとかイクボスという言

葉が早くなくなってほしいと思う。

特別扱いをされている状況では

まだまだである。

◆女性リーダーの育成と活用に

あたっては、女性がいきいきと活

動できる環境の整備が必要であ

り、取組を進められたい。

◆内容的に昨年から変化が見ら

れず、新たな取り組みを期待した

い。

◆主要施策のねらいとして「女性

自身の意欲を向上し、能力を政

策決定等に活かせるよう」とある

ので、その辺りにつなげていただ

きたい。

◆女性人材リストについて、実際

に作成するとなると個人情報の

問題等、難しい面もあるかもしれ

ないが、この人材リストの可能性

も含めて検討されたい。

◆女性の人材育成にあたって

は、人材リストの作成と併せ、活

用に向けて検討されたい。

　情報収集に努めたが、女性人材

に特化したリストは作成していな

い。今後、総合的な人材リスト作

成の中で検討していきたい。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

男女共同参画ルームおあしすの

登録団体に呼びかけ意見交換を

行った。また、生活コミュニティ課

を通じて女性の自治会役員を増

やす方向で働きかけた。

c

生活コミュニ

ティ課

自治会連合会を通じて、女性の

参画を促した。また、自治会の女

性役員の情報交換会を開催した

（２回）。

b

子ども育成課

青少年とともにあゆむ地区委員

会の代表者１４人のうち、女性は

２名。青少年委員の会では１７人

中、女性は５名である。

【H26実績】

青少年とともにあゆむ地区委員

会の代表者１５人のうち、女性は

２名。青少年委員の会では１７人

中、女性は５名である。

a

社会教育課

社会教育・地域活動に携わる

方々のために研修会を開催。女

性の参加は、28名中 18名であっ

た。

b

市民会館・

公民館

同施策の取り組みはなかった。 d

子ども子育て

支援課

　社会活動、ボランティア活動へ

の参加のための一時預かり等の

保育サービスを実施する。

一時預かり全園（21園）で実施。

利用件数：3274件

【H26実績】

一時預かり全園（20園）で実施。

利用件数：3815件

b

介護福祉課

介護保険サービス（ショートステ

イ、デイサービスなど）の活用

（ショートステイ利用者2,863人/

年）

（デイサービス利用者16,158人/

年）

【H26実績】

（ショートステイ利用者3,018人/

年）

（デイサービス利用者14,243人/

年）

b

社

会

活

動

参

画

の

た

め

の

支

援

各地区委員会では多数の女性が

活躍している。

自治会や地域団体に対する女性

リーダー育成と活用の促進を図

る。

同施策に対する取り組みは行わ

なかったため。

主要事業の重要性は認識してい

るので、市民ニーズを参考に検討

していきたい。

課題と今後の予定

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

取組に対するコメント取組の狙い 評価の理由・事業の効果

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

自治会の役員人事については、

各自治会が決定している。そのた

め、市では決定権が無いため、引

続き自治会連合会を通じて女性

の参画を促していく。

事業、行事等の中で男女参画に

関する意識の普及啓発に努める。

地域での自治会未加入者の増

加、子ども会の減少により地域活

動の低下。

　自治会や地域団体等において、

リーダーとして活躍する女性の増

加を図る。

登録団体との意見交換や自治会

への働きかけを行い、女性の意

見を取り入れている。

女

性

リ

ー

ダ

ー

の

育

成

と

活

用

自治会や地域団体等の

活動において、リーダー

として活躍する女性の増

加が図られるよう、育成

と活用の促進に努めま

す。

115

自治会や地域団体に対

する女性リーダー育成と

活用の促進

今後、女性リーダーの育成に関す

る取組について、関連部署・関係

機関と連携しながら進めていきた

い。

目を引きつけるチラシ作成のノウ

ハウを学ぶことで、市民が身近な

場所で広く学ぶ機会を得て、参加

する意欲の向上を目的とする。

直接的な女性リーダーの育成と活

用には至っていないが、研修会に

参加していただき意識啓発に努め

た。

引き続き研修会、講演会等を開催

し、意識啓発に努める。

地域団体の役員等へ女性が参画

することにより、女性の視点での

意見を取り入れる。

女性の役員が選出されている。

116

男女が地域活動・ボラン

ティア活動にかかわるた

めの育児・介護支援

　一時預かり保育を行い、社会的

な活動への積極的な参加を促進

する。

〇今後少子高齢化でダブルケア

が増加すると思われるので支援

体制の充実が必要になると思う。

〇利用件数が活動への参加数に

比例するとは一概には言えない。

　既存の制度を利用し、徐々に

サービスが定着し始め、利用され

ている。

【前年度（H26）比較】

利用件数：-541件

地域活動等へ積極的に参加しや

すくなるよう、　引き続き、サービ

スの普及を進める。

性別や年齢、障害の有

無にかかわらず、だれも

が社会活動等に参画し

やすい環境づくりを支援

します。

介護保険サービスとして、利用者

に対し宿泊及び機能訓練やレクリ

エーションを提供し、介護予防や

要介護度の重度化を予防する。

あわせて、ショートステイやデイ

サービスを利用することにより介

護者の負担軽減を図る。

介護保険サービスの活用により

介護者の負担軽減を図り地域活

動等を行うことが可能となる。

ショートステイ利用者数は前年比

155人減であるが、デイサービス

利用者数は1,915人増で、全体と

しては、増傾向である。地域活動

等のために利用しているか把握

が困難である。

介護保険サービスの利用理由

が、地域活動・ボランティア活動の

ためか把握できないが、デイサー

ビス施設も増加しており、利用し

やすい環境の整備が進んでいる。

◆防災・防犯の分野では、それ

についての意識が高く、積極的

な参加も多い。男女でも上手く役

割分担がなされていると感じられ

る。

◆登録団体について、一般的に

市の担当課で登録している団体

は、行政上の必要性から担当課

で把握し、公開を前提としていな

いが、社会福祉協議会、ボラン

ティアセンターは公開を前提とし

ている。役割分担の差があると

思われ、その意味では役割分担

をしながらうまくやっていけばよ

いと思う。

〇男女共同参画ルームの登録団

体も地域団体・社会団体に該当す

るとすれば、構成員も代表者も女

性が多いということで、女性リー

ダーの育成につながっていると考

えられる。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　情報誌に特集記事「イクメンを

探せ！」を掲載し、家庭内での家

事の分担方法や子育てなど、育

児に関する情報を紹介した。

  男性の地域参画を推進するた

め、男性が参加できる講演会を

開催した。

　男女共同参画講演会の開催

期日：12月6日（日）

テーマ：家事ハラから考える男も

女も幸せになれる働き方

参加者40人（女性32人、男性8

人）　決算額113千円

【前年度（H26）実施状況】

参加者：50人（女性35人、男性15

人）、決算額：115千円

b

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンター、社会

教育課、公民館と定期的に市民

団体支援のため意見交換会を開

催し、支援体制の推進に努め

た。

b

健康課

主夫の自主グループ立ち上げ支

援および周知

b

介護福祉課

老人クラブ活動への支援

（男性会員数　1,647人、増減率

1.6%増）

※平成28年4月1日現在

【H26実績】

（男性会員数　1,622人、増減率

0.6%減）

※平成27年4月1日現在

a

社会教育課

囲碁教室、陶芸教室ともに男性

のボランティアが講師として参画

したほか、アダプト活動への男性

の参加を促進した。

a

市民会館・

公民館

男性の地域参画のきっかけづく

りとして、市民大学で地域活動へ

の推進を働きかけている。

c

介護福祉課

傾聴ボランティア講座を開催し、

社会福祉協議会のボランティア

活動を支援

（講座参加者数　29人）

【H26実績】

（講座参加者数　20人）

b

社会教育課

囲碁教室、陶芸教室の講師,文

化財ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞは、シルバー

世代である。

a

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

男女共同参画プランの内容

117 男性の地域参画の推進

平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

老人クラブ活動の育成

老人クラブの育成・活動助成を

行っており、老人クラブ数及び会

員数は増加していたが、平成27年

度は、男女共会員数は減となっ

た。

老人クラブのない地域に新規クラ

ブを立ち上げる支援や会員増の

支援

なかなか体験する機会がないの

で子供たちも目を輝かせている。

こういった活動はぜひ継続してい

ただきたい。

社

会

活

動

参

画

の

た

め

の

支

援

性別や年齢、障害の有

無にかかわらず、だれも

が社会活動等に参画し

やすい環境づくりを支援

します。

引き続き事業を実施し、自主的な

活動への支援も行う。

性別や年齢、障害の有無にかか

わらず、だれもが社会活動等に参

画しやすい環境づくりを進める。

　情報誌の特集記事「イクメンを探

せ！」については読者からの反響

もあり、こういった取組の継続に

よって読者の意識改革につながる

と考えている。

　講演会については男性参加が

減ってしまったが、男性の地域参

画の推進を図る上での課題点等

も提示しており、一定程度の啓発

は進められた。

【前年度（H26）比較】

男女共同参画講演会：－10人

男性が参加がしやすいテーマで

講演会・セミナーを実施するため、

今後も検討を続ける。

地域団体、市民団体についての

情報をもつ複数部署の情報共有

を行うことで、支援体制の推進を

図る。

情報共有することで、市民団体へ

対する横断的な支援、相談体制

が可能となった。

昭島ボランティアセンターでは、そ

の世代の男性が興味を持つよう

なボランティア育成講座を開催し、

その受講生がグループを作り活

動。また、公民館では、市民大学

を開催し、退職後地域に戻ってき

て（またはその事前準備で）、まず

は地域を知りたいというニーズに

答えている。

引き続き、情報共有を行い、支援

体制の充実を図る。

社会ではまだ少数である主夫たち

の孤立を防ぐとともに男性の地域

参画を推進する

主夫に自主グル―プを紹介し、地

域の自主グループ活動ができるよ

う推進ができた。

今後機会をとらえ、男性の地域参

画を推進していく予定

118

シルバーボランティアの

活用

講座の開催を通じて、ボランテイ

アの育成、活動支援を実施

講座終了者がボランティア活動を

行っている。

電話訪問相談事業の相談員への

傾聴ボランティアの活用を行って

いる。

講座受講者がボランティア活動に

参加しているが、講座受講者も高

齢者の方が多く、活動が継続でき

ないこともある。

今後も講座受講者がボランティア

活動に参加できるように講座の開

催や活動支援を継続していく。

囲碁教室、陶芸教室ではｼﾙﾊﾞｰ

世代が講師となり、児童、保護者

との世代間交流の場となってい

る。

このほか登下校時の見守り活

動、放課後子ども教室などでｼﾙ

ﾊﾞｰ世代の活用が進んでいる。

囲碁教室、陶芸教室では、教室の

進め方なども講師がおこなってお

り、男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが中心となって

進められている。

男性を含めた地域の方の社会活

動への参画となっている。

男性の地域参画を高めることを狙

いとしている。

市民大学の目的の一つに学習成

果の地域社会への活用があり、

周知することはできた。

引き続き男性の地域参画の推進

を高められるよう努めたい。

シルバー世代にも積極的に「生涯

学習援助協力者」に登録していた

だき、経験を活かした活動をの支

援を行う。

〇講座の内容からは男性の地域

参画を促すようなものではないと

思うので、この事業に挙げなくても

良いと思った。

〇どうやって育児や家事に男性が

参加して女性と共に輝いていけば

よいのかということを、家族でやっ

ていくというものが早くできてくれ

ればと思う。

〇市民大学は自分も参加したが、

男性の参加者も多く積極的に活

動しているのを見ている。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

119

防災分野における男女

共同参画の推進

防災課

災害時の活動において、女性の

参画を推進できるよう取り組む。

b

120

防犯分野における男女

共同参画の推進

生活コミュニ

ティ課

自治会等による互助・共助に基

づく、地域における自主防犯活

動を支援している

b

121

まちづくり分野における

男女共同参画の推進

都市計画課

当課で所管する審議会、委員会

等について、女性委員の積極的

な登用を図る。

a

環境課

環境学習講座の開催について

は、環境学習講座スタッフ（女性

３人、男性２人）と市との協働より

内容等を決定している。

講座開催数：　６　回　参加者数：

122人

【H26実績】

講座開催数：　４　回　参加者数：

70人

a

ごみ対策課

環境分野における男女共同参画

の推進

d

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

123

「開発と女性」（ＷＩＤ）等

について理解を深める

学習の推進

市民会館・

公民館

同施策の取り組みはできなかっ

た。

d

124

男女共同参画に関する

国際機関等の情報提供

企画政策課

　内閣府のホームページにリンク

を張り、国際機関の情報提供に

努めている。

　おあしす登録団体の要望によ

り、ヨーロッパ諸国の取組が多く

掲載されている「OPINION+（オピ

ニオンプラス）」という情報誌をお

あしすに配架し、情報提供に努

めた。

b

125

男女共同参画に関する

国際的条約等の周知

企画政策課

　内閣府のホームページにリンク

を張り、国際機関の情報提供に

努めている。

　おあしす登録団体の要望によ

り、ヨーロッパ諸国の取組が多く

掲載されている「OPINION+（オピ

ニオンプラス）」という情報誌をお

あしすに配架し、情報提供に努

めた。

b

平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

学校避難所運営マニュアルを作

成するにあたって、女性メンバー

の参画を推進する。

避難所運営において配慮すべき

こと等について、女性ならではの

視点で意見を頂きより良いマニュ

アルを作成する。

（メンバー237人中、女性は51人）

今年からはマニュアルの作成では

なく避難所運営委員会が始まるの

で、災害時により良い運営が出来

るよう引き続き参画を図る。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況

〇女性の視点をどんどん取り入

れていただきたい。

男性中心となりがちな防犯活動に

女性目線の活動を取り込むよう啓

発する

青色パトロールカーによる地域巡

視、地域防犯活動に男女が共同

参画している

青色パトロールカーの実施者証の

取得者に女性は複数いるが、実

際の実施者は少ない。

「社会を明るくする運動」で防犯・

非行防止・更生を目的とした活動

に多くの女性も参加している。

〇女性だけでというのは難しく、男

女で協力しあってということが考え

られる。

まちづくり分野において男女共同

参画できる環境づくりを支援す

る。

都市計画審議会の市民委員につ

いて、男女同数の登用。

市民委員2名（女性1名、男性1名）

今後とも同様の取り組みを行う。

122

環境分野における男女

共同参画の推進

環境学習講座を開催するにあた

り、男女双方の視点を取り入れ、

より多くの参加者を集めることを

狙いとする。

参加者には、男女いずれかに偏り

が無く、誰もが参加できたことは

男女共同参画の視点からは評価

できる。

土日、祝祭日の開催を含め、男女

いずれかに偏りがなく、より多くの

参加者を集められるように検討し

ていく。

女性のごみ減量等推進員を増や

すことで、女性の意見等をごみ減

量啓発活動に活用していく。

平成２７年９月にごみ減量等推進

員の改選を行ったが、新規に委嘱

した方４５名の内、女性は８名とな

り、減少してしまった。

【H26状況】

ごみ減量等推進員６４名中、女性

は１６名

各自治会で選出されるごみ減量

等推進員は、男性が多いのが現

状である。今後も引き続きごみ減

量等推進員の女性参加を推し進

めていく。

〇推進員が27年度に半減してし

まっている。このあたりから、新た

な分野における男女共同参画の

推進について、市の方でもう少し

力を入れるべきだと考える。

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）国際的取り組みとの協調　　（2）国際的取り組みとの協調　　（2）国際的取り組みとの協調　　（2）国際的取り組みとの協調　 　男女共同参画の視点に立った国際的な取り組みに関して、国際社会の一員として理解と協調が深められるよう、学習・交流の機会や情報の提供を実施します。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

新

た

な

分

野

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進

防災、防犯、まちづくり、

環境などの新たな分野

において、男女双方の

視点を取り入れた活動

を行うよう推進します。

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

国

際

社

会

と

の

協

調

男女共同参画に関する

国際的な取り組みや世

界の女性を取り巻く環境

等について情報収集・提

供を行います。

開発と女性（WID)について理解を

深める学習の推進を図る。

施策及び市民ニーズを勘案し、事

業を企画しているが、当該主要事

業に関わる取り組みはできなかっ

た。

主要事業は専門性が高いため、

どんな取り組みができるか検討し

たい。

　男女共同参画に関する国際機

関等の情報提供を図る。

　ホームページで情報提供に努め

るとともに、欧米諸国の制度や情

報が掲載された情報誌をおあしす

に配架し情報提供に努めた。

　また、男女共同参画登録団体会

議の中で、国連ウィメン日本協会

多摩から活動報告や資料提供を

受け、登録団体間で情報の共有

を図った。

　引き続き、ホームページや情報

誌を活用し情報提供に努めたい。

　男女共同参画に関する国際的

条約等の周知を図る。

ホームページで情報提供に努め

るとともに、欧米諸国の制度や情

報が掲載された情報誌をおあしす

に配架し情報提供に努めた。

　また、男女共同参画登録団体会

議の中で、国連ウィメン日本協会

多摩から活動報告や資料提供を

受け、登録団体間で情報の共有

を図った。

　引き続き、ホームページや情報

誌を活用し情報提供に努めたい。

25/42

(59.5%)

可

◆世界経済フォーラムが公表し

たジェンダーギャップ指数2015で

は、日本の順位は145カ国中101

位である。ジェンダーギャップ指

数の公表など、情報の提供や広

報を充実させ、意識啓発に努め

られたい。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

126 平和関連行事の開催 企画政策課

　第33回核と平和を考える市民

のつどいを実施した。

・映画会「アオギリにたくして」8/1

（土）参加者76人（女性50人、男

性26人）

・平和施設見学会「埼玉ピース

ミュージアム、旧日立航空機

（株）立川工場変電所」8/4（火）

参加者50人（女性32人、男性18

人）

・パネル展「原爆と人間展」、「東

京大空襲ほか」等参加者510人

（女性278人、男性232人）

・横断幕、懸垂幕の掲出

・平和関連映像資料の充実

平和教育関連貸出用DVD購入

「ヒロシマの記憶　幻の原爆フィ

ルムで歩く広島」「長崎の記憶

幻の原爆フィルムで歩く長崎」

「消えさらぬ傷あと　火の海・大阪

（アニメ）」「ぞう列車がやってきた

（アニメ）」

決算額332千円

a

指導課

社会科の歴史的・公民的分

野で、年間指導計画に基づ

いて実施した。また、全中学

校で平和パネル展を実施し

た。

a

社会教育課

市立会館での関係資料の掲示

及び配布、また終戦記念日など

の黙祷への参加を求めている。

郷土資料室においては第二次大

戦に係わる資料の展示をしてい

る。

b

市民図書館

核に関連する図書について

専用のコーナーを設置する。

b

市民会館・

公民館

同施策の取り組みには至らな

かった。

d

128

国際理解を深めるため

の講座等の実施

市民会館・

公民館

同施策の取り組みには至らな

かった。

d

129

小・中学校における国際

理解教育の推進

指導課

全校で外国語活動や英語、総合

的な学習の時間等において異文

化理解や日本の伝統文化に関

する授業を実施した。

a

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

平

和

に

対

す

る

取

り

組

み

の

推

進

男女共同参画社会の実

現に密接にかかわる平

和に対する市民意識の

高揚を図り、教育・学習

機会の提供等に努めま

す。

　男女共同参画社会の実現に密

接に関わる平和に対する市民意

識の高揚を図る。

　平和祈念行事を毎年行い、市民

に定着している。

　平和教育推進のため、貸出用

DVDを充実させ、ホームページで

周知を図った。

　今後も引き続き、「非核平和都

市宣言」を行った自治体として、核

の廃絶と世界恒久平和の実現を

目指して、市民に平和の尊さを周

知していきたい。

　また、戦後70年を経過し、戦争

への記憶が薄れていくなか、戦争

の恐ろしさ、平和の大切さを次世

代に伝えて行くため、市民への貸

出用ＤＶＤ（4枚）を購入した。今後

も計画的に貸出用ＤＶＤの充実、

貸出実施の周知に努めていく。

〇毎年実施しているということな

ので続けていただきたい。

127

平和に関する教育・学習

機会の提供

発達段階に応じて平和に関す

る教育を実施する。

年間指導計画に位置付いて

いることと、確実に実施されて

いることと新規のパネル展を

実施したためため。

継続する。

平和に関する講演など資料提

供のあったものについて情報

提供をしている。郷土資料室

で戦時中の資料を展示するこ

とにより、平和について考える

機会を提供する。

独自の資料の発刊などの実

施はなかったが、市立会館、

郷土資料室で情報の提供な

どは実施している。

引き続き、市立会館におい

て、関係資料の掲示、配布を

行う。、郷土資料室において

も展示を継続する。

専用コーナー設置しアピール

することにより平和に関する

啓発を推進する。

継続してコーナーを設置し図

書を提供している。

展示内容を精査し、今後も設

置を継続する。

平和に関する教育・学習機会の提

供を図る。

施策及び市民ニーズを勘案し、事

業を企画しているが、当該主要事

業に関わる取り組みはできなかっ

た。

平和に関する教育・学習機会の提

供できるよう市民ニーズなどを参

考に検討したい。

国

際

理

解

と

国

際

交

流

へ

の

支

援

国際社会への関心や地

域における国際交流を

促し、国際性豊かなひと

づくりを推進します。

国際交流を深めるための講座等

の実施図る。

施策及び市民ニーズを勘案し、事

業を企画しているが、当該主要事

業に関わる取り組みはできなかっ

た。

国際理解を深める講座の実施を

市民ニーズなどを参考に検討した

い。

国際理解教育について、外国語

の指導と合わせて扱う。

各校において総合的な学習の時

間・外国語活動等で実施されたた

め。

全校での実施を継続する。

〇日本のことを教えるというのは

すごく大事なことで、外国語を習

得するだけでは海外に出て日本

に対する知識不足を痛切に感じ

る。日本のことを聞かれても答え

られないというケースが結構ある

ので、子供の時からこういうことを

やっていくというのは大切だと思

う。

〇外国にいると日本のことをどれ

だけ知っているか、どれだけ伝え

ることができるかが問われてくる。

外国を知ることも大事だが、日本

に住む日本人の自分たちは、日

本の伝統文化抜きには外国を知

ることが十分ではないので、ぜひ

続けていただきたい。

◆施策のねらいにあった事業を

展開していただきたい。

◆原爆だけではなく東京大空襲

など各地で被害に遭った方も多

い。多くの被害の状況を次世代

に語り継ぐことが、平和への理解

を深めるためには大事だと考え

る。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　東京都在住外国人支援事業助

成　助成事業の募集案内を市の

ホームページに掲載し、事業拡

大に努めた。

b

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンター運営委

員会に参画することにより、セン

ターとの連携を図った。

b

企画政策課

　東京都在住外国人支援事業助

成　助成事業の募集案内を市の

ホームページに掲載し、事業拡

大に努めた。

b

生活コミュニ

ティ課

昭島ボランティアセンター運営委

員会に参画することにより、セン

ターとの連携を図った。

b

目標値（平成32年度）

30.0%

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

132

各種媒体による男女共

同参画プランの周知

企画政策課

　男女共同参画プランとプラン概

要版をホームページに掲載する

と共に、情報誌に昭島市の男女

共同参画プランの概要を掲載し、

周知を図った。

a

133

男女共同参画推進委員

会の機能の拡充

企画政策課

　推進委員会の機能が有効に働

くように、庁内推進委員会と連携

を図るとともに、担当課で実施し

た評価を施策ごとに数値化し、分

かり易く見やすい年次評価報告

書にするために改善を図った。ま

た、H27年度実施の市民意識調

査の結果をもとにプラン前半期

の検証を進めた。

a

134

男女共同参画都市宣言

の周知

企画政策課

　ホームページへの掲載。講演

会、セミナー開催時に資料として

配布し、周知を図った。

a

135

男女共同参画条例制定

の検討

企画政策課

条例制定には至ってないが、男

女共同参画プランの取組みを着

実に進め、男女共同参画の理

解、意識を高めることに努めた。

c

136

男女共同参画センター

設置の検討

企画政策課

　（仮称）教育福祉総合センター

の整備に合わせて、男女共同参

画センターの設計に向けた検討

を進めた。

a

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

国

際

理

解

と

国

際

交

流

へ

の

支

援

国際社会への関心や地

域における国際交流を

促し、国際性豊かなひと

づくりを推進します。

130

国際交流を進める市民

への支援

昭島ボランティアセンターと連携す

ることにより、国際交流・支援を行

う団体の支援・情報提供を図る。

　国際交流を進める市民への支

援を図る。

　ホームページを活用した情報提

供を行った。

　引き続き、情報提供に努める。

　東京オリンピックを控え、外国人

観光客増が予想される中、おもて

なしの心と英会話能力の向上を

図るために「外国人おもてなしボ

ランティア講座」をＨ28年度に社会

教育課と連携し開催する。

131

国際支援活動に関する

情報提供

　国際支援活動に関する情報提

供に努める。

　ホームページを活用した情報提

供を行った。

　引き続き、情報提供に努める。

　東京オリンピックを控え、外国人

観光客増が予想される中、おもて

なしの心と英会話能力の向上を

図るために「外国人おもてなしボ

ランティア講座」をＨ28年度に社会

教育課と連携し開催する。

昭島ボランティアセンターと連携す

ることにより、国際交流・支援を行

う団体の支援・情報提供を図る。

施　策　の　方　向 目　標　指　標 プラン策定時 現状値 目標値（平成27年度）

昭島ボランティアセンターに３団

体、国際交流外国語支援の団体

が登録している。その他、昭島市

在住外国人の会を立ち上げたい

と相談があり、立ち上げのアドバ

イス、チラシの配布アドバイスを

行った。

引き続き、昭島ボランティアセン

ターと連携を図る。

　３　計画の推進　３　計画の推進　３　計画の推進　３　計画の推進 「昭島市男女共同参画プラン」を知っている人の割合 6.0% 10.3% 15.0%

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（1）市民との協働による計画の推進　（1）市民との協働による計画の推進　（1）市民との協働による計画の推進　（1）市民との協働による計画の推進 　市民一人ひとりがそれぞれの立場で男女共同参画に関する取り組みに主体的にかかわれるよう、市民と行政が互いの役割を認識し、対等なパートナーとして男女共同参画と本計画の推進を図ります。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

市

民

参

画

に

よ

る

計

画

の

推

進

市民の積極的な参画に

より、男女共同参画推進

委員会による事業の改

廃を含めた本計画の着

実な推進を図ります。

　各種媒体を活用し、男女共同参

画プランの周知を図った。

16/18

(88.9%)

　ホームページ等で経常的に情報

提供を行っている。

　引き続き、多様な媒体を通じて、

周知していきたい。

市

民

参

画

に

よ

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進

市民との強力なパート

ナーシップを築き、男女

共同参画のさらなる推

進を図ります。

良

◆27年度目標値15％に対して現

状値が10.3％で、目標に達して

いない。男女共同参画について

関心が低いように感じられ、この

計画が十分に推進されていると

は実感できない。

◆市発行の女性情報誌などを活

用し、男女共同参画意識の啓発

と認知度を高めるための周知活

動に努められたい。

　男女共同参画推進委員会の機

能の充実を図り、市民参画による

計画の推進に努める。

　検討に基づき、平成25年度から

評価方法を見直し、外部委員会

の意見を取り入れ改善したことに

より、課題が明確になった。

　10年を期間とする現プランにお

いて、進捗状況を検証した第2期

推進委員会（外部）がH28年2月に

任期を終え、H28年3月から新たに

発足した第3期推進委員会による

評価・検証を進めていく。

〇出席できない方の声を拾い上

げるためのシステム作りもご検討

いただきたい。

　男女共同参画都市宣言の周知

を図る。

　ホームページ等で経常的に情報

提供を行っている。

　また、講演会、セミナー開催時に

資料として配布し、周知を図った。

　引き続き、機会を捉えて周知し

ていきたい。

　男女共同参画条例の制定につ

いて検討する。

現時点においては条例提案に

至っていないが、引き続き、男女

共同参画プランの着実な推進に

努めるとともに検討を行う。

条例制定については、男女共同

参画推進委員からも意見が述べ

られており、今後の課題である

が、条例制定にあたっては、広く

市民に男女共同参画の理解や意

識を高めることが重要であり、今

後も引き続き、プランの着実な推

進を図る。

　男女共同参画センターとしての

機能を備えた施設の設置。

　整備に向けて市民説明会などが

実施され、具体的な検討が進めら

れた。

　基本設計、実施設計に向けて具

体的な検討を進める。

◆昭島市にも外国人住民がいて

コミュニティが形成されている。

資料の中にも支援団体があると

記載されており、外国人コミュニ

ティ向けの相談会を開催する、支

援者側との懇談会を設けるな

ど、市から積極的に働きかけるよ

うな取組を検討されたい。

昭島ボランティアセンターに３団

体、国際交流外国語支援の団体

が登録している。その他、昭島市

在住外国人の会を立ち上げたい

と相談があり、立ち上げのアドバ

イス、チラシの配布アドバイスを

行った。

引き続き、昭島ボランティアセン

ターと連携を図る。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

市

民

参

画

に

よ

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進

市民との強力なパート

ナーシップを築き、男女

共同参画のさらなる推

進を図ります。

137

市民との協働による男

女共同参画情報誌「Ｈｉ，

あきしま」の充実（№16

の再掲）

企画政策課

「より見やすく、多くの人に手に

取ってもらえる情報誌」をめざし、

編集委員の中で話し合いを進

め、表紙の変更等、工夫を重ね

て情報誌の作成に努めた。

年2回(10月、3月）　各7,000部発

行

決算額

　編集委員謝礼　6人　60千円

　作成委託　273千円

a

施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

企画政策課

　庁内の推進委員会に部会を設

置し、現場の職員を中心とした

「昭島市男女共同参画プラン」の

進行管理を図った。

　男女共同参画情報誌「Ｈｉ，あき

しま」を庁内で配付・回覧した。

b

職員課

第四次昭島市職員次世代育成

支援プランを踏まえ、職員の男

女共同参画意識の醸成に努め

た。

b

139

市男性職員の育児・介

護休暇積極的取得の推

進

職員課

第四次昭島市職員次世代育成

支援プラン、子育てに関する休

暇等のハンドブックや男性の育

児休業取得資料などにより育児

休業等の取得促進に努めた。

ｂ

140

市職員の職務分担にお

ける男女平等の推進

職員課

第四次昭島市職員次世代育成

支援プランを踏まえ、男女平等

の推進に努めた。

b

141

女性管理職の登用に向

けた人材育成

職員課

職層別研修の参加や職場内研

修の計画的な推進に努めた。な

お、平成27年度の女性管理職は

６名であった。

【前年度（H26）状況】

女性管理職6名

b

企画政策課

　男女共同参画に関する研修等

への職員の派遣を継続してい

る。また、市開催のセミナー等へ

職員の参加を庁内掲示板で呼び

掛けた。

b

職員課

市町村職員研修所へ女性職員

４名を派遣し、研修を受講した。

【前年度（H26）実施状況】

受講者数：女性職員３名

b

143

計画の進捗状況の管

理・把握

企画政策課

　男女共同参画推進委員会の提

言を踏まえ、「昭島市男女共同参

画プラン」の進捗状況調査につ

いて、調査シートを修正し実施し

た。

a

144

関連事務担当課長会の

開催

企画政策課

　課長職を中心とした、男女共同

参画庁内推進委員会を開催し、

プランの進捗状況への外部委員

会からの評価報告を行った。

a

145 担当部署の組織強化 企画政策課

　課長職を中心とした、男女共同

参画庁内推進委員会及び実務

者レベルの専門部会を設置し、

強化を図った。

b

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

　男女共同参画に関する情報誌

を市民公募の編集委員により発

行し、市民への情報提供を図る。

　紙ベースと共に、音訳テープ版

の発行を行っている。平成24年度

からデイジー版(ＣＤ)の発行を行

い、引き続き利便を図った。

　また、平成27年度は女性委員4

名、男性委員2名が編集にあたっ

た。

　引き続き、男女共同参画プラン

の施策の推進が図れるよう、公募

の市民委員とともに、市民に情報

提供を行っていく。

主　要　施　策 主　要　施　策　の　狙　い

　（2）庁内推進体制の充実及び関係機関との連携　（2）庁内推進体制の充実及び関係機関との連携　（2）庁内推進体制の充実及び関係機関との連携　（2）庁内推進体制の充実及び関係機関との連携 　庁内における男女共同参画及び本計画の推進体制の充実に努めるとともに、国や都、関係機関等との協力・連携を図ります。

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

庁

内

に

お

け

る

男

女

共

同

参

画

の

推

進

男女共同参画を推進す

るため、職員の男女共

同参画に関する認識と

理解を深めます。

138

職員の男女共同参画意

識の醸成

　市職員の男女共同参画に対す

る意識の向上を図る。

30/39

(76.9%)

女性職員の能力を積極的に活用

し、性別にとらわれない職員の登

用を推進する。

庁

内

に

お

け

る

計

画

推

進

体

制

の

整

備

本計画の着実な推進に

向け、計画の進行管理

と適正な点検・評価を実

施します。

　計画の管理進行と点検・評価を

適切に実施し、プランの着実な推

進を図る。

◆報告書の記載について、具体

的に数値化できるもので数値も

入っているが、多いのか少ない

のか判断がつかない。これだけ

推進が図られているというような

書き方にするなど、工夫が必要。

◆庁内における取組は推進され

ているものと評価できる。今後

は、市民にも普及されることを期

待する。

ワークライフバランスの実現を図

り、職員がより一層安心して子ど

もを産み、育てることのできる取り

組みを推進する。

職員にプランの内容を周知し、意

識醸成に努めた。

機会を捉えてひきつづきプランの

内容などを職員に周知し、意識の

醸成に努める。

該当する職員に対し資料などをも

とに説明し、育児休業等の取得促

進を図る。

〇育休取得の男性職員が２名に

増加しているので、増え続けてほ

しい。

性別による差別をされることなく、

職員個人の能力や意欲に基づく

人事管理に努める。

職員個人の能力・適性に応じた人

事管理に努めた。

　引き続き、こうした意識が低下す

ることのないように努めていきた

い。

良

142

男女共同参画に関する

職員研修

　市職員の男女共同参画に対す

る意識の向上を図る。

　市の職員については、男女共同

参画について一定程度意識を

持って職務に臨んでいる。

　引き続き、こうした意識が低下す

ることのないように努めていきた

い。

男女共同参画社会の実現に向

け、男女観について考えるととも

に、男女共生についての知識の

習得を図る。

　関連事務担当課長会を開催し、

男女共同参画プランの推進を図

る。

　庁内推進委員会のほかに、実務

者レベルの専門部会も設置し、推

進体制の整備を図っている。

　定期的な会議の開催を行う。

　現状において一定の対応は図

れており、今後も、引き続きこの体

制を維持する。

　男女共同参画推進委員会と庁

内推進委員会及び管理進行部会

により、進捗状況の把握と検証に

努めた。

　今後も引き続き、男女共同参画

推進委員会（外部）の提言を踏ま

え、調査様式の見直しや進捗状

況の把握と検証に努める。

昭島市人材育成基本方針を踏ま

え、研修や人事評価による面談な

どにより、人材育成が図れた。

引き続き女性管理職の登用に向

け、人材の育成を図る。

男性職員の育児休業等の取得促

進に努めており、平成27年度は２

名が育児休業を取得した。

【前年度（H26）実績】

育休取得男性職員：1名

引き続き男性職員を対象に育児

休業等に係る制度の説明に努め

る。

　市の職員については、男女共同

参画について一定程度意識を

持って職務に臨んでいる。

引き続き職員個人の能力・適性に

応じた人事管理に努める。

市町村職員研修所の研修へ職員

を派遣することにより男女共同参

画に関する意識啓発が図れた。

引き続き市町村職員研修所へ性

別を問わず職員を派遣し、男女共

同参画に関する意識啓発に努め

る。

　担当部署の組織強化を図る。

　今後、設置したそれぞれの委員

会で何が出来るか検討を続ける。
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施策 施策の狙い № 主要事業 担当課 取組の内容

担当課

評価

主要施策

の評価

評価 評価の説明・評価のポイント

146 女性団体との連携 企画政策課

　市内登録団体に情報誌「Ｈｉ,あ

きしま」、講演会とセミナーのちら

しを送付し、男女共同参画に関

する情報提供を行った。

　また、年度当初に行われる登

録団体総会において、情報交換

を行った。

b

147

国・都との連携による国

内外の情報収集

企画政策課

　国からのメールによる定期的な

情報連絡、都の研修参加や多摩

地区の担当課長会、事務担当者

連絡会の開催など、連携による

情報収集が図られている。

　また、ホームページでは、国・

都の機関へのリンクを張り、情報

へのアクセス性を高めている。

a

148

国・都・区市町村との連

携による男女共同参画

施策の推進

企画政策課

　都の研修や多摩地区担当課長

会、事務担当者連絡会などへ出

席し連携を図っている。

　また、ＤＶ被害者支援など、具

体的な対応面においても連携が

進んでいる。

a

取組の狙い 評価の理由・事業の効果 課題と今後の予定 取組に対するコメント

男女共同参画プランの内容 平成27年度 担当課の取組状況 平成27年度の取組状況に関する委員会の評価

　開催地によっては、国の全国大

会への参加も検討している。

国

・

都

・

関

係

機

関

等

と

の

連

携

国や都、近隣自治体、

関係機関等と連携を図

り、男女共同参画を推進

します。

　男女共同参画の推進に向け、女

性団体との連携を図る。

　情報の提供には努めているが、

個別の団体との連携には困難性

もある。団体のネットワーク化が進

むと連携もしやすくなる。

　機会を捉え何が出来るか検討を

続ける。

　27年度は、30市町村男女平等

参画施策担当課長会及び担当職

員連絡会に出席し、都、多摩地区

の近隣自治体との連携を、今まで

以上に図れた。

〇近隣自治体と大きなイベントを

企画してみるのも良いかもしれな

い。自治体の壁を越えてやってみ

れば面白い活動になるのではな

いか。昭和記念公園は立川市と

昭島市にまたがる公園なので、そ

ういったところを利用しても良いと

思う。

　国や都と連携し、国内外の情報

の収集に努める。

　27年度は、30市町村男女平等

参画施策担当課長会及び担当職

員連絡会に出席し、都、多摩地区

の近隣自治体からの情報収集に

努め、連携を図った。

　情報収集だけでなく、ＤＶ被害者

支援など、具体的な面においても

連携を図っていきたい。

　男女共同参画の推進に向け、国

や都、近隣自治体との連携を図

る。
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＜資  料 １＞ 

昭島市男女共同参画推進委員会評価基準(案)                                      

 

○ 「優」「良」「可」「不可」の４段階評価 

 

評価 評価の目安 

優 十分である 

①  主要施策の評価が90％以上 

②  主要施策の評価は80％以上で、担当課の取組状況に鑑み、取

組が確実に推進されている 

良 

概ね十分で

ある 

①  主要施策の評価が70％以上 

②  主要施策の評価は60％以上で、担当課の取組状況に鑑み、課

題解決に向けての取組み姿勢が明確である 

可 

ある程度の

成果は認め

られる 

①  主要施策の評価が50％以上 

②  主要施策の評価が40％以上で、担当課の取組状況に鑑み、課

題を認識し達成に向けての検討が進められている 

不可 

不十分で 

ある 

①  主要施策の評価が49％以下 

評価については、「評価の目安」のいずれかを満たすものとする。 

※目標指標の達成状況により、制度や意識の定着がみられるものについては取組が進められ

ていると考えられるので、その点にも考慮できるものとする。現状値が平成27年度目標値に

到達していれば5％、平成32年度目標値に到達していれば10％加点可能。 
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＜資  料 ２＞ 

 

昭島市男女共同参画推進委員会要綱 

 

  （設置） 

第１条 昭島市における男女共同参画にかかる施策を推進するため、昭島市男女共同 

  参画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

  （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

  （１）昭島市における男女共同参画にかかる施策の推進に関すること。 

  （２）その他市長が必要と認めること。 

  （組織及び委員） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

   (１) 学識経験のある者          ４人以内 

   (２) 公募による市民            ４人以内 

  （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任 

  者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

  （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により決める。 

２  委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。   

  （会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２  委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。 

３  委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、 委員長の決する 

ところによる。 

  （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。 

  （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長 

  が委員会に諮って定める。 

      附  則 

  この要綱は、平成10年４月30日から実施する。 

      附  則 

  この要綱は、平成13年１月４日から実施する。 

      附  則 

  この要綱は、平成15年４月１日から実施する。 
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＜資  料 ３＞ 

 

昭島市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 

氏  名 選 出 区 分 役  職  等 

 榎 本 真 弓 公 募 市 民  

 加 園 正 子 学 識 経 験 昭島市立富士見丘小学校長 

◎ 金 野 美奈子 学 識 経 験 東京女子大学現代教養学部教授 

○ 柴 田 邦 臣 学 識 経 験 津田塾大学学芸学部准教授 

 竹 井 和 子 公 募 市 民  

 長 瀬 尚 子 学 識 経 験 昭島市商工会女性部役員 

 長谷部 高 史 公 募 市 民 

 

 山 内 昭 裕 公 募 市 民  

 

※ 氏名欄は五十音順、◎は委員長、○は副委員長 
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＜資  料 ４＞ 

 

第第第第３３３３期期期期昭島市男女共同参画推進委員会開催記録昭島市男女共同参画推進委員会開催記録昭島市男女共同参画推進委員会開催記録昭島市男女共同参画推進委員会開催記録    

 

回 日 程 会 議 内 容 

第１回 平成28年５月12日 

・委嘱状交付 

・正副委員長選出 

・推進委員会の運営について 

・「昭島市男女共同参画プラン」について 

・今後の委員会の進め方について 

第２回 平成28年６月23日 

・男女共同参画プラン平成27年度進捗状況調査結果について 

・男女共同参画プラン進捗状況に関する評価方法及び評価基準

について 

・男女共同参画プランの評価（その１）について 

第３回 平成28年７月７日 ・男女共同参画プランの評価（その２）について 

第４回 平成28年８月４日 ・男女共同参画プランの評価（その３）について 

第５回 平成28年８月23日 ・男女共同参画プランの評価（その４）について 

第６回  平成28年10月６日 

・男女共同参画プランの総合的な評価のまとめについて 

・目標指標による検証 
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